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第１章 宅地造成及び特定盛土等規制法の概要 

１ 宅地造成及び特定盛土等規制法の目的（法第１条） 

宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要

な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、公共の福祉に寄与することを目的と

して定められています。 

（目的） 

第１条 この法律は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災

害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて

公共の福祉に寄与することを目的とする。 

 

２ 用語の定義等（法第２条、政令第１～４条） 

この法律及び技術指針における用語の定義は次のとおりとします。 

（１）「宅地」（法第２条第１号） 

農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の

用に供せられている土地以外の土地をいいます。 

また、宅地の中には、建築物の敷地のほか、建築物を伴わない駐車場やテニスコート、墓地（地

方公共団体が管理するものは除く）、資材置き場等も含まれます。 

法第２条第１号の「政令で定める公共の用に供する施設」は、砂防設備、地すべり防止施設、海

岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁港施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、軌道、索道又は

無軌条電車の用に供する施設、その他これらに準じる施設（雨水貯留浸透施設、農業用ため池及び

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第二条第二項に規定する防衛施設）で主務省令で定

めるもの及び国又は地方公共団体が管理する学校、運動場、墓地その他の施設で、主務省令で定め

るものとします。（政令第２条） 

政令第２条の主務省令で定める国又は地方公共団体が管理する施設は、学校、運動場、緑地、広

場、墓地、廃棄物処理施設、水道、下水道、営農飲雑用水施設、水産飲雑用水施設、農業集落排水

施設、漁業集落排水施設、林地荒廃防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設とします。（省令第１条） 

詳細は以下、表１－１－１を参照してください。 

 

表１－１－１土地の分類 

土地の分類 定義 

宅地 農地等及び公共施設用地以外の土地 

農地等 農地、採草放牧地、森林 

公共の用に 

供する施設 

 

（盛土規制法 

の対象外） 

道路※（林道等を含む）、公園、河川（ダム、頭首工等を含む）、 

<法第２条第１号の政令で定める公共の用に供する施設> 

砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁港施設、飛行場、

航空保安施設、鉄道、軌道、索道又は無軌条電車の用に供する施設並びに国又は地方公共団

体が管理する学校、運動場、墓地その他の施設 

<政令第２条の主務省令で定めるその他これらに準ずる施設> 

雨水貯留浸透施設、農業用ため池、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第２条第

２項に規定する防衛施設 

<政令第２条の主務省令で定める国又は地方公共団体で管理する施設> 

学校、運動場、緑地、広場、墓地、廃棄物処理施設、水道、下水道、営農飲雑用水施設、水

産飲雑用水施設、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林地荒廃防止施設及び急傾斜地崩

壊防止施設 

※道路：私道、農道、里道（法定外公共物）については規制対象となります。 

    省令８条１号に規定する土地改良事業等により整備される農道については規制対象外。 
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第１章 宅地造成及び特定盛土等規制法の概要 

１ 宅地造成及び特定盛土等規制法の目的（法第１条） 

宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要

な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、公共の福祉に寄与することを目的と

して定められています。 

（目的） 

第１条 この法律は、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災
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２ 用語の定義等（法第２条、政令第１～４条） 
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条電車の用に供する施設、その他これらに準じる施設（雨水貯留浸透施設、農業用ため池及び防衛

施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第二条第二項に規定する防衛施設）で主務省令で定める

もの及び国又は地方公共団体が管理する学校、運動場、墓地その他の施設で、主務省令で定めるも

のとします。（政令第２条） 

政令第２条の主務省令で定める国又は地方公共団体が管理する施設は、学校、運動場、緑地、広

場、墓地、廃棄物処理施設、水道、下水道、営農飲雑用水施設、水産飲雑用水施設、農業集落排水施

設、漁業集落排水施設、林地荒廃防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設とします。（省令第１条） 

 

表１－１－１ 土地の分類 

土地の分類 定義 

宅地 農地等及び公共施設用地以外の土地 

農地等 農地、採草放牧地、森林 

公共施設用地 

 

（盛土規制法 

の対象外） 

道路※（林道等を含む）、公園、河川（ダム、頭首工等を含む）、 

<法第２条第１号の政令で定める公共の用に供する施設> 

砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁港施設、飛行場、

航空保安施設、鉄道、軌道、索道又は無軌条電車の用に供する施設並びに国又は地方公共団

体が管理する学校、運動場、墓地その他の施設 

<政令第２条の主務省令で定めるその他これらに準ずる施設> 

雨水貯留浸透施設、農業用ため池、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第２条第

２項に規定する防衛施設 

<政令第２条の主務省令で定める国又は地方公共団体で管理する施設> 

学校、運動場、緑地、広場、墓地、廃棄物処理施設、水道、下水道、営農飲雑用水施設、水

産飲雑用水施設、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林地荒廃防止施設及び急傾斜地崩

壊防止施設 

※道路：私道、農道、里道（法定外公共物）については規制対象となります。 

    省令８条１号に規定する土地改良事業等により整備される農道については規制対象外。 
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【追加・変更】 

 本文 

 

 

 

 

 

 

 

【削除】 

 本文 

 

 

 

 

 

 

 

【変更】 

 表項目 
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旧 新 備 考 

 

（６）「崖」（政令第１条第１項） 

地表面が水平面に対し３０度を超える角度をなす土地で硬岩盤（風化の著しいものを除く。）以

外のものをいいます。 

 

（７）「斜面」 

「崖」を除く、傾斜を有する土地をいいます。 

 

（８）「災害」（法第２条第５号） 

崖崩れ、又は土砂の流出による災害をいいます。 

 

（９）「設計」（法第２条第６号） 

その者の責任において、設計図書［宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事を実施す

るために必要な図面（現寸図その他これに類するものを除く。）及び仕様書をいう。］を作成する

ことをいいます。 

 

（１０）「工事主」（法第２条第７号） 

宅地造成、特定盛土等若しくは土石の堆積に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によら

ないで、自らその工事をする者をいいます。 

 

（１１）「工事施行者」（法第２条第８号） 

宅地造成、特定盛土等若しくは土石の堆積に関する工事の請負人又は請負契約によらないで、自

らその工事をする者をいいます。 

 

（１２）造成宅地（法第２条第９号） 

宅地造成又は特定盛土等（宅地において行うものに限る。）に関する工事が施行された宅地をい

います。 

 

３ 宅地造成及び特定盛土等の用途と区域の設定基準 

（１）宅地造成及び特定盛土等の用途 

宅地造成及び特定盛土等に関する工事の許可申請書に記載した宅地造成及び特定盛土等の 

  用途（工事完了後の土地利用）については、造成後、相当な期間（６カ月以上）、その状態を 

維持すること。 

 

（２）宅地造成及び特定盛土等の区域 

宅地造成及び特定盛土等工事の区域設定は、切土や盛土を行う土地を含み、土地利用上一体とな

る範囲（一つの建築敷地、一つの開発行為の区域等）とします。 

 

（３）隣接する土地、若しくは連続した期間において行う宅地造成及び特定盛土等は、本市の「開発許

可制度の手引き」を適用すること。 
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（６）「崖」（政令第１条第１項） 

地表面が水平面に対し３０度を超える角度をなす土地で硬岩盤（風化の著しいものを除く。）以

外のものをいいます。 

 

（７）「斜面」 

「崖」を除く、傾斜を有する土地をいいます。 

 

（８）「災害」（法第２条第５号） 

崖崩れ、又は土砂の流出による災害をいいます。 

 

（９）「設計」（法第２条第６号） 

その者の責任において、設計図書［宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事を実施す

るために必要な図面（現寸図その他これに類するものを除く。）及び仕様書をいう。］を作成する

ことをいいます。 

 

（１０）「工事主」（法第２条第７号） 

宅地造成、特定盛土等若しくは土石の堆積に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によら

ないで、自らその工事をする者をいいます。 

 

（１１）「工事施行者」（法第２条第８号） 

宅地造成、特定盛土等若しくは土石の堆積に関する工事の請負人又は請負契約によらないで、自

らその工事をする者をいいます。 

 

（１２）造成宅地（法第２条第９号） 

宅地造成又は特定盛土等（宅地において行うものに限る。）に関する工事が施行された宅地をい

います。 

 

３ 宅地造成及び特定盛土等の用途と区域の設定基準 

（１）宅地造成及び特定盛土等の用途 

宅地造成及び特定盛土等に関する工事の許可申請書に記載した宅地造成及び特定盛土等の用途  

（工事完了後の土地利用）については、造成後、相当な期間（６カ月以上）、その状態を維持する

こと。 

 

（２）宅地造成及び特定盛土等の区域 

宅地造成及び特定盛土等工事の区域設定は、切土や盛土を行う土地を含み、土地利用上一体とな

る範囲（一つの建築敷地、一つの開発行為の区域等）とします。 
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【削除】 

 本文 
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旧 新 備 考 

 

４ 宅地造成等工事規制区域（法第１０条第１項） 

宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積（以下「宅地造成等」という。）に伴い災害が生ずるおそ

れが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域（これらの区域に隣接

し、又は近接する土地の区域を含む。）であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必

要があるものを指定した区域（千葉市全域）です。 

なお、法第２６条第１項に規定される「特定盛土等規制区域」は、令和７年５月２６日時点、千

葉市内では指定がありません。これらの規制区域は、盛土規制法に基づき定期的に実施される基礎

調査において変更となることがあります。 

 

宅地造成等工事規制区域 
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４ 宅地造成等工事規制区域（法第１０条第１項） 

宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積（以下「宅地造成等」という。）に伴い災害が生ずるおそ

れが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域（これらの区域に隣接

し、又は近接する土地の区域を含む。）であって、宅地造成等に関する工事について規制を行う必

要があるものを指定した区域（千葉市全域）です。 

なお、法第２６条第１項に規定される「特定盛土等規制区域」は、令和８年４月１日時点、千葉

市内では指定がありません。これらの規制区域は、盛土規制法に基づき定期的に実施される基礎調

査において変更となることがあります。 

 

 

図１―１―１ 宅地造成等工事規制区域 
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【変更】 

 本文 

 

 

【削除】 

図タイトル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【追加】 

 図番号・タイトル 
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旧 新 備 考 

 

（２）許可を要する土石の堆積（政令第４条各号） 

 

①  一時的な土石の堆積において、堆積の高さが２メートルを超え、かつ堆積の面積が３００平方 

メートルを超えるもの。（政令第４条第１号、省令第８条第１０号イ） 

 

 

 

 

図１－１－８ 土石の堆積の高さ２メートルを超え、面積が３００平方メートルを超えるもの 

 

 

②  上記①に該当しない土石の堆積であって、当該土石の堆積を行う土地の面積が５００平方メー

トルを超えるもの。 

（政令第４条第２号） 

 

 

 

 

図１－１－９ 土石の堆積の面積が５００平方メートルを超えるもの 
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（２）許可を要する土石の堆積（政令第４条各号） 

 

① 一時的な土石の堆積において、堆積の高さが２メートルを超え、かつ堆積の面積が３００平  

方メートルを超えるもの。（政令第４条第１号、省令第８条第１０号イ） 

 

 

 

 

図１－１－８ 土石の堆積の高さ２メートルを超え、面積が３００平方メートルを超えるもの 

 

 

② 上記①に該当しない土石の堆積であって、当該土石の堆積を行う土地の面積が５００平方メ

ートルを超えるもの。（政令第４条第２号） 

ただし、土石の堆積を行う土地の地盤面の標高と堆積した土石の表面の標高との差が３０セ

ンチメートル以内のものは「土石の堆積を行う土地の面積」から除外してもよいものとします。

（省令第８条第１０号ロ） 

 

 

 

 

図１－１－９ 土石の堆積の面積が５００平方メートルを超えるもの 
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【追加】 

 本文 

 

 

現況地盤線 

Ｈ＞２ｍ 

土石の堆積 

３００ｍ２ 

現況地盤線 

土石の堆積 

５００ｍ２ 

現況地盤線 

Ｈ＞２ｍ 

土石の堆積 

３００ｍ２ 

現況地盤線 

土石の堆積 

５００ｍ２ 
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旧 新 備 考 

 

(該当ページ無し) 

 

 

 

８ 盛土等の一体性 

盛土その他の土地の形質の変更を伴う複数の工事が近接して生じるとき、それらの一部又は全部

に一体性がある場合には、盛土規制法の許可の要否を工事ごとに判断するのではなく、一つのまとま

った工事とみなした上で同法の許可の要否を判断します。 

    

    【平面のイメージ】 Ａ１＋Ａ２＞５００㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【断面のイメージ】 Ｈ１＋Ｈ２＞２ｍ 

 

図１－１－１２ 宅地造成又は特定盛土等に該当する盛土の例 

 

ただし、盛土又は切土をする土地の面積については、次の各号に掲げる場合に該当する場合は除

きます。 

 

① 単独で宅地造成又は特定盛土等に関する工事にあっては、盛土規制法第１７条第２項に規定

する検査済証が交付されている場合 

② 盛土その他土地の形質の変更（許可対象規模未満）を伴い、建築物の建築と併せて施工される

工事にあっては、当該建築物に係る建築基準法第７条第５項、第７条の２第５項、第１８条第２

２項又は同条第２６項の規定による検査済証が交付されている場合 
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【追加】 

 章節、本文、図 

 

高さ：Ｈ１ 

高さ：Ｈ２ 

面積：Ａ１ 面積：Ａ２ 

 

造成工事（盛土）１ 造成工事（盛土）２ 

道
路 
等 

道
路 

等 
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旧 新 備 考 

 

８ その他の許可を要するか否かの事例 

（１）現況地盤線に対して１メートル以下の盛土をする場合は、既存の崖面＋新たな盛土崖面の合計

（Ｈ）で、政令第３条各号の判断をする。 

下記のケースは、Ｈ＞１メートルならば許可を要する。 

 

 

図１－１－１２ 事例① 

 

 

（２）間知ブロック積み擁壁等を鉄筋コンクリート擁壁に築造替えをする場合は、新たに生じる崖面の

高さに応じて政令第３条各号の判断をする。 

下記のケースは、Ｈ＞１メートルならば許可を要する。 

 

 

 

図１－１－１３ 事例② 
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９ その他の許可を要するか否かの事例 

（１）現況地盤線に対して１メートル以下の盛土をする場合は、既存の崖面＋新たな盛土崖面の合計

（Ｈ）で、政令第３条各号の判断をする。 

下記のケースは、Ｈ＞１メートルならば許可を要する。 

 

 

図１－１－１３ 事例① 

 

 

（２）間知ブロック積み擁壁等を鉄筋コンクリート擁壁に築造替えをする場合は、新たに生じる崖面の

高さに応じて政令第３条各号の判断をする。 

下記のケースは、Ｈ＞１メートルならば許可を要する。 

 

 

 

図１－１－１４ 事例② 
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【変更】 

 章節 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更】 

 図番号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更】 

 図番号 
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旧 新 備 考 

 

（３）既存擁壁の築造替えで、地盤の高さの変更がなく位置及び構造が同程度のものは許可不要と判断

をする。なお、宅地造成工事の許可が不要であっても、擁壁の高さ（Ｈ）が２メートルを超える

場合は、建築基準法に基づく工作物の確認申請手続を要する。 

 

 

図１－１－１４ 事例③ 

 

 

（４）建築物の根切り工事と切土又は盛土の工事をする場合は、建築物の基礎構築のための根切り部分

を除いた区域（建築物の根切りは切土として扱わない）で、政令第３条各号の判断をする。下記

のケースは、ＡＢＦＥ－イロヘホ＞５００平方メートルならば許可を要する。 

 

 

 

図１－１－１５ 事例④ 
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（３）既存擁壁の築造替えで、地盤の高さの変更がなく位置及び構造が同程度のものは許可不要と判断

をする。なお、宅地造成工事の許可が不要であっても、擁壁の高さ（Ｈ）が２メートルを超える場

合は、建築基準法に基づく工作物の確認申請手続を要する。 

 

 

図１－１－１５ 事例③ 

 

 

（４）建築物の根切り工事と切土又は盛土の工事をする場合は、建築物の基礎構築のための根切り部分

を除いた区域（建築物の根切りは切土として扱わない）で、政令第３条各号の判断をする。下記の

ケースは、ＡＢＦＥ－イロヘホ＞５００平方メートルならば許可を要する。 

 

 

 

図１－１－１６ 事例④ 
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【変更】 

 図番号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更】 

 図番号 

 

0.3ｍ 0.3ｍ 
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旧 新 備 考 

 

（５）地下車庫等を撤去し、新たに擁壁を築造する場合は、既存の崖面＋新たな盛土崖面（地下車庫等を 

埋める部分）の合計（Ｈ）で、政令第３条各号の判断をする。 

下記のケースは、Ｈ＞１メートルならば許可を要する。 

 

 

 

図１－１－１６ 事例⑤ 

 

 

９ 許可を要しない工事 

宅地造成等工事規制区域内において行う宅地造成等に関する工事のうち、市長の許可を必要とし 

ないものは、以下のとおりとします。 

 

表１－１－３ 許可を要しない工事（盛土規制法の対象外となる土地の形質の変更及びその他の工事） 

 

 

分類 条件 政令・省令事項等 用途例 

宅
地
造
成
・
特
定
盛
土
等 

災害の発生するおそ

れがないと認められ

る工事 

〇 高さ２メートル以下かつ面積５００平方メートル超える盛土又は切土 

で、盛土又は切土をする標高差が３０センチメートルを超えないもの 

  （表１－１－２の政令事項等にある①～③の条件に該当する場合は 

除く） 

〇 表１－１－４の他法令の基準等により盛土等の安全性が確保されている 

工事 

〇 その他、表１－１－２の政令事項等に該当しないもの 

不陸整正 等 

土
石
の
堆
積 

 

〇 土石の堆積を行う土地の面積が３００平方メートルを超えないもの 

〇 土石の堆積を行う土地の標高差が３０センチメートルを超えないもの 

〇 工事の施工に付随して行われるものであって、当該工事に使用する 

土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に 

一時的に堆積するもの 

〇 表１－１－４の他法令の基準等により盛土等の安全性が確保されている 

工事 

〇 その他、表１－１－２の政令事項等に該当しないもの 

不陸整正 

工事現場内における

仮置き 等 
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（５）地下車庫等を撤去し、新たに擁壁を築造する場合は、既存の崖面＋新たな盛土崖面（地下車庫等を

埋める部分）の合計（Ｈ）で、政令第３条各号の判断をする。 

下記のケースは、Ｈ＞１メートルならば許可を要する。 

 

 

 

図１－１－１７ 事例⑤ 

 

（改ページ） 
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【変更】 

 図番号 

 

【削除】 

 章節、本文、 

 表番号・タイトル 
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旧 新 備 考 

 

表１－１－４ 他法令の基準等により盛土等の安全性が確保されている工事 

※政令第５条、省令第８条等に該当する工事 

 

 

～お願い～ 

宅地造成等工事規制区域内において造成工事もしくは土石の一時堆積を行う方は、相談カード（指針Ｐ２２

８参照）に位置図、現況図及び計画平面図等を添付し、千葉市都市局建築部宅地課と打合わせを行い、宅地造

成工事等の許可を要するか否かの判断を受けてください。 

なお、回答は、現地調査後となりますので期間は１～２週間程度いただいております。 

 

政令 〇 鉱山保安法 鉱物の採取（鉱業上使用する特定施設の設置の工事等） 

〇 鉱業法 鉱物の採取（許可を受けた施業案の実施に係る工事） 

〇 採石法 岩石の採取（許可を受けた採取計画に係る工事） 

〇 砂利採取法 砂利の採取（許可を受けた採取計画に係る工事） 

省令 〇 土地改良法 土地改良事業（農業用用排水施設の新設等）、 

土地改良事業に附帯する事業、 

土地改良事業に準ずる事業 

〇 火薬類取締法 火薬類の製造施設の周囲に設置する土堤の設置等 

〇 家畜伝染病予防法 家畜の死体等の埋却 

〇 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 廃棄物の処分等 

〇 土壌汚染対策法 汚染土壌の搬出又は処理等 

〇 平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震に

伴う原子力発電所の事故時により放出された放射性物質に

よる環境の汚染への対処に関する特別措置法 

廃棄物又は除去土壌の保管又は処分 

〇 国若しくは地方自治体又は次に掲げる法人が非常災害の

ために必要な応急措置として行う工事 

・地方住宅供給公社 

・土地開発公社 

・日本下水道事業団 

・独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

・独立行政法人水資源機構 

・独立行政法人都市再生機構 

災害の拡大を抑制するための応急対策施設等 

災害救助のため建築する応急仮設住宅等 

〇 森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備に関する工事 

その他 〇 土地利用のために土地の形質を維持する行為 

 ・通常の営農行為の範疇にあたる耕起等や、グラウンド等の施設を維持するための土砂の敷き均し等 

  通常の営農行為とは以下のとおりです。 

  （１）農地及び採草放牧地において行われる通常の営農行為（通常の生産活動並びにほ場管理のための耕起、代かき、 

整地、畝立、けい畔の新設、補修及び除去、表土の補充）であって軽微な農地改良に該当するものは、本法に規定 

する土地の形質の変更に該当しない行為であるため、盛土規制法の規制対象外。 

（２）農地及び採草放牧地において行われる行為が通常の営農行為の範疇に含まれるか否かについては、農業委員会事務 

局と協議し確認すること。 
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１０ 許可を要しない工事 

宅地造成等工事規制区域内において行う宅地造成等に関する工事のうち、市長の許可を必要としない

ものは、以下のとおりとします。 

 

表１－１－３ 許可を要しない工事（盛土規制法の対象外となる土地の形質の変更及びその他の工事） 

 

表１－１－４ 他法令の基準等により盛土等の安全性が確保されている工事 

～お願い～ 

宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等を行う方は、相談カード（本指針Ｐ２２９参照）に位

置図、現況図及び計画平面図等を添付し、千葉市都市局建築部宅地課と打合わせを行い、宅地造成工事

等の許可を要するか否かの判断を受けてください。 

なお、回答は、現地調査後となりますので期間は１～２週間程度いただいております。 

分類 条件 政令・省令事項等 用途例 

宅
地
造
成
・
特
定
盛
土
等 

災
害
の
発
生
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と 

認
め
ら
れ
る
工
事 

〇 高さ２メートル以下かつ面積５００平方メートル超える盛土又は切土で、盛土又

は切土をする標高差が３０センチメートルを超えないもの 

  （表１－１－２の政令事項等にある①～③の条件に該当する場合は除く） 

〇 表１－１－４の他法令の基準等により盛土等の安全性が確保されている工事 

〇 その他、表１－１－２の政令事項等に該当しないもの 

不陸整正 等 

土
石
の
堆
積 

〇 土石の堆積を行う土地の面積が３００平方メートルを超えないもの 

〇 土石の堆積を行う土地の標高差が３０センチメートルを超えないもの 

〇 工事の施工に付随して行われるものであって、当該工事に使用する土石又は当該

工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に一時的に堆積するもの 

〇 表１－１－４の他法令の基準等により盛土等の安全性が確保されている工事 

〇 その他、表１－１－２の政令事項等に該当しないもの 

不陸整正 

工事現場内に

おける仮置き   

等 

根拠 法令等 工事 

政令 

（第５条） 

〇 鉱山保安法 鉱物の採取（鉱業上使用する特定施設の設置の工事等） 

〇 鉱業法 鉱物の採取（許可を受けた施業案の実施に係る工事） 

〇 採石法 岩石の採取（許可を受けた採取計画に係る工事） 

〇 砂利採取法 砂利の採取（許可を受けた採取計画に係る工事） 

省令 

（第８条） 

〇 土地改良法 土地改良事業（農業用用排水施設の新設等）、 

土地改良事業に附帯する事業、 

土地改良事業に準ずる事業 

〇 火薬類取締法 火薬類の製造施設の周囲に設置する土堤の設置等 

〇 家畜伝染病予防法 家畜の死体等の埋却 

〇 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 廃棄物の処分等 

〇 土壌汚染対策法 汚染土壌の搬出又は処理等 

〇 平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震

に伴う原子力発電所の事故時により放出された放射性物

質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 

廃棄物又は除去土壌の保管又は処分 

〇 国若しくは地方自治体又は次に掲げる法人が非常災害

のために必要な応急措置として行う工事 

・地方住宅供給公社 

・土地開発公社 

・日本下水道事業団 

・独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

・独立行政法人水資源機構 

・独立行政法人都市再生機構 

災害の拡大を抑制するための応急対策施設等 

災害救助のため建築する応急仮設住宅等 

〇 森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備に関する工事 

その他 〇 土地利用のために土地の形質を維持する行為 

 ・通常の営農行為の範疇にあたる耕起等や、グラウンド等の施設を維持するための土砂の敷き均し等 

  通常の営農行為とは以下のとおりです。 

 （１）農地及び採草放牧地において行われる通常の営農行為（通常の生産活動並びにほ場管理のための耕起、代かき、

整地、畝立、けい畔の新設、補修及び除去、表土の補充）であって軽微な農地改良に該当するものは、本法に規

定する土地の形質の変更に該当しない行為であるため、盛土規制法の規制対象外。 

（２）農地及び採草放牧地において行われる行為が通常の営農行為の範疇に含まれるか否かについては、農業委員  

会事務局と協議し確認すること。 
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【追加】 

 章節、本文、 

 表番号・タイトル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【削除・追加】 

 注釈 

 図表 
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旧 新 備 考 

 

第１章 宅地造成等に関する工事の許可の手続き 

１ 手続きフロー 

宅地造成等に関する工事の手続の流れは、以下のとおりとなる。 

その都度、千葉市都市局建築部宅地課及び関係各課に確認し、手続を進めていくこと。 

宅地造成工事の手続きフロー 
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第１章 宅地造成等に関する工事の許可の手続き 

１ 手続きフロー 

宅地造成及び特定盛土等に関する工事及び土石の堆積に関する工事の手続の流れは、以下のとお

りとなる。その都度、千葉市都市局建築部宅地課及び関係各課に確認し、手続を進めていくこと。 

 

 

図２―１―１ 宅地造成及び特定盛土等に関する工事の手続きフロー 
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【追加】 

 本文 

【削除・追加】 

 図タイトル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更】 

 ページ番号 

 

 

【追加】 

 図タイトル 

宅地造成工事における許可手続き

No

Yes Yes

No Yes

No

No

Yes

許可手続き

※１：災害の発生のおそれがないと認められる工事については千葉市宅地造成等工事技術指針を参照してください。（P.16）

※２：一定規模以上の造成を行う場合、盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設への設置状況を検査します。

　　　 (特定工程)　※一定規模の条件については千葉市宅地造成等工事技術指針を参照してください。(P.43)

※３：立入検査については千葉市宅地造成等工事技術指針を参照してください。(P.44)

※４：定期報告が必要な規模については千葉市宅地造成等工事技術指針を参照してください。(P.45)

〈工事着手〉

・工事着手届の提出

・工事許可標識設置

〈事前相談〉

〈周辺住民への周知〉

〈審査〉

・住民への周知

・工事主の資力信用、工事施行者の能力

・地権者等の同意

・技術的内容

〈工事着手〉

・工事着手届受理

〈完了検査〉

・完了検査申請書の提出

・工事完了書類の提出

〈許可申請書提出〉

〈公共施設用地での造成〉

〈宅地造成・特定盛土等を行う計画〉

標

準

処

理

期

間

３

０

日

申請者（工事主） 許可権者（千葉市）

〈宅地造成工事〉いずれかに該当する場合は許可申請が必要

・盛土で高さ１ｍを超える崖を生じるもの

・切土で高さ２ｍを超える崖を生じるもの

・盛土・切土で高さ２ｍを超える崖を生じるもの

・盛土高さ２ｍを超えるもの（崖が生じない場合）

・盛土・切土する面積が５００㎡を超えるもの

許可手続き不要

〈完了検査〉

・完了検査申請書の受理

・工事完了書類の確認

・完了検査の実施

〈中間検査〉※２

・中間検査の実施

・中間検査合格証の発行

（特定工程ごとに実施）

〈立入検査〉※３

・立入検査の実施

〈定期報告〉※４

・定期報告書の受領（３か月ごと）

〈中間検査〉※２

・中間検査申請書の提出

〈立入検査〉※３

・擁壁の床付け、配筋検査等の施工中にでし

か確認できない項目

〈定期報告〉※４

・定期報告書の提出（３か月ごと）

〈災害の発生のおそれがないと認められる工事〉　※１ 許可手続き不要

許可手続き不要

〈事前相談〉

「土石の堆積における許可手続き」を参照

〈許可証交付〉

・許可証の交付（中間検査（特定工程）、立

入検査、定期報告の通知含む）

・許可後に施工所在地等を公開

〈検査済証の交付〉

〈申請書受理〉

休日及び指摘事項等の補正期間は

標準処理期間に含みません

〈立入検査〉※３ 

〈公共施設用地での造成〉 

宅地造成及び特定盛土等に関する工事における許可手続き 
No 

Yes 
Yes 

No 
Yes 

No 

No 

Yes 
許可手続き 

※１：災害の発生のおそれがないと認められる工事については千葉市宅地造成等工事技術指針を参照してください。（P.17） 
※２：一定規模以上の造成を行う場合、盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設への設置状況を検査します。 
    (特定工程) ※一定規模の条件については千葉市宅地造成等工事技術指針を参照してください。(P.45) 
※３：立入検査については千葉市宅地造成等工事技術指針を参照してください。(P.46) 
※４：定期報告が必要な規模については千葉市宅地造成等工事技術指針を参照してください。(P.47) 

〈工事着手〉 
・工事着手届の提出 
・工事許可標識設置 

〈事前相談〉 

〈周辺住民への周知〉 

〈審査〉 
・住民への周知 
・工事主の資力信用、工事施行者の能力 
・地権者等の同意 
・技術的内容 

〈工事着手〉 
・工事着手届受理 

〈完了検査〉 
・完了検査申請書の提出 
・工事完了書類の提出 

〈許可申請書提出〉 

〈宅地造成・特定盛土等を行う計画〉 

標 
準 
処 
理 
期 
間 
30 
日 

申請者（工事主） 許可権者（千葉市） 

〈宅地造成工事〉いずれかに該当する場合は許可申請が必要 
・盛土で高さ１ｍを超える崖を生じるもの 
・切土で高さ２ｍを超える崖を生じるもの 
・盛土・切土で高さ２ｍを超える崖を生じるもの 
・盛土高さ２ｍを超えるもの（崖が生じない場合） 
・盛土・切土する面積が５００㎡を超えるもの 

許可手続き不要 

〈完了検査〉 
・完了検査申請書の受理 
・工事完了書類の確認 
・完了検査の実施 

〈中間検査〉※２ 
・中間検査の実施 
・中間検査合格証の発行 
（特定工程ごとに実施） 

・立入検査の実施 

〈定期報告〉※４ 
・定期報告書の受領（３か月ごと） 

〈中間検査〉※２ 
・中間検査申請書の提出 
 
〈立入検査〉※３ 
・擁壁の床付け、配筋検査等の施工中にしか 

確認できない項目 
 
〈定期報告〉※４ 
・定期報告書の提出（３か月ごと） 

〈災害の発生のおそれがないと認められる工事〉 ※１ 許可手続き不要 

許可手続き不要 

〈事前相談〉 

「土石の堆積における許可手続き」を参照 

〈許可証交付〉 
・許可証の交付（中間検査（特定工程）、 

立入検査、定期報告の通知含む） 
・許可後に施工所在地等を公開 

〈検査済証の交付〉 

〈申請書受理〉 

休日及び指摘事項等の補正期間は 
標準処理期間に含みません 
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旧 新 備 考 

 

土石の堆積の手続きフロー 
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図２―１―２ 土石の堆積に関する工事の手続きフロー 
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【削除・追加】 

 図タイトル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更】 

 ページ番号 

 

【追加】 

 図タイトル 

土石の堆積における許可手続き※１

No Yes

No Yes

No

No

Yes

許可手続き

※１：土石の堆積とは一定期間を経過した後に除却することを前提とした行為で、ストックヤードにおける土石の堆積、工事現場外における建設発生土や

　　　盛土材料の仮置き、土石に該当する製品等の堆積、等が該当します。千葉市宅地造成等工事技術指針を参照してください。(P.107)

※２：災害の発生のおそれがないと認められる工事については千葉市宅地造成等工事技術指針を参照してください。（P.16）

※３：定期報告が必要な規模については千葉市宅地造成等工事技術指針を参照してください。(P.45)

〈定期報告〉※３

・定期報告書の提出（３か月ごと）

〈除却完了確認〉

・確認申請書の提出

・除却完了書類の提出

〈確認済証の交付〉

許可手続き不要

許可手続き不要

許可手続き不要

〈審査〉

・住民への周知

・工事主の資力信用、工事施行者の能力

・地権者等の同意

・技術的内容

〈工事着手〉

・工事着手届受理

〈定期報告〉※３

・定期報告書の受領（３か月ごと）

〈除却完了確認〉

・確認申請書の受理

・工事完了書類の確認

・完了確認の実施

〈申請書受理〉

標

準

処

理

期

間

３

０

日

〈許可証交付〉

・許可証の交付（中間検査（特定工程）、立入検

査、定期報告の通知含む）

・許可後に施工所在地等を公開

許可権者（千葉市）

〈宅地造成・特定盛土等を行う計画〉

〈公共施設用地での造成〉

〈災害の発生のおそれがないと認められる工事〉　※２

〈土石の堆積〉いずれかに該当する場合は許可申請が必要

・堆積高さ２ｍを超えかつ面積が３００㎡を超えるもの

・堆積面積が５００㎡を超えるもの

申請者（工事主）

〈事前相談〉〈事前相談〉

〈周辺住民への周知〉

〈許可申請書提出〉

〈工事着手〉

・工事着手届の提出

・工事許可標識設置

休日及び指摘事項等の補正期間は

標準処理期間に含みません

土石の堆積に関する工事における許可手続き※１ 

No 
Yes 

No 
Yes 

No 

No 

Yes 
許可手続き 

※１：土石の堆積とは一定期間を経過した後に除却することを前提とした行為で、ストックヤードにおける土石の堆積、工事現場外における建設発生土や 
   盛土材料の仮置き、土石に該当する製品等の堆積、等が該当します。千葉市宅地造成等工事技術指針を参照してください。(P.111) 
※２：災害の発生のおそれがないと認められる工事については千葉市宅地造成等工事技術指針を参照してください。（P.17） 
※３：定期報告が必要な規模については千葉市宅地造成等工事技術指針を参照してください。(P.47) 

〈定期報告〉※３ 
・定期報告書の提出（３か月ごと） 

〈除却完了確認〉 
・確認申請書の提出 
・除却完了書類の提出 

〈確認済証の交付〉 

許可手続き不要 

許可手続き不要 

許可手続き不要 

〈審査〉 
・住民への周知 
・工事主の資力信用、工事施行者の能力 
・地権者等の同意 
・技術的内容 

〈工事着手〉 
・工事着手届受理 

〈定期報告〉※３ 
・定期報告書の受領（３か月ごと） 

〈除却完了確認〉 
・確認申請書の受理 
・工事完了書類の確認 
・完了確認の実施 

〈申請書受理〉 

標 
準 
処 
理 
期 
間 

３0 
日 〈許可証交付〉 

・許可証の交付（中間検査（特定工程）、 
立入検査、定期報告の通知含む） 

・許可後に施工所在地等を公開 

許可権者（千葉市） 

〈宅地造成・特定盛土等を行う計画〉 

〈公共施設用地での造成〉 

〈災害の発生のおそれがないと認められる工事〉 ※２ 

〈土石の堆積〉いずれかに該当する場合は許可申請が必要 
・堆積高さ２ｍを超えかつ面積が３００㎡を超えるもの 
・堆積面積が５００㎡を超えるもの 

申請者（工事主） 

〈事前相談〉 〈事前相談〉 

〈周辺住民への周知〉 

〈許可申請書提出〉 

〈工事着手〉 
・工事着手届の提出 
・工事許可標識設置 

休日及び指摘事項等の補正期間は 
標準処理期間に含みません 
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旧 新 備 考 

 

３ 許可申請の手続（法第１２条、省令第７条各項、細則） 

許可申請は「宅地造成等又は特定盛土等に関する工事の許可申請書」（様式第二）に関係 

資料（下記「申請書類一覧」参照）を添付し、審査手数料（申請手数料一覧（P.39～参 

照））を添えて申請すること。（正副２部） 

 

宅地造成に関する工事の許可申請に必要な書類 

申請書類一覧（書類編） 

書類名 明示すべき事項 内  容 備  考 

図書目次 申請書類の目次  ・Ａ４判・様式自由 

許可申請書（正/副） 記載例参照  
・省令第７条第１項 

・様式第二 

委任状 

・日付 

・委任者及び受任者の住所、 

氏名 

・委任する場所 

・委任する内容（許可申請から 

検査済証の受領までとする。） 

・自署しない場合は記名押印 

 

・Ａ４判・様式自由 

・工事主と申請の手続等を行う者が異 

なる場合。 

土地の登記事項証明書

（全部事項） 
  

・細則第３条第１項第１号 

・申請区域内の地番全てを添付。 

（原本であること。） 

・隣接同意が必要となる造成をする 

場合は、隣接地の土地の全部事項証明 

書（全部事項）も必要 

・必要のある場合は、建物の登記事項証

明書（全部事項）（日付は申請日から

３か月以内） 

工事施行同意書 

・日付 

・工事主の住所及び氏名 

・土地所有者の住所及び氏名 

・同意の内容 

・計画地の所在（地番）、面積、 

同意年月日、同意者の印 

・印鑑証明書 

・土地の所有権、地上

権、質権、賃借権、使

用賃借権、使用収益権

を有するもの 

・省令第７条第１項第１０号 

・細則第３条第４項 

・様式第４号 

・工事主以外の土地所有者等。 

隣接同意書 

・日付 

・工事主の住所及び氏名 

・土地所有者の住所及び氏名 

・隣地所有者の住所及び氏名 

・同意の内容 

・計画地の所在（地番）、面積、 

同意年月日、同意者の印 

 

隣接同意が必要となる場合 

（技術指針 第２編 第１章 １１周辺

崖の高さを参照。） 

設計者の資格を証する

書類 

・政令第２２条各号の資格を証 

するもの 
 

・政令第２１条に規定する工事。 

・細則第３条第１項第２号 

・様式第３号 

・資格を証する書類の添付。 
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３ 許可申請の手続（法第１２条、省令第７条各項、細則） 

許可申請は「宅地造成等又は特定盛土等に関する工事の許可申請書」（様式第二）に関係資料 

（下記「申請書類一覧」参照）を添付し、審査手数料（申請手数料一覧（P.39、40参照））を添え 

て申請すること。（正副２部） 

 

（１）宅地造成及び特定盛土等に関する工事の許可申請に必要な書類 

 

表２－１－２ 申請書類一覧（書類編） 

書 類 名 明示すべき事項 備  考 

図書目次 申請書類の目次 Ａ４判・様式自由 

図面のチェックリスト 

【本指針Ｐ２６～２８】 

各図面において「明示するべき事

項」「備考」に掲げる事項が反映

されていること。 

図面ごと「明示すべき事項」「備考」欄に掲

げる事項が反映されているかを確認し、チェ

ック欄（□）に✓を入れること。 

許可申請書（正/副）【様式第二】 記載例参照 省令第７条第１項 

委任状 

・日付 

・委任者及び受任者の住所及び氏名 

・委任する場所 

・委任する内容（許可申請から 

検査済証の受領までとする。） 

・Ａ４判・様式自由 

・工事主と申請の手続等を行う者が異なる場

合。 

・自署しない場合は記名押印 

土地の登記事項証明書（全部事項） 
土地の所及び地番地目、地積及び 

所有権・その他の権利に関する事項 

・細則第３条第１項第１号 

・申請区域内の地番全てを添付。 

（原本であること。） 

・隣接同意が必要となる造成をする場合は、隣接地

の土地の全部事項証明書（全部事項）も添付。 

・必要のある場合は、建物の登記事項証明書

【全部事項】(申請日から３か月以内のもの) 

工
事
施
行
同
意 

・工事施工同意書【様式第４号】 

・印鑑証明書 

・日付 

・工事主の住所及び氏名 

・土地所有者の住所及び氏名 

・計画地の所在（地番）、面積及び

同意年月日 

・同意者の実印 

・省令第７条第１項第１０号 

・細則第３条第５項 

・工事主以外で土地の所有権、地上権、質権、

賃借権、使用賃借権、使用収益権等を有する

ものがいる場合。 

隣接同意書 

・日付 

・工事主の住所及び氏名 

・隣地所有者（同意者）の住所及び

氏名 

・工事が施行される土地の所在（地番） 

・盛土若しくは切土の高さ 

・隣接地の所在及び地番 

・隣接同意が必要となる場合 

（本指針 第２編 第１章 １１周辺崖の高さを

参照。） 

・本指針Ｐ２３３の様式を参照。 

・自署しない場合は記名押印 

（押印は認印でも可） 

設
計
者
の
資
格

を
証
す
る
書
類 

・宅地造成等に関する工事設計者

の資格申告書【様式第３号】 

・資格を証する書類 

設計者が政令第２２条各号に掲げる

いずれかの資格を有すること 

・政令第２１条に規定する工事の場合。 

・細則第３条第１項第２号 

現況写真 工事施行区域の外周及び内部の状況 省令第７条第１項第６号 
 

 

24 

 

 

【変更】 

 ページ番号 

 

 

【追加】 

 本文、図表番号 

 

【変更】 

 表項目 
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旧 新 備 考 

 

現況写真   ・省令第７条第１項第６号 

工事主の資力・信

用確認書類 

・資金計画書（様式第三） 

・暴力団等に該当しないことの 

誓約書（指針Ｐ２２７参照） 

・工事費見積書 

・残高証明書または融資証明書 

 

・法第１２条第２項第２号 

・省令第７条第１項第９号 

・省令第７条第１項第１２号 

【工事主が個人の場合】 

・住民票の写しまたは個人番号 

カードの写し（個人番号を黒塗 

りしたもの） 

・所得税納税証明書 

・市町村民税または特別区民税 

納税証明書 

 

・法第１２条第２項第２号 

・省令第７条第１項第７号 

・省令第７条第１項第１２号 

【工事主が法人の場合】 

・登記事項証明書 

・役員の住民票の写しまたは個人 

番号カードの写し（個人番号を 

黒塗りしたもの） 

・法人税納税証明書 

・法人市町村税または法人都民税 

 納税証明書 

 

・法第１２条第２項第２号 

・省令第７条第１項第８号イ 

・省令第７条第１項第８号ロ 

・省令第７条第１項第１２号 

工事施工者の能力

確認書類 

・建設業法による許可通知書 

・法人登記事項証明書 

・造成工事にかかわる工事経歴書 

 ・法第１２条第２項第３号 

住民への周知 

・住民への周知範囲経緯分かる 

書類 

・説明用配布資料 

 

・法第１１条 

・省令第７条第１項第１１号 

・指針Ｐ３３参照 

公共施設管理者の

許可等関係書類 
 

造成区域に公共施設を含

む場合で、管理者の許可

等が必要な場合 

・工事許可書・占用許可書等の写し 

を添付。 

道路・水路等境界確

定図 
・申請区域と接する部分  

・造成の発生する部分が接している 

場合。 

他法令の許可等の

写し 
  

・造成に関し他法令等により規制が 

ある場合、原則として事前に許可、 

認可等を受け、写しを添付。 
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書 類 名 明示すべき事項 備  考 

工
事
主
の
資
力
・
信
用
確
認
書
類 

【個人・法人(共通)】 

・資金計画書【様式第三】 

・暴力団等に該当しないことの誓約書 

・工事費見積書 

・残高証明書または融資証明書 

・工事に係る収入及び支出 

・工事主の住所、氏名及び生年月日 

（法人の場合は、登記事項証明書に

記載されたすべての役員を対象） 

・法第１２条第２項第２号 

・省令第７条第１項第９号 

・省令第７条第１項第１２号 

・誓約書は、Ｐ２３４の様式を参照 

【工事主が個人の場合】 

・住民票の写しまたは個人番号カード

の写し 

・所得税納税証明書 

・市町村民税または特別区民税納税証

明書 

・工事主の住所、氏名及び生年月日 

・所得税の滞納が無いこと 

・住民税の滞納が無いこと 

・法第１２条第２項第２号 

・省令第７条第１項第７号 

・省令第７条第１項第１２号 

・個人番号カードの写しは、個人番号を黒塗

りしたもの。 

【工事主が法人の場合】 

・法人の登記事項証明書 

・役員の住民票の写しまたは個人番号

カードの写し 

・法人税納税証明書 

・法人市町村税または法人都民税納税

証明書 

・工事主の本店又は主たる事務所及

び役員に関する事項 

・法人税の滞納が無いこと 

・法人住民税の滞納が無いこと 

・法第１２条第２項第２号 

・省令第７条第１項第８号イ 

・省令第７条第１項第８号ロ 

・省令第７条第１項第１２号 

・個人番号カードの写しは、個人番号を黒塗

りしたもの。 

工
事
施
工
者
の

能
力
確
認
書
類 

・建設業法による許可通知書 

・法人の登記事項証明書 

・造成工事にかかわる工事経歴書 

 法第１２条第２項第３号 

住
民
説
明
報
告
書
類 

・周知範囲がわかる位置図 

・開催結果がわかる資料 

（近隣住民説明報告書） 

・説明に使用した資料 

 

・法第１１条 

・省令第７条第１項第１１号 

・周知範囲及び周知事項は、本指針Ｐ３３、

３４を参照 

・報告書は、本指針Ｐ３５の様式例を参照。 

公共施設管理者の許可等関係書類  

・造成区域に公共施設を含む場合で、管理者

の許可等が必要な場合。 

・工事許可書・占用許可書等の写しを添付。 

道路・水路等境界確定図 申請区域と接する部分 造成の発生する部分が接している場合。 

他法令の許可等の写し  

造成に関し他法令等により規制がある場合、

原則として事前に許可、認可等を受け、写し

を添付。 
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【変更】 

 表項目 
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旧 新 備 考 

 

申請書類一覧（図面編） 

書 類 名 明示すべき事項 内 容 備 考 

位置図 
・方位、道路及び目標となる地物 

・申請区域の明示 
１/2500 

・省令第７条第１項 

・申請区域は赤色で明示のこと。 

・千葉市都市図。 

現況図 

・方位 

・申請区域の明示 

・現況地盤高の表示 

・標高差２メートルの等高線の明示 

・申請区域及びその周辺の道路・河川・水路・

その他公共施設の位置、形状及び状況の表示 

・既存の建築物及び擁壁等の明示 

１/500 以上 
・省令第７条第１項 

・申請区域は赤色で明示のこと。 

公図の写し 

・方位 

・申請区域の明示 

・公道は茶色、水路は水色、青地は緑色の色

分け。 

・調査年月日 

・隣接地の地番、地目、地積、所有者 

 

不動産登記法第１４条

の地図の写し 

1/500 

（1/600） 

・細則第３条第１項第１号 

・申請区域は赤色で明示のこと 

・日付は申請日から３か月以内 

求積図 
・宅地の面積 

・切土又は盛土をする土地の部分の面積 
1/500 以上 ・宅地平面図で求積しても可。 

造成計画平面図 

・方位 

・凡例 

・申請区域の明示 

・申請区域及びその周辺の道路・河川・ 

水路・その他公共施設の位置、形状及 

び状況の表示 

・計画地盤高及び現況地盤高の表示 

（隣地の現況高も含む） 

・切土又は盛土の色分け 

・断面の位置を表示 

・排水施設の位置、種類、材料形状、 

内法寸法、勾配の表示 

・法面の位置、勾配、高さの表示 

・盛土の施工方法を記載 

・擁壁のタイプ、延長、高さを表示 

・義務擁壁と任意擁壁の区別 

・伸縮目地、コーナー補強の位置の表示 

・展開図の称号符号を表示 

1/500 以上 

・省令第７条第１項 

・この図面は地形図（現況図）と計画図の「重

ね図」とすること。 

・宅地の境界線は赤色で明示のこと。 

・計画地盤高と現況地盤高の表示は、明確に

区別すること。 

・切土部分は黄色、盛土部分は赤色で明示の

こと。 

・断面線の位置と符号を明示のこと。 

・擁壁は展開図の照合符号を表示のこと。 

（別途、擁壁配置図を作成し、そこで表示す

ることも可。） 

造成計画断面図 

・宅地の平面図（造成計画平面図）で 

示した位置を断面図として作成 

・計画地盤高及び現況地盤高の表示 

・切土又は盛土の色分け 

・盛土の施工方法を記載 

・段切りの表示 

・擁壁のタイプ、高さを表示 

・法面の位置、勾配、高さの表示 

・二段擁壁の検討 

・斜面上の擁壁の検討 

1/500 以上 

・省令第７条第１項 

・この図面は地形図（現況図）と計画図の 

「重ね図」とすること。 

・切土部分は黄色、盛土部分は赤色で明示 

のこと。 

・主要部分及び高低差の著しい箇所につい 

て作成のこと。 

・二段擁壁及び斜面上の擁壁の検討は、不利 

な箇所で検討すること。 

排水施設平面図 

・方位 

・凡例 

・申請区域の明示 

・排水施設の位置、種類、材料形状、 

内法寸法、勾配の表示 

・水の流れの方向 

・吐口の位置及び放流先の名称 

1/500 以上 
・省令第７条第１項 

・排水施設の位置を種類別に着色すること。 
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表２－１－３ 申請書類一覧（図面編） 

図  面 名 明示すべき事項 縮 尺 備 考 

位置図 
□方位、道路及び目標となる地物 

□申請区域 
１/2500 

・省令第７条第１項 

□申請区域は赤色で明示すること。 

□「千葉市都市図」を使用すること。 

現況図 

□方位 

□申請区域 

□現況地盤高 

□標高差２メートルの等高線 

□申請区域及びその周辺の道路・河川・水路・そ

の他公共施設の位置、形状及び状況 

□既存の建築物及び擁壁等 

１/500  

以上 

・省令第７条第１項 

□申請区域は赤色で明示すること。 

公図の写し 

□方位 

□申請区域の明示 

□公道、水路、青地の色分け 

□調査年月日 

□隣接地の地番、地目、地積及び所有者 

 

1/500 

（1/600） 

・細則第３条第１項第１号 

□不動産登記法第１４条の地図又は地図に準ずる図

面の写しであること。 

□申請区域は赤色で明示すること 

□公道は茶色、水路は水色、青地は緑色で明示すること。 

□日付は申請日から３か月以内であること。 

求積図 
□宅地の面積 

□切土又は盛土をする土地の部分の面積 

1/500  

以上 
・造成計画平面図で求積しても可。 

造成計画平面図 

□方位 

□凡例 

□申請区域 

□申請区域及びその周辺の道路、河川、水路、 そ

の他公共施設又は既存建築物・構造物の位置、形状

及び状況 

□既存道路の幅員及び建築基準法上の扱い 

□計画地盤高及び現況地盤高 

（隣地の現況高も含む） 

□切土又は盛土の色分け 

□造成計画断面の位置 

□排水施設の位置、種類、材料形状、 

内法 寸法及び勾配の表示 

□法面の位置、勾配、高さ及び保護方法 

□盛土の施工方法（材料、転圧及び段切り） 

□擁壁のﾀｲﾌﾟ、延長、高さ及び底版形状 

□義務擁壁と任意擁壁の区別 

□伸縮目地やコーナー補強の位置 

□展開図の照合符号 

1/500 

 以上 

・省令第７条第１項 

□この図面は地形図（現況図）と計画図の「重ね図」とする

こと。 

□宅地の境界線は赤色で明示のこと。 

□擁壁に関する凡例には、構造、タイプ、必要地耐力、

載荷重及び義務擁壁/任意擁壁の別を記載すること 

□計画地盤高と現況地盤高の表示は、明確に区別する

こと。 

□切土部分は黄色、盛土部分は赤色で明示のこと。 

□断面線の位置と符号を明示のこと。 

□断面は、崖の一体性、二段擁壁及び斜面上の擁壁を

考慮し、必要な箇所を選定すること。 

□盛土の施工方法としては、指針第３編第１章５、６

の内容を明記すること。 

・別途、擁壁配置図を作成し、そこで表示することも

可。 

造成計画断面図 

□申請区域や道路等 

□計画地盤高及び現況地盤高 

□切土又は盛土の色分け 

□盛土の施工方法（材料、転圧及び段切り） 

□段切りの位置及び形状 

□崖の一体性、二段擁壁及び斜面上の擁壁の

検討に必要な角度線 

□擁壁のタイプ、高さ 

（間知擁壁においては、背面に法面がある場

合は、タイプ選定のための角度線を表示） 

□崖と反対方向へ流れるような排水勾配 

□法面の位置、勾配、高さ及び保護方法 

1/500  

以上 

・省令第７条第１項 

□宅地の平面図（造成計画平面図）で示した位置を

断面図として作成すること。 

□地形図（現況図）と計画図の「重ね図」とすること。 

□切土部分は黄色、盛土部分は赤色で明示すること。 

□盛土の施工方法としては、指針第３編第１章５、６

の内容を明記すること。 

□主要部分及び高低差の著しい箇所について作成 

すること。    

□崖の一体性、二段擁壁及び斜面上の擁壁の検討は、最も

不利な箇所で検討すること。 

排水施設平面図 

□方位 

□凡例 

□申請区域 

□排水施設の位置、種類、材料形状、内法寸法 

及び勾配 

□崖と反対方向へ流れるような排水勾配 

□排水経路 

□吐口の位置及び放流先の名称 

1/500  

以上 

・省令第７条第１項 

□区域内の排水を有効にできる計画とすること。 

（下水道流量計算表により、雨水が有効に排出できる

計画であることが確認できること。必要に応じて、

排水区域割り及び求積図を添付すること。 

□排水施設の位置を種類別に着色すること。 

□雨水流出抑制指導基準に適合すること。 

□屈曲部、菅径の１２０倍以内に桝が配置されている

こと。 
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【追加】 

 図表番号 

【変更】 

 表項目 



20 

 

 

旧 新 備 考 

 

崖の断面図 

・計画地盤高及び現況地盤高の表示 

・切土又は盛土の色分け 

・法面の位置、形状、高さ及び勾配の 

記載 

・法面保護の方法 

・土質状況等の明示 

1/50 以上 ・省令第７条第１項 

擁壁構造図 

・擁壁の種別 

・設計条件の明示 

・擁壁の高さ、躯体の厚さ、勾配、 

必要根入れの明示 

・竪壁及び底版の配筋の明示 

・基礎砕石等の位置、材料、厚さの明示 

・透水層の位置、材料、厚さの明示 

・水抜穴の位置、材料の明示 

・止水コンクリートの位置、材料、 

厚さの明示 

・基礎地盤の土質、支持力の明示 

・地盤改良方法の明示 

1/50 以上 

・省令第７条第１項 

・指針に掲載されているタイプを使用する 

場合は、複写で可 

・透水マットを使用する場合は施工要領、 

カタログ、チェックリスト等を提出する 

こと。 

・宅地の平面図の照合符号を表示すること。 

擁壁展開図 

・造成計画平面図との照合符号 

・擁壁の高さ、根入れ、延長の記載 

・前面地盤線、背面地盤線 

・義務擁壁と任意擁壁の区別 

・水抜穴の位置、材料の明示 

・水抜穴の個数の計算（1 箇所/3 ㎡） 

・伸縮目地の位置、材料の明示 

・支持地盤の土質 

・地盤改良等の明示 

1/50 以上 

・省令第７条第１項 

・宅地の平面図（若しくは擁壁配置図）の 

照合符号を表示すること。 

・縦横比＝１：１。 

・地質調査により得られたデータ 

（地層想定図）を重ねること。 

擁壁の構造計算書 

・擁壁の概要 

・構造計画 

・安定計算 

・部材計算 

 
・省令第７条第１項第２号 

・市型擁壁以外の擁壁を使用する場合。 

崖面崩壊防止 

施設の構造図 

・崖面崩壊防止施設の寸法及び勾配 

・崖面崩壊防止施設の材料の種類及び 

寸法 

・崖面崩壊防止施設を設置する前後の 

地盤面 

・基礎地盤の土質並びに透水層の位置 

及び寸法 

1/50 以上 ・省令第７条第１項 

崖面崩壊防止 

施設の展開図 

・崖面崩壊防止施設の寸法 

・水抜穴の位置、材料及び内径 

・透水層の位置及び寸法 

1/50 以上 

・省令第７条第１項 

・水抜穴及び透水層に係る事項は、必要に 

応じて記載 

盛土の安定計算書   

・省令第７条第１項第３号 

山間部（渓流等）における１５ｍ超の 

盛土をする場合は土質試験に基づく安定 

計算を添付すること。 

崖面の安定計算書   

・省令第７条第１項第４号 

 崖面を擁壁で覆わない場合は土質試験に 

 基づく安定計算を添付すること。 

地質調査報告書 

・調査年月日 

・調査手法 

・調査責任者 

・調査位置・深度 

・地形、地質概要 

・地質構成、地下水位 

・地盤の強度算定書 

・室内土質配合試験結果 

 

・省令第７条第１項第３号/省令第７条 

第１項第４号 

・敷地の地盤調査を行い地層断面図を作成、 

土の諸性質を試験により求める。 
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図  面 名 明示すべき事項 縮 尺 備 考 

崖の断面図 

□計画地盤高及び現況地盤高 

□切土又は盛土の色分け 

□法面の位置、形状、高さ及び勾配 

□法面保護の方法 

□土質状況等 

1/50  

以上 
・省令第７条第１項 

擁壁構造図 

□擁壁の種別 

□設計条件 

□擁壁の高さ、躯体の厚さ、勾配及び 

必要根入れ 

□竪壁及び底版の配筋 

□捨てコンクリートや基礎砕石等の位置、 

材料及び厚さ 

□透水層の位置、材料及び厚さ 

□水抜き穴の位置及び材料 

□止水コンクリートの位置、材料及び厚さ 

□コーナー補強の構造 

□現状の地盤で地耐力が確保されているか 

（確保されていない場合の対策も含む） 

1/50  

以上 

・省令第７条第１項 

・本指針に記載の標準図と同じ構造の擁壁を使用す

る場合は、当該標準図の複写で可。 

□標準図と異なる鉄筋コンクリート造擁壁や大臣認

定擁壁を使用する場合は、構造計算書を添付する

こと。また、大臣認定擁壁については、施工要領、

カタログ及び認定書の写しを添付すること。 

□透水マットを使用する場合は施工要領、カタログ及び

チェックリスト等を提出すること。 

□宅地の平面図の照合符号を表示すること。 

擁壁展開図 

□造成計画平面図との照合符号 

□擁壁のタイプ、高さ、根入れ及び延長 

□捨てコンクリートや基礎砕石等の地盤高 

□前面地盤線/背面地盤線 

□義務擁壁/任意擁壁の区別 

□水抜き穴の位置及び材料 

□水抜き穴の個数の計算（1 箇所/3 ㎡） 

□伸縮目地の位置及び材料 

（擁壁の延長２０ｍ以内、床付け位置が変化す

る箇所に伸縮目地が入っていること） 

□地盤改良の種類、設計基準強度及び深さ等 

□地質調査の結果（地層想定図） 

1/50  

以上 

・省令第７条第１項 

□造成計画平面図（若しくは擁壁配置図）の照合符号を

表示すること。 

□縦横比＝１：１であること。 

□地質調査により得られたデータ（地層想定図）を重

ねること。また、地盤改良を行う場合、改良体の支

持層となる位置を明確に示すこと。 

擁壁の構造計算書 

□擁壁の概要 

□構造計画 

□安定計算 

□部材計算 

 

・省令第７条第１項第２号 

・標準図以外の擁壁を使用する場合。 

□擁壁構造図と部材寸法や設計条件が一致している

こと。 

□転倒、滑動、沈下、部材応力度が許容値内であるこ

とが確認できること。 

□杭を使用する場合、杭がない状態で転倒、滑動が

許容値内であることが確認できること。 

□擁壁の高さが２．０ｍをこえる場合、中地震及び

大地震時の検討がされていること。 

崖面崩壊防止 

施設の構造図 

□崖面崩壊防止施設の寸法及び勾配 

□設計条件 

□崖面崩壊防止施設の材料の種類及び寸法 

□崖面崩壊防止施設を設置する前後の地盤面 

□基礎地盤の土質並びに透水層の位置及び寸法 

□現状の地盤で地耐力が確保されているか 

（確保されていない場合の対策も含む） 

1/50  

以上 

・省令第７条第１項 

□造成計画平面図の照合符号と整合していること。 

□現地が崖面崩壊防止施設の使用条件を満たしてい

ること。また、メーカーの資料を添付すること。 

□躯体厚や部材、かぶり等が、構造計算書と一致し

ていること。 

崖面崩壊防止 

施設の展開図 

□崖面崩壊防止施設の寸法 

□審査対象施設と対象外施設の範囲 

□水抜穴の位置、材料及び内径 

□透水層の位置及び寸法 

□地盤改良の種類、設計基準強度及び深さ等 

□地質調査の結果（地層想定図） 

1/50  

以上 

・省令第７条第１項 

□水抜穴及び透水層に係る事項は、必要に応じて記

載 

□地質調査により得られたデータ（地層想定図）を重

ねること。また、地盤改良を行う場合、改良体の支

持層となる位置を明確に示すこと。 

盛土の安定計算書   

・省令第７条第１項第３号 

・山間部（渓流等）における１５ｍ超の盛土をする場 

合は土質試験に基づく安定計算を添付すること。 

崖面の安定計算書   

・省令第７条第１項第４号 

・崖面を擁壁で覆わない場合は土質試験に基づく安

定 計算を添付すること。 
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【変更】 

 表項目 



21 

 

 

旧 新 備 考 

 

その他必要な書類 

・地盤改良検討書 

・改良体の配置図 

・土量計算書 

・流量計算書 

・大臣認定擁壁の認定書、カタログ 

及び構造計算書、築造仕様書 

・透水マット認定書、カタログ、 

施工要領及びチェックリスト 
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図  面 名 明示すべき事項 縮 尺 備 考 

地質調査報告書 

□調査年月日 

□調査手法 

□調査責任者 

□調査位置・深度 

□地形、地質概要 

□地質構成、地下水位 

□地盤の強度算定書 

□室内土質配合試験結果 

 

・省令第７条第１項第３号/省令第７条第１項第４号 

□敷地の地盤調査を行い地層断面図を作成すること。 

□土の諸性質を試験により土質データ求めること。 

□擁壁の必要地耐力を有するかを国土交通省告示第１

１１３号で確認すること。 

【地盤改良】 

地盤改良検討書 

□地盤改良の範囲（配置）、深さ 

□安定計算 

□改良後の強度試験方法 

（国土交通省告示第１１１３号） 

 
□構造計算に用いる各土質データが、土質（地質）調査

報告書から見て適正であること。 

【杭基礎】 

杭基礎敷設図 

杭頭処理図 

□杭工法 

□杭の配置、杭長 

□杭の支持力 

□杭断面 

□底版の応力度照査 

□安定計算 

□杭体の応力度照査 

  

土量計算書 □切土・盛土の土量と算定根拠   

大規模盛土造成地

の安定計算 
  

□谷埋め型大規模盛土造成地に該当する場合は、二次

元の分割法により検討していること。 

□腹付け型大規模盛土造成地に該当する場合は、二次

元の分割法のうち簡便法により検討していること。 

流量計算書    

【大臣認定擁壁】 

・認定書 

・カタログ 

・構造計算書 

・築造仕様書 

   

【透水マット】 

・認定書 

・カタログ 

・施工要領 

・チェックリスト 
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【変更】 

 表項目 



22 

 

 

旧 新 備 考 

 

土石の堆積に関する工事の許可申請に必要な書類 

申請書類一覧（書類編） 

書類名 明示すべき事項 内  容 備  考 

図書目次 申請書類の目次  ・Ａ４判・様式自由 

許可申請書（正/副） 記載例参照  
・省令第７条第２項 

・様式第四 

委任状 

・日付 

・委任者及び受任者の住所、 

氏名 

・委任する場所 

・委任する内容（許可申請から 

検査済証の受領までとする。） 

・自署しない場合は記名押印 

 

・Ａ４判・様式自由 

・工事主と申請の手続等を行う者が異 

なる場合。 

土地の登記事項証明

書（全部事項） 
  

・細則第３条第１項第１号 

・申請区域内の地番全てを添付。 

（原本であること。） 

・隣接同意が必要となる堆積をする 

場合は、隣接地の土地全部事項証明 

書も必要。 

・必要のある場合は、建物全部事項証 

明（日付は申請日から３か月以内） 

工事施行同意書 

・日付 

・工事主の住所及び氏名 

・土地所有者の住所及び氏名 

・同意の内容 

・計画地の所在（地番）、面積、 

同意年月日、同意者の印 

・印鑑証明書 

土地の所有権、地上

権、質権、賃借権、使

用賃借権、使用収益権

を有するもの 

・省令第７条第２項第８号 

・細則第３条第４項 

・様式第４号 

・工事主以外の土地所有者等。 

隣接同意書 

・日付 

・工事主の住所及び氏名 

・隣地所有者の住所及び氏名 

・同意の内容 

・計画地の所在（地番）、面積、 

同意年月日、同意者の印 

 

隣接同意が必要となる場合 

（技術指針 第２編 第１章 １１周辺

崖の高さを参照。） 

設計者の資格を証す

る書類 

・政令第２２条各号の資格を証 

するもの 
 

・政令第２１条に規定する工事。 

・細則第３条第１項第２号 

・様式第３号 

・資格を証する書類の添付。 

現況写真   ・省令第７条第２項第４号 

工事主の資力・信用確

認書類 

・資金計画書（様式第五） 

・暴力団等に該当しないことの 

誓約書（指針Ｐ２２７参照） 

・工事費見積書 

・残高証明書または融資証明書 

 

・法第１２条第２項第２号 

・省令第７条第２項第７号 

・省令第７条第２項第１０号 

【申請者が個人の場合】 

・住民票の写しまたは個人番号 

カードの写し（個人番号を黒塗 

りしたもの） 

・所得税納税証明書 

・市町村民税または特別区民税 

納税証明書 

 

・法第１２条第２項第２号 

・省令第７条第２項第５号 

・省令第７条第２項第１０号 
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（２）土石の堆積に関する工事の許可申請に必要な書類 

 

表２－１－４ 申請書類一覧（書類編） 

書類名 明示すべき事項 備  考 

図書目次 申請書類の目次 ・Ａ４判・様式自由 

許可申請書（正/副） 記載例参照 
・省令第７条第２項 

・様式第四 

図面のチェックリスト 

【本指針Ｐ３１～３２】 

各図面において「明示するべき事項」

「備考」に掲げる事項が反映されてい

ること。 

図面ごと「明示すべき事項」「備考」欄に 

掲げる事項が反映されているかを確認し、 

チェック欄（□）に✓を入れること。 

委任状 

・日付 

・委任者及び受任者の住所及び氏名 

・委任する場所 

・委任する内容（許可申請から 

検査済証の受領までとする。） 

・Ａ４判・様式自由 

・工事主と申請の手続等を行う者が異なる場

合。 

・自署しない場合は記名押印 

土地の登記事項証明書（全部事項） 
土地の所及び地番地目、地積及び 

所有権・その他の権利に関する事項 

・細則第３条第１項第１号 

・申請区域内の地番全てを添付。 

（原本であること。） 

・隣接同意が必要となる造成をする場合は、隣接

地の土地の全部事項証明書（全部事項）も添

付。 

・必要のある場合は、建物の登記事項証明書 

【全部事項】(申請日から３か月以内のもの) 

工
事
施
行
同
意 

・工事施行同意書【様式第４号】 

・印鑑証明書 

・日付 

・工事主の住所及び氏名 

・土地所有者の住所及び氏名 

・計画地の所在（地番）、面積及び同

意年月日 

・同意者の実印 

・省令第７条第１項第１０号 

・細則第３条第５項 

・工事主以外で土地の所有権、地上権、質

権、賃借権、使用賃借権、使用収益権等を有

するものがいる場合。 

隣接同意書 

・日付 

・工事主の住所及び氏名 

・隣地所有者（同意者）の住所及び氏

名 

・工事が施行される土地の所在（地番） 

・盛土若しくは切土の高さ 

・隣接地の所在及び地番 

・隣接同意が必要となる場合 

（本指針 第２編 第１章 １１周辺崖の高さ

を参照。） 

・本指針Ｐ２３３の様式を参照。 

・自署しない場合は記名押印 

（押印は認印でも可） 

設
計
者
の
資
格
を

証
す
る
書
類 

・宅地造成等に関する工事設計

者の資格申告書【様式第３号】 

・資格を証する書類 

設計者が政令第２２条各号に掲げる

いずれかの資格を有すること 

・政令第２１条に規定する工事の場合。 

・細則第３条第１項第２号 

現況写真 工事施行区域の外周及び内部の状況 省令第７条第１項第６号 
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【追加】 

 本文 

【追加】 

 図表番号 

 

【変更】 

 表項目 



23 

 

 

旧 新 備 考 

 

 

【申請者が法人の場合】 

・登記事項証明書 

・役員の住民票または個人番号 

カードの写し（個人番号を黒塗 

りしたもの） 

・法人税納税証明書 

・法人市町村税または法人都民税 

 納税証明書 

 

・法第１２条第２項第２号 

・省令第７条第２項第６号イ 

・省令第７条第２項第６号ロ 

・省令第７条第２項第１０号 

工事施工者の能力確認

書類 

・建設業法による許可通知書 

・法人登記事項証明書 

・工事にかかわる工事経歴書 

 ・法第１２条第２項第３号 

住民への周知 

・住民への周知範囲経緯分かる 

書類 

・説明用配布資料 

 

・法第１１条 

・省令第７条第２項第９号 

・指針Ｐ３３参照 

公共施設管理者の許可

等関係書類 
 

申請区域に公共施設

を含む場合で、管理

者の許可等が必要な

場合 

・工事許可書・占用許可書等の写し 

を添付。 

道路・水路等境界確定図 ・申請区域と接する部分  
・堆積の発生する部分が接している 

場合。 

他法令の許可等の写し   

・堆積に関し他法令等により規制が 

ある場合、原則として事前に許可、 

認可等を受け、写しを添付。 
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書 類 名 明示すべき事項 備  考 

工
事
主
の
資
力
・
信
用
確
認
書
類 

【個人・法人(共通)】 

・資金計画書【様式第三】 

・暴力団等に該当しないことの誓約書 

・工事費見積書 

・残高証明書または融資証明書 

・工事に係る収入及び支出 

・工事主の住所、氏名及び生年月日 

（法人の場合は、登記事項証明書に

記載されたすべての役員を対象） 

・法第１２条第２項第２号 

・省令第７条第１項第９号 

・省令第７条第１項第１２号 

・誓約書は、Ｐ２３４の様式を参照 

【工事主が個人の場合】 

・住民票の写しまたは個人番号カード

の写し 

・所得税納税証明書 

・市町村民税または特別区民税納税

証明書 

・工事主の住所、氏名及び生年月日 

・所得税の滞納が無いこと 

・住民税の滞納が無いこと 

・法第１２条第２項第２号 

・省令第７条第１項第７号 

・省令第７条第１項第１２号 

・個人番号カードの写しは、個人番号を黒塗

りしたもの。 

【工事主が法人の場合】 

・法人の登記事項証明書 

・役員の住民票の写しまたは個人番号

カードの写し 

・法人税納税証明書 

・法人市町村税または法人都民税納

税証明書 

・工事主の本店又は主たる事務所及

び役員に関する事項 

・法人税の滞納が無いこと 

・法人住民税の滞納が無いこと 

・法第１２条第２項第２号 

・省令第７条第１項第８号イ 

・省令第７条第１項第８号ロ 

・省令第７条第１項第１２号 

・個人番号カードの写しは、個人番号を黒塗

りしたもの。 

工
事
施
工
者
の

能
力
確
認
書
類 

・建設業法による許可通知書 

・法人の登記事項証明書 

・造成工事にかかわる工事経歴書 

 法第１２条第２項第３号 

住
民
説
明
報
告
書
類 

・周知範囲がわかる位置図 

・開催結果がわかる資料 

（近隣住民説明報告書） 

・説明に使用した資料 

 

・法第１１条 

・省令第７条第１項第１１号 

・周知範囲及び周知事項は、本指針Ｐ３３、

３４を参照 

・報告書は、本指針Ｐ３５の様式例を参照。 

公共施設管理者の許可等関係書類  

・造成区域に公共施設を含む場合で、管理者

の許可等が必要な場合。 

・工事許可書・占用許可書等の写しを添付。 

道路・水路等境界確定図 申請区域と接する部分 造成の発生する部分が接している場合。 

他法令の許可等の写し  

造成に関し他法令等により規制がある場

合、原則として事前に許可、認可等を受

け、写しを添付。 
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【変更】 

 表項目 



24 

 

 

旧 新 備 考 

 

申請書類一覧（図面編） 

書 類 名 明示すべき事項 内 容 備 考 

位置図 
・方位、道路及び目標となる地物 

・申請区域の明示 
１/2500 

・省令第７条第２項 

・申請区域は赤色で明示のこと。 

・千葉市都市図。 

現況図 

・方位 

・申請区域の明示 

・現況地盤高の表示 

・標高差２メートルの等高線の明示 

・申請区域及びその周辺の道路・河川・水路・

その他公共施設の位置、形状及び状況の表示 

・既存の建築物及び擁壁等の明示 

１/500 以上 
・省令第７条第２項第１号 

・申請区域は赤色で明示のこと。 

公図の写し 

・方位 

・申請区域の明示 

・公道は茶色、水路は水色、青地は緑色の色

分け。 

・調査年月日 

・隣接地の地番、地目、地積、所有者 

不動産登記法第１４

条の地図の写し 

1/500（1/600） 

・細則第３条第１項第１号 

・申請区域は赤色で明示のこと 

・日付は申請日から３か月以内 

求積図 
・宅地の面積 

・土石の堆積をする土地の部分の面積 
1/500 以上 ・宅地平面図で求積しても可。 

平面図 

・方位 

・凡例 

・申請区域の明示 

・申請区域及びその周辺の道路・河川・ 

水路・その他公共施設の位置、形状及 

び状況の表示 

・計画地盤高及び現況地盤高の表示 

（隣地の現況高も含む） 

・切土又は盛土（一時堆積）の色分け 

・断面の位置を表示 

・排水施設の位置、種類、材料形状、 

内法寸法、勾配の表示 

・法面の位置、勾配、高さの表示 

1/500 以上 

・省令第７条第２項第１号 

・この図面は地形図（現況図）と計画図の 

「重ね図」とすること。 

・宅地の境界線は赤色で明示のこと。 

・計画地盤高と現況地盤高の表示は、明確 

に区別すること。 

・断面線の位置と符号を明示のこと。 

断面図 

・平面図で示した位置を断面図として 

作成 

・計画地盤高及び現況地盤高の表示 

・切土又は盛土（一時堆積）の色分け 

1/500 以上 

・省令第７条第２項第１号 

・この図面は地形図（現況図）と計画図の 

「重ね図」とすること。 

・主要部分及び高低差の著しい箇所について 

作成のこと。 

堆積土石の崩壊を

防止するための措

置 

・土石の堆積を行う面（鋼板等を使用し 

たものであって、勾配が1/10以下で 

あるものに限る）を有する堅固な構 

造物を設置する措置等、堆積した土 

石の滑動を防ぐ又は滑動する堆積し 

た土石を支えることができる措置 

（省令３２条）の内容が、適切であ 

ることを証する書類 

構造物の平面図、断

面図、構造計算書等 

・省令第７条第２項第２号 

・省令第３２条 
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表２－１－５ 申請書類一覧（図面編） 

書 類 名 明示すべき事項 縮  尺 備 考 

位置図 
□方位、道路及び目標となる地物 

□申請区域 
１/2500 

・省令第７条第１項 

□申請区域は赤色で明示すること。 

□「千葉市都市図」を使用すること。 

現況図 

□方位 

□申請区域 

□現況地盤高 

□標高差２メートルの等高線 

□申請区域及びその周辺の道路・河川・水路・そ

の他公共施設の位置、形状及び状況 

□既存の建築物及び擁壁等 

１/500  

以上 

・省令第７条第１項 

□申請区域は赤色で明示すること。 

公図の写し 

□方位 

□申請区域の明示 

□公道、水路、青地の色分け 

□調査年月日 

□隣接地の地番、地目、地積及び所有者 

 

1/500 

（1/600） 

・細則第３条第１項第１号 

□不動産登記法第１４条の地図又は地図に準ずる

図面の写しであること。 

□申請区域は赤色で明示すること 

□公道は茶色、水路は水色、青地は緑色で明示する

こと。 

□日付は申請日から３か月以内であること。 

求積図 
□宅地の面積 

□切土又は盛土をする土地の部分の面積 

1/500  

以上 
・土石の堆積計画平面図で求積しても可。 

土石の堆積計画 

平面図 

□方位 

□凡例 

□申請区域 

□申請区域及びその周辺の道路、河川、水路、 そ

の他公共施設又は既存建築物・構造物の位置、形状

及び状況 

□既存道路の幅員及び建築基準法上の扱い 

□最大堆積高さ及び勾配 

□現況地盤高（隣地の現況高も含む） 

□堆積計画断面の位置 

□空地の範囲 

□保全対策 

（柵その他これに類するもの及び工事標識） 

□地表水を排除する措置 

（排水施設の位置、種類、材料形状、内法 寸

法及び勾配の表示） 

1/500 

 以上 

・省令第７条第１項 

□この図面は地形図（現況図）と計画図の「重ね図」とす

ること。 

□申請区域の境界線は赤色で明示のこと。 

□堆積する土石の標高と現況地盤高の表示は、明確

に区別すること。 

□断面線の位置と符号を明示のこと。 

□空地については、堆積する土石の高さが５ｍ以下

である場合は、当該高さを超える幅とし、５ｍを

超える場合には、当該高さの２倍を超える幅とす

ること。 

□空地の確保が困難な場合は、堆積した土石の崩壊や

それに伴う流出を防止する措置を明示すること。 

土石の堆積計画 

断面図 

□申請区域や道路等 

□最大堆積高さ及び勾配 

□現況地盤高（隣地の現況高も含む） 

□土石を堆積する土地の勾配 

1/500  

以上 

・省令第７条第１項 

□土石の堆積計画平面図で示した位置を断面図と

して作成すること。 

□地形図（現況図）と計画図の「重ね図」とすること。 

□盛土の施工方法としては、指針第３編第１章５、

６の内容を明記すること。 

□主要部分及び高低差の著しい箇所について作成 

すること。    

【堆積土石の崩

壊を防止するた

めの措置】 

構造物の平面

図、断面図、構

造計算書等 

□土石の堆積を行う面（鋼板等を使用したも

のであって、勾配が1/10以下であるものに

限る）を有する堅固な構造物を設置する措

置等、堆積した土石の滑動を防ぐ又は滑動

する堆積した土石を支えることができる措

置の内容 

 
・省令第７条第２項第２号 

・省令第３２条 
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【追加】 

 図表番号 

 

【変更】 

 表項目 
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旧 新 備 考 

 

土石の堆積に伴う

土砂の流出を防止

する措置 

・次の①か②のいずれかの措置の内 

容が、適切であることを証する書類 

① 堆積した土石の周囲にその高さを 

超える鋼矢板等（土圧、水圧及び 

自重によって損壊、転倒、滑動又 

は沈下をしない構造でなければな 

らない）を設置すること 

② 次に掲げる全ての措置 

・堆積した土石を防水性のシートで 

覆うこと等、堆積した土石の内部 

に雨水その他の地表水が浸入する 

ことを防ぐための措置 

・堆積した土石の土質に応じた緩や 

かな勾配で土石を堆積すること等、 

堆積した土石の傾斜部を安定させ 

て崩壊又は滑りが生じないように 

するための措置 

構造物の平面図、断面

図、構造計算書等 

・省令第７条第２項第３号 

・省令第３４条 
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書 類 名 明示すべき事項 縮  尺 備 考 

【土石の堆積に伴

う土砂の流出を防

止する措置】 

構造物の平面図、

断面図、構造計算

書等 

□次の①か②のいずれかの措置の内容 

① 堆積した土石の周囲にその高さを超える

鋼矢板等（土圧、水圧及び自重によって損

壊、転倒、滑動又は沈下をしない構造でなけ

ればならない）の設置 

② 次に掲げる全ての措置 

・堆積した土石を防水性のシートで覆うこ  

と等、堆積した土石の内部に雨水その他の

地表水が浸入することを防ぐための措置 

・堆積した土石の土質に応じた緩やかな勾 

配で土石を堆積すること等、堆積した土石

の傾斜部を安定させて崩壊又は滑りが生じ

ないようにするための措置 

 
・省令第７条第２項第３号 

・省令第３４条 
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【変更】 

 表項目 
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旧 新 備 考 

 

４ 住民への周知（法第１１条、省令第６条） 

（１）住民への周知の方法（省令第６条） 

   宅地造成等の工事を行う場合、周辺地域の住民に対し次の事項のいずれかを行うことで、工事の内容を

周知しなければならない。ただし、渓流等における土地において高さ１５ｍを超える盛土をする場合は

①による方法で周知をしなければならない。 

① 宅地造成等に関する工事の内容についての説明会を開催する。 

② 宅地造成等に関する工事の内容が分かる書面を配布する。  

③ 宅地造成等に関する工事の内容を当該工事の施工に係る土地又はその周辺の適当な場所に 

掲示し、当該内容をインターネットを利用して近隣住民が閲覧できるようにすること。 

 

（２）住民への周知の範囲 

 造成主又は工事施工者は、宅地造成等に関する工事の許可申請書の提出までに、 

表２－１－２に示される範囲にお住まいの近隣住民に対して、工事について説明を行い、 

理解を得るようにしてください。 

 

表２－１－２ 住民への周知の範囲 

盛土等の区分 住民への周知を行う範囲の考え方 参考図 

① 平地盛土（擁壁築造工事によるも

のも含む） 

○盛土等を行う土地の隣接地 

※ただし、盛土最大高さ５ｍ超の場合

は、以下の範囲も満たすこと。 

○盛土の境界（法尻）から盛土の最大高

さｈに対して水平距離２ｈ以内の範囲

（※参考図Ｌの範囲） 

○上記範囲の中にその全部または一部

が含まれる自治会 

 

② 切土（擁壁築造工事によるものも

含む） 

③ 土石の堆積 

○切土あるいは堆積を行う土地の隣接

地 

○上記範囲の中にその全部または一部

が含まれる自治会 

④ 腹付け盛土 

（ただし、擁壁によって土を抑える構造

を有する場合には、④ではなく①の範囲

の考え方を適用しても良い。）（注１） 

○盛土を行う土地の隣接地 

○盛土法肩までの高さｈに対して盛土

法肩から下方の水平距離５ｈ以内の範

囲（参考図Ｉの範囲） 

○上記範囲の中にその全部または一部

が含まれる自治会 

 

 

⑤ 渓流等（注２）における高さ１５

メートルを超える盛土 

⑥ 渓流等における盛土（①を除く） 

⑦ 谷埋め盛土（①及び②を除く）

（注３） 

⑧ 腹付け盛土のうち、参考断面図 I

の範囲に渓流等の渓床が存在する

もの（ただし⑧について、擁壁に

よって土を抑える構造を有する場

合には適用しない） 

○渓床勾配２度以上の範囲で災害発生

の恐れがある土地 

○上記範囲の中にその全部または一部

が含まれる自治会 

 

 

（注１）腹付け盛土とは、盛土をする前の地盤面が水平面に対し２０度以上の角度をなし、かつ、盛土の高さ

が５メートル以上となるものを指す。 

（注２）渓流等とは常時流水の有無にかかわらず地表水や地下水が集中しやすく、施工した盛土が万一崩壊し

た場合に土石流化するおそれがある地形を指す。その範囲は、渓床勾配 10 度以上の勾配をしめす０次

谷（※１）を含む一連の谷地形（※２）で、その底部の中心線からの距離が２５メートル以内に含ま

れる範囲のことを指す。またこの地形条件に該当しない場合でも、現地 
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31 ４ 住民への周知（法第１１条、省令第６条） 

（１）住民への周知の方法（省令第６条） 

宅地造成等の工事を行う場合、周辺地域の住民に対し次の事項のいずれかを行うことで、工事の内容を

周知しなければならない。ただし、渓流等における土地において高さ１５ｍを超える盛土をする場合は①

による方法で周知をしなければならない。 

 

① 宅地造成等に関する工事の内容についての説明会を開催する。 

② 宅地造成等に関する工事の内容が分かる書面を配布する。  

③ 宅地造成等に関する工事の内容を当該工事の施工に係る土地又はその周辺の適当な場所に掲示 

し、当該内容をインターネットを利用して近隣住民が閲覧できるようにすること。 

 

（２）住民への周知の範囲 

工事主又は工事施行者は、宅地造成等に関する工事の許可申請書の提出までに、表２－１－２に示 

される範囲にお住まいの近隣住民に対して、工事について説明を行い、理解を得るようにすること。 

 

表２－１－６ 住民への周知の範囲 

盛土等の区分 住民への周知を行う範囲の考え方 参考図 

⑨ 平地盛土（擁壁築造工事による

ものも含む） 

⑴ 盛土等を行う土地の隣接地 

※ただし、盛土最大高さ５ｍ超の場合は、以

下の範囲も満たすこと。 

盛土の境界（法尻）から盛土の最大

高さｈに対して水平距離２ｈ以内

の範囲（※参考図Ｌの範囲） 

⑵ 盛土等を行う土地及び⑴の範囲の中にそ

の全部または一部が含まれる自治会 

 

⑩ 切土（擁壁築造工事によるもの

も含む） 

⑪ 土石の堆積 

⑴ 切土あるいは堆積を行う土地の隣接地 

⑵ 切土あるいは堆積を行う土地及びその隣

接地の範囲の中にその全部または一部が

含まれる自治会 

⑫ 腹付け盛土 

（ただし、擁壁によって土を抑える構

造を有する場合には、④ではなく①

の範囲の考え方を適用しても良い。）

（注１） 

⑴ 盛土を行う土地の隣接地 

⑵ 盛土法肩までの高さｈに対して盛土法肩

から下方の水平距離５ｈ以内の範囲（参

考図Ｉの範囲） 

⑶ 盛土等を行う土地、⑴及び⑵の範囲の中

にその全部または一部が含まれる自治会 

 

⑬ 渓流等（注２）における高さ１

５メートルを超える盛土 

⑭ 渓流等における盛土（①を除く） 

⑮ 谷埋め盛土（①及び②を除く）

（注３） 

⑯ 腹付け盛土のうち、参考断面図 I

の範囲に渓流等の渓床が存在す

るもの（ただし⑧について、擁

壁によって土を抑える構造を有

する場合には適用しない） 

⑴ 渓床勾配２度以上の範囲で災害発生の恐

れがある土地 

⑵ 盛土を行う土地及び⑴の範囲の中にその

全部または一部が含まれる自治会 

 

（注１）腹付け盛土とは、盛土をする前の地盤面が水平面に対し２０度以上の角度をなし、かつ、盛土の高さが

５メートル以上となるものを指す。 

（注２）渓流等とは常時流水の有無にかかわらず地表水や地下水が集中しやすく、施工した盛土が万一崩壊した

場合に土石流化するおそれがある地形を指す。その範囲は、渓床勾配 10 度以上の勾配をしめす０次谷

（※１）を含む一連の谷地形（※２）で、その底部の中心線からの距離が２５メートル以内に含まれる

範囲のことを指す。またこの地形条件に該当しない場合でも、現地にて湧水や地下水の影響が懸念され

る場合は、渓流等における盛土と同様に取り扱うものとする。 
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切土高 

盛土高 
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旧 新 備 考 

 

にて湧水や地下水の影響が懸念される場合は、渓流等における盛土と同様に取り扱うものとする。 

 

（※１）０次谷：常時流水のないものを含めた谷型の地形のうち、地形図の等高線の凹み具合 

から、等高線群の間口よりも奥行が小さくなる地形をいう。谷地形の源頭部や谷壁 

斜面等の凹地部分が該当する。 

（※２）一連の谷地形：上流から下流へ流下経路が連続する一続きの谷地形をいう。 

 

       

 

図２－１－１ ０次谷及び一連の谷地形の考え方（左）渓流等の概念図（右） 

 

（注３）谷埋め盛土とは、盛土をする土地の面積が３，０００平方メートル以上であり、かつ、盛土をするこ

とにより、当該盛土をする土地の地下水位が盛土をする前の地盤面の高さを超え、盛土の内部に侵入

することが想定されるものを指す。 

 

（３）住民への周知事項 

住民へ周知を行う際は、表２－１－３に示す事項を記載した工事のお知らせ等を用いて説明 

してください（図２－１－３、図２－１－４を参照）。 

 

表２－１－３ 住民への周知事項 

説明事項 記載事項 

工事の概要 ○工事の目的 

○工事を行う場所 

○発注者 

○工事期間 

○盛土・切土の高さ、土石の堆積の最大堆積高さ 

○盛土・切土の面積、土石の堆積の最大堆積面積 

○盛土・切土の土量、土石の堆積の最大堆積土量 

位置図 ○工事を行う場所の案内図 

造成計画平面図 

造成計画断面図 

○擁壁や排水施設の有無 

○切土・盛土範囲（面積・土量） 

○盛土最大高さを通る造成計画断面 

○各隣地境界付近を通る造成計画断面 

○周知範囲がわかる位置図      など 

問い合わせ先 ○会社名及び住所 

○現場責任者氏名 

○電話番号 

○E-mail アドレス          など 

その他 現場状況に応じて必要事項を記載 
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（※１）０次谷：常時流水のないものを含めた谷型の地形のうち、地形図の等高線の凹み具合から、等       

高線群の間口よりも奥行が小さくなる地形をいう。谷地形の源頭部や谷壁斜面等の凹 

地部分が該当する。 

（※２）一連の谷地形：上流から下流へ流下経路が連続する一続きの谷地形をいう。 

 

       

 

図２－１－１ ０次谷及び一連の谷地形の考え方（左）渓流等の概念図（右） 

 

（注３）谷埋め盛土とは、盛土をする土地の面積が３，０００平方メートル以上であり、かつ、盛土をするこ

とにより、当該盛土をする土地の地下水位が盛土をする前の地盤面の高さを超え、盛土の内部に侵入

することが想定されるものを指す。 

 

（３）住民への周知事項 

住民へ周知を行う際は、表２－１－３に示す事項を記載した工事のお知らせ等を用いて説明 

してください（図２－１－３、図２－１－４を参照）。 

 

表２－１－７ 住民への周知事項 

説明事項 記載事項 

工事の概要 ○工事の目的 

○工事を行う場所 

○工事主、工事施行者 

○工事期間 

○盛土・切土の高さ/土石の堆積の最大堆積高さ 

○盛土・切土の面積/土石の堆積の最大堆積面積 

○盛土・切土の土量/土石の堆積の最大堆積土量 

位置図 ○工事を行う場所の案内図 

造成計画平面図 

造成計画断面図 

○擁壁や排水施設の有無 

○切土・盛土範囲（面積・土量） 

○盛土最大高さを通る造成計画断面 

○各隣地境界付近を通る造成計画断面 

○周知範囲がわかる位置図      など 

問い合わせ先 ○会社名及び住所 

○現場責任者氏名 

○電話番号 

○E-mail アドレス          など 

その他 現場状況に応じて必要事項を記載 
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旧 新 備 考 

 

４）住民説明報告書の提出 

     工事主又は工事施工者は、宅地造成工事の許可申請時に以下の資料を提出してください。 

・開催案内 

・周知範囲がわかる位置図 

・開催結果がわかる資料（図２－１－２を参照） 

・説明に使用した資料（前項の工事のお知らせ等） 

※開催方法が掲示及びインターネットによる場合には、以下の資料も併せて提出すること。 

・掲示場所がわかる位置図 

・掲示状況の写真 

・閲覧ページの写し（ＵＲＬ含む） 

 

図２－１－２ 近隣住民説明報告書（例） 

近隣住民説明報告書 

番

号 
説明先（住所） 

説明相手方の 

氏名及び住所 

建物等

の種類 
周知方法 説明年月日 

説明者 

会社名及び氏名 

１ 
○○区○○町○

―○○―○○ 

住所：○○区○○町○

―○○―○○ 

氏名：○○マンション

管理組合 

集合住

宅 
書面配布 

○○○○年○月

○日 

会社名：○○（株） 

氏名：○○ ○○ 

２ 
○○区○○町○

―○○―○○ 

住所：○○区○○町○

―○○―○○ 

氏名：○○ ○○ 

戸建住

宅 
説明会 

○○○○年○月

○日 

会社名：○○（株） 

氏名：○○ ○○ 

○○○○年○月

○日 

会社名：○○（株） 

氏名：○○ ○○ 

３ 
○○区○○町○

―○○―○○ 

住所：○○区○○町○

―○―○ 

氏名：○○ ○○ 

駐車場 書面配布 
○○○○年○月

○日 

会社名：○○（株） 

氏名：○○ ○○ 
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（４）住民説明報告書の提出 

     工事主又は工事施行者は、宅地造成工事の許可申請時に以下の資料を提出してください。 

① 開催案内 

②  周知範囲がわかる位置図 

③ 開催結果がわかる資料（図２－１－２を参照） 

④ 説明に使用した資料（前項の工事のお知らせ等） 

※開催方法が掲示及びインターネットによる場合には、以下の資料も併せて提出すること。 

⑤ 掲示場所がわかる位置図 

⑥ 掲示状況の写真 

⑦ 閲覧ページの写し（ＵＲＬ含む） 

 

近隣住民説明報告書 

番

号 

説明先 

（住所） 

説明相手方の 

氏名及び住所 

建物等

の種類 
周知方法 説明年月日 

説明者 

会社名及び氏名 

１ 
○○区○○町○

―○○―○○ 

住所：○○区○○町○

―○○―○○ 

氏名：○○マンション

管理組合 

集合住

宅 
書面配布 

○○○○年○

月○日 

会社名：○○（株） 

氏名：○○ ○○ 

２ 
○○区○○町○

―○○―○○ 

住所：○○区○○町○

―○○―○○ 

氏名：○○ ○○ 

戸建住

宅 
説明会 

○○○○年○

月○日 

会社名：○○（株） 

氏名：○○ ○○ 

○○○○年○

月○日 

会社名：○○（株） 

氏名：○○ ○○ 

３ 
○○区○○町○

―○○―○○ 

住所：○○区○○町○

―○―○ 

氏名：○○ ○○ 

駐車場 書面配布 
○○○○年○

月○日 

会社名：○○（株） 

氏名：○○ ○○ 

図２－１－２ 近隣住民説明報告書（例） 
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【変更】 

 本文 

 

 

 

 

 

 

 

 

【削除】 

 図番号・タイトル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更】 

 図番号・タイトル 
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旧 新 備 考 

 

図２－１－３ 近隣住民へ説明資料（例） 

 

 

 

図２－１－４ 近隣住民へ説明資料 裏面（例） 
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図２－１－３ 近隣住民へ説明資料（例） 

 

 
図２－１－４ 近隣住民へ説明資料 裏面（例） 
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【削除】 

 図番号・タイトル 

 

 

 

 

 

 

【変更】 

 図項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【追加】 

 図番号・タイトル 

【削除】 

 図番号・タイトル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【追加】 

 図番号・タイトル 

 

・工事の目的 〇〇邸の新築に伴う宅地造成 

・工事を行う場所 千葉市〇〇区〇〇町○丁目〇〇番〇〇号 

・工事主 〇〇県〇〇市〇〇町○丁目〇〇番〇〇号 

     〇〇〇〇株式会社 〇〇 

・工事施行者 〇〇県○○市〇〇町○丁目〇〇番〇〇号 

       〇〇〇〇建設株式会社 〇〇 

・工事期間 令和〇〇年○月○日～ 

      令和○○年○月○日（予定） 

・盛土・切土の高さ/土石の堆積の最大堆積高さ ○.○ｍ 

・盛土・切土の面積/土石の堆積の最大堆積面積 ○.○㎡ 

・盛土・切土の土量/土石の堆積の最大堆積土量 ○.○㎥ 

 



31 

 

旧 新 備 考 

 

（３）資格を証する書類 

資格を証するため「宅地造成に関する工事設計者の資格申告書」（様式第３号） に次の書類を添

付すること。 

 

設計者の資格 添付書類 

①～④ ・卒業証明書 

⑤ 

ア ・講習修了証の写し 

イ A) ・卒業証明書 

イ B) ・技術士合格証の写し 

イ C) ・一級建築士免許証の写し 

 

 

６ 許可又は不許可の通知（法第１４条、省令第３６条） 

審査の結果、法第１３条に規定されている技術的基準に適合していると認められた場合は許可証

（様式第六号）を交付するので、工事主（委任されている場合は、委任者）は、許可通知書を受領

すること。 

なお、不許可の場合は理由を付して通知する。 

 

 

７ 工事計画の変更許可（法第１６条、省令第３７条） 

許可を受けた後、当該工事の計画を変更しようとするときは、「宅地造成又は特定盛土等に関す

る工事の変更許可申請書」（様式第七）、「土石の堆積に関する工事の変更許可申請書」（様式第

八）のいずれか及び関係資料（細則第３条第１項各号）（正副２部）を提出して、市長の許可を受

けること。 

 

 

８ 軽微な変更（法第１６条第１項ただし書き、省令第３８条） 

省令第３８条で規定する軽微な変更に当たる場合は「宅地造成等工事計画変更届」（様式第８

号）を提出すること。 

（１）工事主、設計者又は工事施行者の変更 

（２）工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更 

   なお、（２）について土石の堆積に関する工事は変更後の工事予定期間が変更前の 

   工事予定期間を超えない場合は軽微な変更に該当する。 
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（３）資格を証する書類 

資格を証するため「宅地造成等に関する工事設計者の資格申告書」（様式第３号） に次の書類

を添付すること。 

 

表２－１－８ 設計者の資格別の添付書類 

設計者の資格 添付書類 

①～④ ・卒業証明書 

⑤ 

ア ・講習修了証の写し 

イ A) ・卒業証明書 

イ B) ・技術士合格証の写し 

イ C) ・一級建築士免許証の写し 

 

 

６ 許可又は不許可の通知（法第１４条、省令第３６条） 

審査の結果、法第１３条に規定されている技術的基準に適合していると認められた場合は許可

証（様式第六号）を交付するので、工事主（委任されている場合は、委任者）は、許可通知書を

受領すること。 

なお、不許可の場合は理由を付して通知する。 

 

 

７ 工事計画の変更許可（法第１６条、省令第３７条） 

許可を受けた後、当該工事の計画を変更しようとするときは、「宅地造成又は特定盛土等に関す

る工事の変更許可申請書」（様式第七）、「土石の堆積に関する工事の変更許可申請書」（様式第

八）のいずれか及び関係資料（省令第７条及び細則第３条第１項各号に掲げる書類で、工事の計画

の変更に伴い内容が変更されるもの及び各書類の変更内容や変更理由をまとめたもの）（正副２部）

を提出して、市長の許可を受けること。 

 

 

８ 軽微な変更（法第１６条第１項ただし書き、省令第３８条） 

省令第３８条で規定する軽微な変更に当たる場合は「宅地造成等工事計画変更届」（様式第８号）

を提出すること。 

（１）工事主、設計者又は工事施行者の変更 

（２）工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更 

なお、（２）について土石の堆積に関する工事は変更後の工事予定期間が変更前の工事予定期間を

超えない場合は軽微な変更に該当する。 
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【変更】 

 本文 

 

 

【追加】 

 表番号・タイトル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【追加】 

 本文 
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旧 新 備 考 

 

９ 申請手数料（千葉市建築関係手数料条例第２条） 

（１）宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請手数料は切土又は盛土する土地の面積に応じ、 

次のとおり許可申請手数料が必要です。 

千葉市建築関係手数料条例 表４６                Ｒ７．５．２６施行 

切土又は盛土をする土地の面積 手数料の額 

500 ㎡ 以内 15,000 円 

500 ㎡ 超える ～ 1,000 ㎡以内  27,000  

1,000 ㎡ 超える ～ 2,000 ㎡以内  38,000  

2,000 ㎡ 超える ～ 3,000 ㎡以内  56,000  

3,000 ㎡ 超える ～ 5,000 ㎡以内  65,000  

5,000 ㎡ 超える ～ 10,000 ㎡以内  88,000  

10,000 ㎡ 超える ～ 20,000 ㎡以内  141,000  

20,000 ㎡ 超える ～ 40,000 ㎡以内  218,000  

40,000 ㎡ 超える ～ 70,000 ㎡以内  342,000  

70,000 ㎡ 超える ～ 100,000 ㎡以内  485,000  

100,000 ㎡ 超えるもの 627,000  

 

（２）宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画の変更許可申請手数料は、次のとおり許可申請手 

  数料が必要です。（千葉市建築関係手数料条例 表４６の２） 

 

法第１６条第１項の規定に基づく宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画の変更許可申請

手数料は、次に掲げる額を合算した額となります。ただし、その額が 627,000 円を超えるとき

は、627,000 円となります。 

① 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画の変更 (②のみに該当する場合を除

く。 )については、変更前の切土又は盛土をする土地の面積 (②に規定する変更が

ない場合であって、切土又は盛土をする土地の縮小を伴うときにあっては、縮小

後の切土又は盛土をする土地の面積 )に応じ、表４６の項に規定する額に 10 分の

1 を乗じて得た額  

②  切土又は盛土をする新たな土地に係る宅地造成又は特定盛土等に関する工事の

計画の変更については、当該切土又は盛土をする新たな土地の面積に応じ、

表４６の項に規定する額  

③ その他の変更 10,000円 

 

（３）宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査申請手数料は切土又は盛土する土地の面積に 

応じ、次のとおり許可申請手数料が必要です。 

千葉市建築関係手数料条例 表４６の３             Ｒ７．５．２６施行 

切土又は盛土をする土地の面積 手数料の額 

3,000 ㎡ 以内 2,700 円 

3,000 ㎡ 超える ～ 20,000 ㎡以内  5,400  

20,000 ㎡ 超える ～ 40,000 ㎡以内  10,900  

40,000 ㎡ 超える ～ 70,000 ㎡以内  21,800  

70,000 ㎡ 超える ～ 100,000 ㎡以内  38,100  

100,000 ㎡ 超えるもの 54,500  
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９ 申請手数料（千葉市建築関係手数料条例第２条） 

（１）宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請手数料（千葉市建築関係手数料条例 表４６） 

切土又は盛土する土地の面積に応じ、表２―１―９のとおり許可申請手数料が必要です。 

 

表２－１－９ 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請手数料          

切土又は盛土をする土地の面積 手数料の額 

500 ㎡ 以内 15,000 円 

500 ㎡ 超える ～ 1,000 ㎡以内  27,000  

1,000 ㎡ 超える ～ 2,000 ㎡以内  38,000  

2,000 ㎡ 超える ～ 3,000 ㎡以内  56,000  

3,000 ㎡ 超える ～ 5,000 ㎡以内  65,000  

5,000 ㎡ 超える ～ 10,000 ㎡以内  88,000  

10,000 ㎡ 超える ～ 20,000 ㎡以内  141,000  

20,000 ㎡ 超える ～ 40,000 ㎡以内  218,000  

40,000 ㎡ 超える ～ 70,000 ㎡以内  342,000  

70,000 ㎡ 超える ～ 100,000 ㎡以内  485,000  

100,000 ㎡ 超えるもの 627,000  

 

（２）宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画の変更許可申請手数料（千葉市建築関係手数料条例 

表４６の２） 

法第１６条第１項の規定に基づく宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画の変更許可申請

手数料は、次に掲げる額を合算した額となります。ただし、その額が 627,000 円を超えるときは、

627,000 円となります。 

① 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画の変更(②のみに該当する場合を除く。)につ

いては、変更前の切土又は盛土をする土地の面積(②に規定する変更がない場合であって、切

土又は盛土をする土地の縮小を伴うときにあっては、縮小後の切土又は盛土をする土地の面

積)に応じ、表４６の項に規定する額に 10 分の 1 を乗じて得た額 

② 切土又は盛土をする新たな土地に係る宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画の変更

については、当該切土又は盛土をする新たな土地の面積に応じ、表４６の項に規定する額 

③ その他の変更 10,000円 

 

 

 

(改ページ) 
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【変更、追加】 

 本文 

 

【変更】 

 表番号・タイトル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【削除】 

 本文 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更】 

 本文、表 
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旧 新 備 考 

 

（４）土石の堆積に関する工事の許可申請手数料は土石の堆積をする土地の面積に応じ、次のとおり 

許可申請手数料が必要です。 

千葉市建築関係手数料条例 表４６の４              Ｒ７．５．２６施行 

土石の堆積をする土地の面積 手数料の額 

500 ㎡ 以内 10,000 円 

500 ㎡ 超える ～ 1,000 ㎡以内  12,000  

1,000 ㎡ 超える ～ 2,000 ㎡以内  14,000  

2,000 ㎡ 超える ～ 3,000 ㎡以内  17,000  

3,000 ㎡ 超える ～ 5,000 ㎡以内  25,000  

5,000 ㎡ 超える ～ 10,000 ㎡以内  28,000  

10,000 ㎡ 超える ～ 20,000 ㎡以内  34,000  

20,000 ㎡ 超える ～ 40,000 ㎡以内  47,000  

40,000 ㎡ 超える ～ 70,000 ㎡以内  65,000  

70,000 ㎡ 超える ～ 100,000 ㎡以内  98,000  

100,000 ㎡ 超えるもの 119,000  

 

 

（５）土石の堆積に関する工事の計画の変更許可申請手数料は、次のとおり許可申請手数料が必要で

す。 

 （千葉市建築関係手数料条例 表４６の５） 

 

法第１６条第１項の規定に基づく土石の堆積に関する工事の計画の変更許可申請手数料は、次

に掲げる額を合算した額となります。ただし、その額が 119,000 円を超えるときは、119,000

円となります。 

① 土石の堆積に関する工事の計画の変更 (②のみに該当する場合を除く。 )につい

ては、変更前の土石の堆積をする土地の面積 (②に規定する変更がない場合であ

って、土石の堆積をする土地の縮小を伴うときにあっては、縮小後の土石の堆積

をする土地の面積 )に応じ、表４６の４の項に規定する額に 10 分の 1 を乗じて

得た額  

②  土石の堆積をする新たな土地に係る土石の堆積に関する工事の計画の変更につ

いては、当該土石の堆積をする新たな土地の面積に応じ、表４６の４の項に規

定する額  

③ その他の変更 10,000円 
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（３）宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査申請手数料（千葉市建築関係手数料条例 表４

６の３） 

切土又は盛土する土地の面積に応じ、表２―１―１０のとおり申請手数料が必要です。 

 

表２－１－１０ 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査申請手数料 

切土又は盛土をする土地の面積 手数料の額 

3,000 ㎡ 以内 2,700 円 

3,000 ㎡ 超える ～ 20,000 ㎡以内  5,400  

20,000 ㎡ 超える ～ 40,000 ㎡以内  10,900  

40,000 ㎡ 超える ～ 70,000 ㎡以内  21,800  

70,000 ㎡ 超える ～ 100,000 ㎡以内  38,100  

100,000 ㎡ 超えるもの 54,500  

 

（４）土石の堆積に関する工事の許可申請手数料（千葉市建築関係手数料条例 表４６の４） 

土石の堆積を行う土地の面積に応じ、表２―１―１１のとおり許可申請手数料が必要です。 

 

表２－１－１１ 土石の堆積に関する工事の許可申請手数料 

土石の堆積をする土地の面積 手数料の額 

500 ㎡ 以内 10,000 円 

500 ㎡ 超える ～ 1,000 ㎡以内  12,000  

1,000 ㎡ 超える ～ 2,000 ㎡以内  14,000  

2,000 ㎡ 超える ～ 3,000 ㎡以内  17,000  

3,000 ㎡ 超える ～ 5,000 ㎡以内  25,000  

5,000 ㎡ 超える ～ 10,000 ㎡以内  28,000  

10,000 ㎡ 超える ～ 20,000 ㎡以内  34,000  

20,000 ㎡ 超える ～ 40,000 ㎡以内  47,000  

40,000 ㎡ 超える ～ 70,000 ㎡以内  65,000  

70,000 ㎡ 超える ～ 100,000 ㎡以内  98,000  

100,000 ㎡ 超えるもの 119,000  

 

（５）土石の堆積に関する工事の計画の変更許可申請手数料（千葉市建築関係手数料条例 表４６の５） 

法第１６条第１項の規定に基づく土石の堆積に関する工事の計画の変更許可申請手数料は、次に

掲げる額を合算した額となります。ただし、その額が 119,000 円を超えるときは、119,000 円とな

ります。 

① 土石の堆積に関する工事の計画の変更(②のみに該当する場合を除く。)については、変更

前の土石の堆積をする土地の面積(②に規定する変更がない場合であって、土石の堆積をする

土地の縮小を伴うときにあっては、縮小後の土石の堆積をする土地の面積)に応じ、表４６の

４の項に規定する額に 10 分の 1 を乗じて得た額 

② 土石の堆積をする新たな土地に係る土石の堆積に関する工事の計画の変更については、当

該土石の堆積をする新たな土地の面積に応じ、表４６の４の項に規定する額 

③ その他の変更 10,000円 

 

 

40 

 

【変更】 

 本文 

 

 

【追加】 

 表番号・タイトル 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更】 

 本文 

【追加】 

 表番号・タイトル 

【削除】 

 本文 
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旧 新 備 考 

 

第２章 工事施行に関する手続き 

１ 工事着手届の提出（細則第５条） 

工事主又は工事施行者は、工事の着手までに「宅地造成等に関する工事着手届」（様式第６号）

を提出すること。 

 

・着手届（様式第６号）          １部 

・現場に設置した「標識」を撮影した写真  １部 

（設置位置及び記載内容がわかるように 

遠景、近景を撮影すること） 

・工程表                 １部 

 

 

２ 工事現場における許可の掲示（法第４９条、省令第８７条） 

工事主は、当該工事期間中、法第１２条第１項の規定による許可のあった旨を「宅地造成又は特

定盛土等に関する工事の標識」（様式第二十三号）「土石の堆積に関する工事の標識」（様式第二

十四号）によって当該工事現場の見やすい場所に掲示すること。また、変更許可等により、看板の

記載内容に変更が生じた場合は、変更があった箇所を速やかに変更すること。 
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第２章 工事施行に関する手続き 

１ 工事着手届の提出（細則第５条） 

工事主又は工事施行者は、工事の着手までに「宅地造成等に関する工事着手届」（様式第６号）

に以下に掲げる書類（各１部）を添付し、提出すること。 

 

・現場に設置した「標識」を撮影した写真         

（設置位置及び記載内容がわかるように遠景、近景を撮影すること） 

・工程表   

・以下の届出が受理されたことがわかる書類（許可に係る工事が該当する場合のみ） 

○「千葉市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」

に基づく特定事業の届出 

○「千葉市環境保全条例」に基づく特定建設作業の届出 

 

 

２ 工事現場における許可の掲示（法第４９条、省令第８７条） 

工事主は、当該工事期間中、法第１２条第１項の規定による許可のあった旨を「宅地造成又は特

定盛土等に関する工事の標識」（様式第二十三号）「土石の堆積に関する工事の標識」（様式第二

十四号）によって当該工事現場の見やすい場所に掲示すること。また、変更許可等により、看板の

記載内容に変更が生じた場合は、変更があった箇所を速やかに変更すること。 

 

３ 現場管理者の配置  

   宅地造成又は特定盛土等に関する工事の実施に当たっては、所定の工期内に安全かつ適正に工事

を進め、本指針に適合するように完成させるために、管理能力や技術能力を有し、的確に状況を把

握できる現場管理者を工事現場に配置すること。 
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【追加】 

 本文 

 

【削除・追加】 

 書類一覧 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

【追加】 

 章節、本文 
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旧 新 備 考 

 

３ 中間検査（法第１８条、政令第２３条、省令第４５条、省令第４６条） 

法第１２条第１項の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成又は特定盛土等（政令で定める

規模のものに限る。）に関する工事が政令で定める工程（盛土をする前の地盤面又は切土をした後

の地盤面に排水施設を設置する工事の工程（以下「特定工程」という。））を含む場合において、

当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度４日以内に、様式第十三「中間検査申請書」と

検査対象箇所の平面図、写真を提出すること。 

 

 （１）中間検査を要する宅地造成又は特定盛土等の規模 

中間検査を要する宅地造成又は特定盛土等の規模は、以下に掲げるものとする。（法第１８条

第１項，政令第２３条各号） 

① 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが２ｍを超える崖を生ずることとなるもの 

② 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが５ｍを超える崖を生ずることとなるもの 

③ 盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが５ｍを 

超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土（上記①～②に該当する盛土又 

は切土を除く。） 

④ 上記①又は③に該当しない盛土であって、高さが５ｍを超えるもの 

⑤ 上記①～④のいずれにも該当しない盛土又は切土であって、当該盛土又は切土をする土地の 

面積が３，０００ｍ２を超えるもの 

 

 

表２－２－１ 中間検査 

検査項目 検査内容 

排水施設検査 

盛土前又は切土後の地盤面に設置さ

れた排水施設の配置、径、勾配が設

計通りであることを検査。 

 

なお、中間検査を受けずに特定工程後の工程（排水施設の周囲を砕石その他の資材で埋める工事の工

程）に進んだ場合は、原則として「検査済証」は交付することができないので、注意すること。 
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４ 中間検査（法第１８条、政令第２３条、省令第４５条、省令第４６条） 

法第１２条第１項の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成又は特定盛土等（政令で定める

規模のものに限る。）に関する工事が政令で定める工程（盛土をする前の地盤面又は切土をした後

の地盤面に排水施設※を設置する工事の工程（以下「特定工程」という。））を含む場合におい

て、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度４日以内に、様式第十三「中間検査申請

書」と検査対象箇所の平面図、写真を提出すること。 

※第３編第３章「７ 地下水排除工・盛土内排水層」に示す排水施設の内、地下水排除工（暗渠排

水工）を対象とする。 

 

 

 （１）中間検査を要する宅地造成又は特定盛土等の規模 

中間検査を要する宅地造成又は特定盛土等の規模は、以下に掲げるものとする。（法第１８条第

１項，政令第２３条各号） 

① 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが２ｍを超える崖を生ずることとなるもの 

② 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが５ｍを超える崖を生ずることとなるもの 

③ 盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが５ｍ

を超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土（上記①～②に該当する盛土又

は切土を除く。） 

④ 上記①又は③に該当しない盛土であって、高さが５ｍを超えるもの 

⑤ 上記①～④のいずれにも該当しない盛土又は切土であって、当該盛土又は切土をする土地の

面積が３，０００ｍ２を超えるもの 

 

 

表２－２－１ 中間検査 

検査項目 検査内容 

排水施設検査 

盛土前又は切土後の地盤面に設置さ

れた排水施設の配置、径、勾配が設

計通りであることを検査。 

 

なお、中間検査を受けずに特定工程後の工程（排水施設の周囲を砕石その他の資材で埋める工事の

工程）に進んだ場合は、原則として「検査済証」は交付することができないので、注意すること。 
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【変更】 

 章節 

 

【追加】 

 本文 
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旧 新 備 考 

 

４ 立入検査（法第２４条） 

   中間検査以外に、現地における本市の立入検査が必要な工事を表２－２―２に示す。 

工事主又は工事施行業者は、工事の施行状況を確認するため、各々の工事が表２－２－２に示す検

査項目に達したときは、立入検査を受けること。 

なお、立入検査についても中間検査同様に検査を受けずに次の施工工程に進んだ場合は、原則と 

して「検査済証」は交付することができないので、注意すること。 

 

表２－２－２ 立入検査事項 

工種 検査項目 検査内容 

鉄筋コンクリート造擁壁 

床付け検査 
基礎砕石を敷く前の床付け地盤整正時に検査。 

平板載荷試験等により確認。 

配筋検査 
底版、竪壁の各々配筋が終了した時点で検査。 

各寸法、躯体厚、鉄筋径やピッチ等を確認。 

間知石等練積み造擁壁 

床付け検査 
基礎砕石を敷く前の床付け地盤整正時に検査。 

平板載荷試験等により確認。 

一石目の検査 
基礎を築造し、一石目を並べた状態にて検査。 

基礎の形状、一石目の角度等を確認。 

大臣認定擁壁 

床付け検査 
基礎砕石を敷く前の床付け地盤整正時に検査。 

平板載荷試験等により確認。 

配筋検査 

底版、竪壁の各々配筋が終了した時点で検査。 

（竪壁は任意の段数で１回。） 各寸法、躯体厚、 

鉄筋径やピッチ等を確認。 

深層混合処理工法 打設前検査 

杭の位置を決め、柱状改良の１本目を打設する 

時に検査。 

改良径、改良長、固化材の配合量等の確認。 

浅層混合処理工法 改良前検査 

改良範囲を決め、最初に改良工事をする時に検

査。 

改良幅、改良長、固化材の配合量等の確認。 

置換工法 
置換部分の底部の 

床付け検査 

置換前に置換底部の床付け面の検査。 

置換幅、置換深度、材料の確認。 

支持力を確認できない場合は平板載荷試験等に

より確認。 

杭基礎 

打設前検査 

杭の位置を決め、杭基礎の１本目を打設する時 

に検査。 

使用材料、杭径、杭長等の確認。 

打設完了検査 施工完了時に、杭の配置、杭頭処理の検査。 

その他  施工中に検査の必要が生じた場合。 
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５ 立入検査（法第２４条） 

  中間検査以外に、現地における本市の立入検査が必要な工事を表２－２―２に示す。 

工事主又は工事施行者は、工事の施行状況を確認するため、各々の工事が表２－２－２に示す検査

項目に達したときは、立入検査を受けること。 

なお、立入検査についても中間検査同様に検査を受けずに次の施工工程に進んだ場合は、原則とし

て「検査済証」は交付することができないので、注意すること。 

 

表２－２－２ 立入検査事項 

工種 検査項目 検査内容 

鉄筋コンクリート造擁

壁 

床付け検査 
基礎砕石を敷く前の床付け地盤整正時に検査。 

平板載荷試験等により確認。 

配筋検査 
底版、竪壁の各々配筋が終了した時点で検査。 

各寸法、躯体厚、鉄筋径やピッチ等を確認。 

間知石等練積み造擁壁 

床付け検査 
基礎砕石を敷く前の床付け地盤整正時に検査。 

平板載荷試験等により確認。 

一石目の検査 
基礎を築造し、一石目を並べた状態にて検査。 

基礎の形状、一石目の角度等を確認。 

大臣認定擁壁 

床付け検査 
基礎砕石を敷く前の床付け地盤整正時に検査。 

平板載荷試験等により確認。 

配筋検査 

底版、竪壁の各々配筋が終了した時点で検査。 

（竪壁は任意の段数で１回。）  

各寸法、躯体厚、鉄筋径やピッチ等を確認。 

深層混合処理工法 打設前検査 

杭の位置を決め、柱状改良の１本目を打設する時に検

査。 

改良径、改良長、固化材の配合量等の確認。 

浅層混合処理工法 改良前検査 
改良範囲を決め、最初に改良工事をする時に検査。 

改良幅、改良長、固化材の配合量等の確認。 

置換工法 

置換部分の底部

の 

床付け検査 

置換前に置換底部の床付け面の検査。 

置換幅、置換深度、材料の確認。 

支持力を確認できない場合は平板載荷試験等により確

認。 

杭基礎 

打設前検査 
杭の位置を決め、杭基礎の１本目を打設する時に検査。 

使用材料、杭径、杭長等の確認。 

打設完了検査 施工完了時に、杭の配置、杭頭処理の検査。 

その他 ― 施工中に検査の必要が生じた場合。 
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【変更】 

 章節 

【削除】 

 本文 
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旧 新 備 考 

 

５ 定期報告（法第１９条、政令第２５条、省令第４８条、第４９条、第５０条） 

（１）定期報告の内容 

第１２条第１項の許可を受けた者は、３カ月ごとに、工事の進捗状況等について定期報告書（様式第１

０号）及び報告の時点で盛土又は切土、土石の堆積をしている土地及びその付近の状況を明らかにする写

真を提出すること。 

 

（２）定期報告を要する宅地造成又は特定盛土等の規模 

定期の報告を要する宅地造成又は特定盛土等の規模は、以下に掲げるものとする。（法第１９条第１

項，政令第２５条第１項） 

① 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが２ｍを超える崖を生ずることとなるもの 

② 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが５ｍを超える崖を生ずることとなるもの 

③ 盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが５ｍを超える崖

を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土（上記①～②に該当する盛土又は切土を除く。） 

④ 上記①又は③に該当しない盛土であって、高さが５ｍを超えるもの 

⑤ 上記①～④のいずれにも該当しない盛土又は切土であって、当該盛土又は切土をする土地の面積が３，

０００ｍ２を超えるもの 

 

（３）定期報告を要する土石の堆積の規模 

定期の報告を要する土石の堆積の規模は、次に掲げるものとする。（法第１９条第１項，政令第２５条

第２項） 

① 高さ５ｍを超える土石の堆積であって、当該土石の堆積を行う土地の面積が１，５００ｍ２を超えるもの 

② 上記①に該当しない土石の堆積であって、当該土石の堆積を行う土地の面積が３，０００ｍ２を超えるも

の 
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６ 定期報告（法第１９条、政令第２５条、省令第４８条、第４９条、第５０条） 

（１）定期報告の内容 

第１２条第１項の許可を受けた者は、３カ月ごとに、工事の進捗状況等について定期報告書（様

式第１０号）及び報告の時点で盛土又は切土、土石の堆積をしている土地及びその付近の状況を明

らかにする写真を提出すること。 

 

（２）定期報告を要する宅地造成又は特定盛土等の規模 

定期の報告を要する宅地造成又は特定盛土等の規模は、以下に掲げるものとする。（法第１９条

第１項，政令第２５条第１項） 

① 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが２ｍを超える崖を生ずることとなるもの 

② 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが５ｍを超える崖を生ずることとなるもの 

③ 盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが５ｍ

を超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土（上記①～②に該当する盛土又

は切土を除く。） 

④ 上記①又は③に該当しない盛土であって、高さが５ｍを超えるもの 

⑤ 上記①～④のいずれにも該当しない盛土又は切土であって、当該盛土又は切土をする土地の

面積が３，０００ｍ２を超えるもの 

 

（３）定期報告を要する土石の堆積の規模 

定期の報告を要する土石の堆積の規模は、次に掲げるものとする。（法第１９条第１項，政令第

２５条第２項） 

① 高さ５ｍを超える土石の堆積であって、当該土石の堆積を行う土地の面積が１，５００ｍ２

を超えるもの 

② 上記①に該当しない土石の堆積であって、当該土石の堆積を行う土地の面積が３，０００ｍ

２を超えるもの 
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【変更】 

 章節 
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旧 新 備 考 

 

６ 工事施行状況の記録の整備（細則第１６条） 

工事主又は工事施行業者は、写真及びその他の資料にて施行状況及び構造物の出来形を明確に確

認できる書類を整備し、完了検査前に提出すること。 

 

※完了検査前以外においても市が提出を求めた場合は直ちに提出できるよう書類を整備しておく 

こと。 

上記書類に添付する写真の撮影要領は、以下の通りとする。 

 

① 構造物の写真撮影をする時は、布テープ・箱尺等の測定器具を用いて、構造物の寸法が明確に読み

取れるように磁石等を用いて表示すること。 

② 写真は同一部分で全体写真と局部的（布テープや箱尺等の数値が読める距離） な写真を撮影する

こと。 

③ 写真の撮影にあたっては、原則として、次の項目を記載した小黒板を被写体等に写し込むこと。 

・工事名 

・工種等 

・側点位置 

・設計寸法 

・実測寸法 

・略図 

④ 写真撮影をした箇所が明示された平面図を添付すること。 

 

 

７ 工事写真等の整理方法 

工事施行業者は、表２－２－３及び表２－２―４を参考に、工種、種別ごとの工事進捗順に写真

及び報告書等をまとめ、工事過程が容易に把握できるようにすること。 

なお、中間検査、立入検査を受けず、写真等においても、技術基準どおりに施行していることが

確認できない場合については、「検査済証」は交付できないので注意すること。 
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７ 工事施行状況の記録の整備（細則第１７条） 

工事主又は工事施行者は、写真及びその他の資料にて施行状況及び構造物の出来形を明確に確認

できる書類を整備し、完了検査の申請までに提出すること。 

 

※完了検査前以外においても市が提出を求めた場合は直ちに提出できるよう書類を整備しておく

こと。上記書類に添付する写真の撮影要領は、以下の通りとする。 

 

① 構造物の写真撮影をする時は、布テープ・箱尺等の測定器具を用いて、構造物の寸法が明確

に読み取れるように磁石等を用いて表示すること。 

② 写真は同一部分で全体写真と局部的（布テープや箱尺等の数値が読める距離） な写真を撮影

すること。 

③ 写真の撮影にあたっては、原則として、次の項目を記載した小黒板を被写体等に写し込むこと。 

・工事名 

・工種等 

・側点位置 

・設計寸法 

・実測寸法 

・略図 

④ 写真撮影をした箇所が明示された平面図を添付すること。 

 

 

８ 工事写真等の整理方法 

工事施行者は、表２－２－３及び表２－２―４を参考に、工種、種別ごとの工事進捗順に写真及

び報告書等をまとめ、工事過程が容易に把握できるようにすること。 

なお、中間検査、立入検査を受けず、写真等においても、技術基準どおりに施行していることが

確認できない場合については、「検査済証」は交付できないので注意すること。 
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【変更】 

 章節 

【削除・変更】 

本文 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更】 

 章節 

【削除】 

本文 
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・土石の堆積に関する工事の確認申請書（様式第十一）      １部 

・現地写真（工事着手前、工事完了後）              ※ 

※ CD-R 又は DVD-R にて提出すること。（データファイル形式は PDF とする） 

旧 新 備 考 

 

表２－２－４ 写真管理に必要な事項（土石の堆積） 

工種 内容 備考 

全景 

・工事着手前の全景 

・工事完了後の全景 

・堆積されていた全ての土石が除却

され 

たことが確認できるもの 

鋼矢板、構台等 

・鋼矢板の施工状況及び根入れ長 

・傾斜地に設ける構台等の施工状況及び基礎コ

ン 

クリートの形状 

 

 

 

８ 完了検査の実施（法第１７条、省令第３９条、第４２条） 

（１）宅地造成又は特定盛土等に関する工事 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事完了後４日以内に、「宅地造成等に関する工事の完了検査申請

書」（様式第九）を提出し、法第１３条第１項の技術的基準に適合しているかどうかを確認するため完了

検査（法第１７条第１項）を受けること。完了検査の結果、同基準に適合していると認められた場合は、

法第１７条第２項の規定に基づき検査済証を交付する。 

なお、法第１５条第２項の規定により法第１２条第１項の許可を受けたものとみなされた宅地造成又は

特定盛土等に関する工事に係る都市計画法第３６条第１項の規定による届出又は同条第２項の規定により

交付された検査済証は、当該工事に係る法第１７条第１項の規定による申請又は同条第２項の規定により

交付された検査済証とみなす。 

防災上又は宅地の利用等により工事の部分検査（工区分け）も実施するので、その際は早めに宅地課に

相談すること。（細則第１３条） 

・工事の完了検査申請書（様式第九）              １部 

・竣工図                            ※ 

（工事範囲および近隣範囲の平面図、排水施設の平面図及び 

擁壁の背面図（展開図）に出来形寸法を赤で表示すること。） 

・工事記録写真                         ※ 

・その他各種試験結果報告書等                  ※ 

※ CD-R 又は DVD-R にて提出すること。（データファイル形式は PDF とする） 

（２）土石の堆積に関する工事 

土石の堆積に関する工事について第１２条第１項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事（堆積した

全ての土石を除却するものに限る。）を完了したときは４日以内に、「土石の堆積に関する工事の確認申

請書」（様式第十一）を提出し、堆積されていた全ての土石の除却が行われたかどうかについての確認を

申請しなければならない。 

確認の結果、堆積されていた全ての土石が除却されたと認められた場合においては、法第１７条第５項

の規定に基づき確認済証を交付する。 

 

 

 

 

９ 工事の中止等（細則第９条） 

許可を受けた工事の中止若しくは中止した工事の再開又は工事の廃止が生じたときは、直ちに、「宅地

造成（中止・再開・廃止）届」（様式第９号）を提出してください。 
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表２－２－４ 写真管理に必要な事項（土石の堆積） 

工種 内容 備考 

全景 
・工事着手前の全景 

・工事完了後の全景 

・堆積されていた全ての土石が除

却されたことが確認できるもの 

鋼矢板、構台等 

・鋼矢板の施工状況及び根入れ長 

・傾斜地に設ける構台等の施工状況及び基礎コン 

クリートの形状 

 

 

９ 完了検査の実施（法第１７条、省令第３９条、第４２条） 

（１）宅地造成又は特定盛土等に関する工事 

工事を完了したときは、４日以内に、「宅地造成又は特定盛土等に関する工事の完了検査申請書」

（様式第九）に次に掲げる書類を添付して提出し、法第１３条第１項の技術的基準に適合しているかど

うかを確認するため完了検査（法第１７条第１項）を受けること。 

・竣工図                             

（工事範囲および近隣範囲の平面図、排水施設の平面図及び 

擁壁の背面図（展開図）に出来形寸法を赤で表示すること。） 

・工事記録写真                          

・その他各種試験結果報告書等                   

※ CD-R 又は DVD-R にて提出すること。（データファイル形式は PDF とする） 

 

完了検査の結果、同基準に適合していると認められた場合は、法第１７条第２項の規定に基づき検査

済証を交付する。 

なお、法第１５条第２項の規定により法第１２条第１項の許可を受けたものとみなされた宅地造成又

は特定盛土等に関する工事に係る都市計画法第３６条第１項の規定による届出又は同条第２項の規定に

より交付された検査済証は、当該工事に係る法第１７条第１項の規定による申請又は同条第２項の規定

により交付された検査済証とみなす。 

防災上又は宅地の利用等により工事の部分検査（工区分け）も実施するので、その際は早めに宅地課

に相談すること。（細則第１４条） 

 

（２）土石の堆積に関する工事 

工事（堆積した全ての土石を除却するものに限る。）を完了したときは、４日以内に、「土石の堆積

に関する工事の確認申請書」（様式第十一）に次に掲げる書類を添付して提出し、堆積されていた全て

の土石の除却が行われたかどうかについての確認を申請しなければならない。 

・現地写真（工事着手前、工事完了後）                       

※ CD-R 又は DVD-R にて提出すること。（データファイル形式は PDF とする） 

確認の結果、堆積されていた全ての土石が除却されたと認められた場合においては、法第１７条第

５項の規定に基づき確認済証を交付する。 

 

１０ 工事の中止等（細則第１０条） 

許可を受けた工事の中止若しくは中止した工事の再開又は工事の廃止が生じたときは、直ちに、「宅

地造成又は特定盛土等（中止・再開・廃止）届」（様式第９号）を提出してください。 
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【変更】 

 章節 

【削除・変更】 

 本文 
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旧 新 備 考 

 

 

 

図３－１－２ 小段拡大図 

 

３ 盛土地盤の改良等 

盛土造成地では、区域内の地盤沈下や地盤のすべりが生じないよう、また区域外への盛土造成に

よる被害を防止するため、土の置換えや水抜きなどの措置を講ずることが必要な場合がある。 

よって、宅地造成等工事を実施する際には、既存資料や事前の地質調査の結果等から十分な検討

を行い、災害の防止を図るよう計画すること。 

 

４ 軟弱地盤対策の検討 

軟弱地盤は、盛土及び構造物の荷重により大きな沈下を生じ、盛土端部が滑り、地盤が側方に移

動する等の変形が著しく、開発事業等において十分注意する必要がある地盤である。 

なお、地震時に液状化が発生するおそれがある砂質地盤については一種の軟弱地盤と考えられ、

必要に応じて別途液状化検討を行うものとする。 

軟弱地盤の分布が予想される箇所で開発事業等を行う場合、あるいは開発事業等に伴う事前の調

査ボーリング等の結果から地層に粘土等の軟弱土層の存在が明らかになった場合には、軟弱地盤の

範囲及び厚さ等を判定することとする。 

その結果、対応が必要な軟弱地盤の分布が確認された場合には、「盛土等防災マニュアルの解説

（Ⅱ）」（盛土等防災研究会編集）Ｐ２に従い、沈下量、沈下時間、安定性等について検討を行

い、適切な対策を講ずるものとする。 

 

５ 盛土の材料と転圧 

（１）盛土材料は、有機質土等を除いた良質土を使用すること。 

（２）現場において、切土からの流用土や付近の土取場からの採取土を使用する場合には、これら現地

発生材や採取土の性質を十分把捉し、施工性、経済性等を勘案して、適切な施工を行い品質のよ

い盛土を築造すること。 

（３）盛土に雨水その他の地表水又は地下水の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑りが生じないように、

盛土厚おおむね３０ｃｍ以下ごとにローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固めを行

うこと。（政令第７条第１項第１号イ） 
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図３－１－２ 小段拡大図 

 

３ 盛土地盤の改良等 

盛土造成地では、区域内の地盤沈下や地盤のすべりが生じないよう、また区域外への盛土造成に

よる被害を防止するため、土の置換えや水抜きなどの措置を講ずることが必要な場合がある。 

よって、宅地造成等工事を実施する際には、既存資料や事前の地質調査の結果等から十分な検討

を行い、災害の防止を図るよう計画すること。 

 

４ 軟弱地盤対策の検討 

軟弱地盤は、盛土及び構造物の荷重により大きな沈下を生じ、盛土端部が滑り、地盤が側方に移

動する等の変形が著しく、開発事業等において十分注意する必要がある地盤である。 

なお、地震時に液状化が発生するおそれがある砂質地盤については一種の軟弱地盤と考えられ、

必要に応じて別途液状化検討を行うものとする。 

軟弱地盤の分布が予想される箇所で開発事業等を行う場合、あるいは開発事業等に伴う事前の調

査ボーリング等の結果から地層に粘土等の軟弱土層の存在が明らかになった場合には、軟弱地盤の

範囲及び厚さ等を判定することとする。 

その結果、対応が必要な軟弱地盤の分布が確認された場合には、「盛土等防災マニュアルの解説

（Ⅱ）」（盛土等防災研究会編集）Ｐ２に従い、沈下量、沈下時間、安定性等について検討を行い、

適切な対策を講ずるものとする。 

 

５ 盛土の材料と転圧 

（１）盛土材料は、有機質土等を除いた良質土を使用すること。 

（２）現場において、切土からの流用土や付近の土取場からの採取土を使用する場合には、これら現地

発生材や採取土の性質を十分把捉し、適切な施工を行い品質のよい盛土を築造すること。 

（３）盛土に雨水その他の地表水又は地下水の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑りが生じないように、

盛土厚おおむね３０ｃｍ以下ごとにローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固めを行う

こと。（政令第７条第１項第１号イ） 
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旧 新 備 考 

 

第２章 切土計画 

１ 法面勾配 

切土の法面勾配は、法高、法面の土質等に応じて次の表３－２―１に掲げるものとし、それ以外

の崖面は、原則として擁壁で覆うこと。ただし、土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果、

崖の安全を保つために擁壁の設置が必要でないことが確かめられた場合は、この限りでない。（政

令第８条第 1 項第１号イ） 

 

表３－２－１切土面の勾配 

法高 

法面の土質 

① Ｈ＞５ｍ 

（がけの上端から垂直距離） 

② Ｈ≦５ｍ（※） 

（がけの上端からの垂直距離） 

軟岩 

（風化の著しいものを除く。） 
６０度（約１：０．６）以下 ８０度（約１：０．２）以下 

風化の著しい岩 ８０度（約１：０．２）以下 ５０度（約１：０．９）以下 

砂利、まさ土、関東ローム、 

硬質粘土、その他これらに 

類するもの 

３５度（約１：１．５）以下 ４５度（約１：１．０）以下 

※ ②において、Ｈが５ｍを超える場合は、がけの上端から下方に垂直距離５．０ｍを超える 

部分に擁壁の設置が必要となる。 

 

図３－２－１ ①の場合の例 

    

図３－２－２ ②の場合の例 
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第２章 切土計画 

１ 法面勾配 

切土の法面勾配は、法高、法面の土質等に応じて次の表３－２―１に掲げるものとし、それ以外

の崖面は、原則として擁壁で覆うこと。ただし、土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果、

崖の安全を保つために擁壁の設置が必要でないことが確かめられた場合は、この限りでない。（政

令第８条第 1 項第１号イ） 

 

表３－２－１ 切土法面の勾配 

法高 

法面の土質 

① Ｈ＞５ｍ 

（がけの上端から垂直距離） 

② Ｈ≦５ｍ（※） 

（がけの上端からの垂直距離） 

軟岩 

（風化の著しいものを除く。） 
６０度（約１：０．６）以下 ８０度（約１：０．２）以下 

風化の著しい岩 ４０度（約１：１．２）以下 ５０度（約１：０．９）以下 

砂利、まさ土、関東ローム、 

硬質粘土、その他これらに 

類するもの 

３５度（約１：１．５）以下 ４５度（約１：１．０）以下 

※ ②において、Ｈが５ｍを超える場合は、がけの上端から下方に垂直距離５．０ｍを超える 

部分に擁壁の設置が必要となる。 

 

図３－２－１ ①の場合の例 

    

図３－２－２ ②の場合の例 
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【変更】 
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旧 新 備 考 

 

第３章 排水計画 

造成区域には、地表水等により崖崩れ又は土砂の流出が生ずるおそれがあるときは、その地表水

等を排除することができるよう、下記のいずれにも該当する排水施設を設けること。 

（政令第１６条） 

① 堅固で耐久性を有する構造のものであること。 

② 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造られ、かつ、漏水を最少限度のものとする

措置が講ぜられているものであること。ただし、崖崩れ又は土砂の流出の防止上支障がない場合に

おいては、専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、多孔管その他雨水を地下に浸透させ

る機能を有するものとすることができる。 

③ その管渠の勾配及び断面積が、その排除すべき地表水等を支障なく流下させることができるもの

であること。 

④ 専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、その暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所

に、ます又はマンホールが設けられているものであること。 

・管渠の始まる箇所 

・排水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所（管渠の清掃上支障がない箇所を除く。） 

・管渠の内径又は内法幅の１２０倍を超えない範囲内の長さごとの管渠の部分のその清掃上適当

な箇所 

⑤ ます又はマンホールに、蓋が設けられているものであること。 

⑥ ますの底に、深さが１５センチメートル以上の泥溜めが設けられているものであること。 

 

なお、盛土をする前の地盤面から盛土の内部に地下水が浸入するおそれがあるときは、当該地下

水を排除することができるよう、当該地盤面に排水施設で上記のいずれにも該当するもの（②ただ

し書及び④を除く。）を設置することとする。（政令第１６条第２項） 

 

１ 排水施設の設置箇所 

次の位置には必要に応じて排水施設を設けること。 

（１）法の肩、中段、法尻 

（２）擁壁の前面 

（３）湧水または湧水の考えられる箇所 

（４）道路端 

（５）造成区域の敷地境 
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第３章 排水計画 

１ 地表水等の排除に関する排水施設の設置 

造成区域には、地表水等により崖崩れ又は土砂の流出が生ずるおそれがあるときは、その地表水

等を排除することができるよう、下記のいずれにも該当する排水施設を設けること。（政令第１６

条） 

 

① 堅固で耐久性を有する構造のものであること。 

② 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造られ、かつ、漏水を最少限度のもの

とする措置が講ぜられているものであること。ただし、崖崩れ又は土砂の流出の防止上支障が

ない場合においては、専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、多孔管その他雨水を

地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。 

③ その管渠の勾配及び断面積が、その排除すべき地表水等を支障なく流下させることができる

ものであること。 

④ 専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、その暗渠である構造の部分の次に掲げる

箇所に、ます又はマンホールが設けられているものであること。 

・管渠の始まる箇所 

・排水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所（管渠の清掃上支障がない箇所を除く。） 

・管渠の内径又は内法幅の１２０倍を超えない範囲内の長さごとの管渠の部分のその清掃上

適当な箇所 

⑤ ます又はマンホールに、蓋が設けられているものであること。 

⑥ ますの底に、深さが１５センチメートル以上の泥溜めが設けられているものであること。 

 

なお、盛土をする前の地盤面から盛土の内部に地下水が浸入するおそれがあるときは、当該地下

水を排除することができるよう、当該地盤面に排水施設で上記のいずれにも該当するもの（②ただ

し書及び④を除く。）を設置することとする。（政令第１６条第２項） 

 

 

 

 

 

（改ページ） 
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 章節、本文 
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図３－３－１ 排水施設の例 

 

 

２ 排水勾配 

（１）宅地造成後の崖上部の地表面は、雨水等が崖と反対方向へ流れるような水勾配を付けること。た

だし、やむを得ない場合は、原則、崖の上部にＵ字溝を設置し、流末排水施設（雨水本管等）に接

続すること。 

（２）原則、擁壁を貫通せず、流末排水施設に接続すること。ただし、地形上やむを得ず、擁壁を貫通す

る場合には、法肩に集水桝（深さ１５０ｍｍ以上の泥溜め付き雨水桝（３００×３００））を設け、

雨水管径１００ｍｍ以下にて擁壁を貫通し、擁壁前面の集水桝に接続し、流末排水施設に放流す

ること。その他、以下により設計すること。 

① 間知石練積み造擁壁 

・基礎、コーナー補強部を避けて貫通すること。 

② 鉄筋コンクリート造擁壁 

・底版、ハンチ、コーナー補強部は避けて貫通すること。 

・竪壁の段落とし鉄筋のある範囲を避けて貫通すること。 

・鉄筋は切断しないこと。 

・雨水管と鉄筋とのかぶり厚さは４０ｍｍ 以上とする。 

③ 政令第１７条に基づく大臣認定擁壁 

・認定取得者の判断による。 
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２ 排水施設の設置箇所 

次の位置には必要に応じて排水施設を設けること。 

① 法の肩、中段、法尻 

② 擁壁の前面 

③ 湧水または湧水の考えられる箇所 

④ 道路端 

⑤ 造成区域の敷地境 

 

図３－３－１ 排水施設の例 

 

 

３ 排水勾配 

（１）宅地造成後の崖上部の地表面は、雨水等が崖と反対方向へ流れるような水勾配を付けること。た

だし、やむを得ない場合は、原則、崖の上部にＵ字溝を設置し、流末排水施設（雨水本管等）に接続

すること。 

（２）原則、擁壁を貫通せず、流末排水施設に接続すること。ただし、地形上やむを得ず、擁壁を貫通す

る場合には、法肩に集水桝（深さ１５０ｍｍ以上の泥溜め付き雨水桝（３００×３００））を設け、

雨水管径１００ｍｍ以下にて擁壁を貫通し、擁壁前面の集水桝に接続し、流末排水施設に放流する

こと。その他、以下により設計すること。 

① 間知石練積み造擁壁 

・基礎、コーナー補強部を避けて貫通すること。 

② 鉄筋コンクリート造擁壁 

・底版、ハンチ、コーナー補強部は避けて貫通すること。 

・竪壁の段落とし鉄筋のある範囲を避けて貫通すること。 

・鉄筋は切断しないこと。 

③ 政令第１７条に基づく大臣認定擁壁 

・認定取得者の判断による。 
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３ 排水施設の最小断面及び構造 

（１）排水施設は、雨水等が支障なく排水できる勾配及び断面とし、その最小断面は開渠及び管渠とも

原則として１５０ｍｍ以上とする。排水断面の変化するところには深さ１５０ｍｍ以上の泥溜め

付き雨水桝（３００×３００）を設けること。 

 

（２）排水施設の構造は次による。 

① 堅固で耐久性を有する構造であること。 

② コンクリート等の耐水性の材料で造られ、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講じられて 

いること。 

③ 設計降雨強度は１時間当たり１１１．１ｍｍとする。 

※ 集水性の高い土地条件や盛土規模が大きい場合などは、それに応じた降雨強度を設定する。 

④ 宅地の上流側の排水が宅地を通過する場合は、その排水についても考慮すること。 

⑤ 車両の通過する箇所は輪荷重に耐える構造とする。 

⑥ 法面に縦に設ける排水溝は跳水により洗掘されない構造とする。 

⑦ 雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、その暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所に、 

ます又はマンホールが設けられているものであること。 

ア 管渠の始まる箇所 

イ 排水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所（管渠の清掃上支障がない箇所を除く。） 

ウ 管渠の内径又は内寸法内法幅の１２０倍を超えない範囲内の長さごとの管渠の部分のその清

掃上適当な箇所 

⑧ その他、千葉市下水道設計指針に準拠すること。 

  雨水流出抑制指導基準（Ｈ３１.４改訂）により雨水抑制を検討すること。 

 

 

図３－３－２ （参考）泥溜め付の構造図 

 

 

４ 関係課との協議 

宅地等の排水を河川、水路、下水管路などへ流入させる場合は、関係機関と事前に協議するこ

と。 
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４ 排水施設の最小断面及び構造 

（１）排水施設は、「千葉市下水道設計指針」を準用し、雨水等が支障なく排水できる勾配及び断面とし、

管渠の最小断面は原則として１００ｍｍ以上とする。排水断面の変化するところには深さ１５０ｍ

ｍ以上の泥溜め付き雨水桝（３００ｍｍ×３００ｍｍ 以上）を設けること。 

 

（２）排水施設の構造は次による。 

① 堅固で耐久性を有する構造であること。 

② コンクリート等の耐水性の材料で造られ、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講じら

れていること。 

③ 設計降雨強度は１時間当たり１１１．１ｍｍとする。 

※ 集水性の高い土地条件や盛土規模が大きい場合などは、それに応じた降雨強度を設定する。 

④ 宅地の上流側の排水が宅地を通過する場合は、その排水についても考慮すること。 

⑤ 車両の通過する箇所は輪荷重に耐える構造とする。 

⑥ 法面に縦に設ける排水溝は跳水により洗掘されない構造とする。 

⑦ 雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、その暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所

に、ます又はマンホールが設けられているものであること。 

・管渠の始まる箇所 

・排水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所（管渠の清掃上支障がない箇所を除く。） 

・管渠の内径又は内寸法内法幅の１２０倍を超えない範囲内の長さごとの管渠の部分のその

清掃上適当な箇所 

⑧ その他、「千葉市下水道設計指針」に準拠すること。 

また、「雨水流出抑制指導基準（Ｈ３１.４改訂）」に準拠して、雨水流出量を抑制すること。 

 

 

図３－３－２ 泥溜め付の構造図の例 

 

 

５ 関係課との協議 

宅地等の排水を河川、水路、下水管路などへ流入させる場合は、関係機関と事前に協議するこ

と。 
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【変更】 

 章節 

【削除・追加・変更】 
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５ 雨水浸透施設設置場所に関する注意事項 

雨水浸透施設は、崖（擁壁を含む）の崩壊を引き起こすおそれがあるため、崖に近接する場所に

は設置してはならない。 

ただし、次の条件を満たす場合については、この限りでない。 

 

（１）練積み造擁壁付近に雨水浸透施設を設置する場合 

崖面の上端及び下端から雨水浸透施設の底面から地表面までの高さの２倍以上の離隔を確保し設

置すること。 

 

 

図３－３－３ 練積み造擁壁付近に雨水浸透施設を設置する場合の例 
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６ 雨水浸透施設設置場所に関する注意事項 

雨水浸透施設は、崖（擁壁を含む）の崩壊を引き起こすおそれがあるため、「雨水流出抑制指導

基準」に適合するように設置すること。加えて、鉄筋コンクリート造擁壁付近に雨水浸透施設を設

置する場合においては、次の基準に適合すること。 

 

崖面の上端部は、壁面から鉄筋コンクリート造擁壁の底版の長さ以上の離隔を確保し設置するこ

と。 

 

 

図３－３－３ 鉄筋コンクリート造擁壁付近に雨水浸透施設を設置する場合の例 

 

 

７ 法面排水工 

法面排水工の設計・施工に当たっては、次の各事項に留意すること。 

 

① 湧水及び地下水の状況を把握するため、事前に十分な調査を行うこと。 

②  崖の上端に続く地表面には、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるよう、地盤に

勾配を付すること。ただし、崖の反対方向へ地盤の勾配を付することが困難な場合は、のり面

へ雨水その他の地表水が入らないように、適切に排水施設を設置すること。 

③ 法面を流下する地表水は、法肩及び小段に排水溝を設けて排除すること。 

④ 浸透水は、地下の排水施設により速やかに地表の排水溝に導き排除すること。 

⑤ 法面排水工の流末は、十分な排水能力のある排水施設に接続すること。 

 

図３－３－４ 法面小段排水の例 
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【変更】 

 章節 

【削除・追加】 

 本文 
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【追加】 

 章節、本文、図 
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（２）鉄筋コンクリート造擁壁付近に雨水浸透施設を設置する場合 

上端部は、崖面から鉄筋コンクリート造擁壁の底版の長さかつ雨水浸透施設の底面から地表面までの高

さの２倍以上の離隔を確保し設置すること。 

下端部は、崖面から雨水浸透施設の底面から地表面までの高さの２倍以上の離隔を確保し設置するこ

と。 

 

図３－３－４ 鉄筋コンクリート造擁壁付近に雨水浸透施設を設置する場合の例 

 

 

６ 法面排水工 

法面排水工の設計・施工に当たっては、次の各事項に留意すること。 

 

① 湧水及び地下水の状況を把握するため、事前に十分な調査を行うこと 

② 崖の上端に続く地表面には、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるよう、地盤に 

勾配を付すること。ただし、崖の反対方向へ地盤の勾配を付することが困難な場合は、 

のり面へ雨水その他の地表水が入らないように、適切に排水施設を設置すること 

③ 法面を流下する地表水は、法肩及び小段に排水溝を設けて排除すること 

④ 浸透水は、地下の排水施設により速やかに地表の排水溝に導き排除すること 

⑤ 法面排水工の流末は、十分な排水能力のある排水施設に接続すること 

 

図３－３－５ 法面小段排水 
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７ 地下水排除工・盛土内排水層 

次の各項目に留意して盛土内に十分な地下水排除工を設置し、基礎地盤からの湧水や地下水位の

上昇を防ぐことにより、盛土の安定を図るものとする。 

 

 

 

図３－３－６ 盛土の排水施設の概要図 

 

表３－３－１ 主要な盛土の排水施設の諸元一覧 

排水施設 
基本諸元 

機能 施設名称 

地下水排除工 暗渠排水工 本管 ：管径300ミリメートル以上（渓流等が大規模なものは

流量計算にて規格検討） 

補助管 ：管径200ミリメートル以上 

補助管間隔 ：40メートルを標準とし、渓流等をはじめとする地下水

が多いことが想定される場合等は20メートル以内 

基盤排水層 厚さ ：0.5メートルを標準とし、渓流等をはじめとする地下

水が多いことが想定される場合等は1.0メートル以上 

範囲 ：法尻から法肩の水平距離の1/2の範囲及び谷底部を賦

活して設置（地表面勾配ｉ＜1:4） 

盛土内排水層 水平排水層 厚さ ：0.3メートル以上（砕石や砂の場合） 

配置 ：小段ごと 

範囲 ：小段高さの1/2以上 

 

（１）地下水排除工 

① 暗渠排水工 

原地盤の谷部や湧水等の顕著な箇所等を対象に樹脂状に設置することを基本とする。 

（「盛土等防災マニュアルの解説（Ⅰ）」（盛土等防災研究会編集）Ｐ１３９等を参照） 

 

② 基盤排水層 

透水性が高い材料を用い、主に谷埋め盛土における法尻部及び谷底部、湧水等の顕著な箇所等 

を対象に設置することを基本とする。 

（「盛土等防災マニュアルの解説（Ⅰ）」（盛土等防災研究会編集）Ｐ１４１等を参照） 
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８ 地下水排除工・盛土内排水層 

次の各項目に留意して盛土内に十分な地下水排除工を設置し、基礎地盤からの湧水や地下水位の

上昇を防ぐことにより、盛土の安定を図るものとする。 

 

 

図３－３－５ 盛土の排水施設の概要図 

 

表３－３－１ 主要な盛土の排水施設の諸元一覧 

排水施設 
基本諸元 

機能 施設名称 

地下水排除工 暗渠排水工 本管    ：管径300ミリメートル以上（渓流等が大規模なものは 

流量計算にて規格検討） 

補助管   ：管径200ミリメートル以上 

補助管間隔 ：40メートルを標準とし、渓流等をはじめとする地下 

水が多いことが想定される場合等は20メートル以内 

基盤排水層 厚さ    ：0.5メートルを標準とし、渓流等をはじめとする地下 

水が多いことが想定される場合等は1.0メートル以上 

範囲    ：法尻から法肩の水平距離の1/2の範囲及び谷底部を賦 

活して設置（地表面勾配ｉ＜1:4） 

盛土内排水層 水平排水層 厚さ    ：0.3メートル以上（砕石や砂の場合） 

配置    ：小段ごと 

範囲    ：小段高さの1/2以上 

 

（１）地下水排除工 

① 暗渠排水工 

原地盤の谷部や湧水等の顕著な箇所等を対象に樹脂状に設置することを基本とする。 

（「盛土等防災マニュアルの解説（Ⅰ）」（盛土等防災研究会編集）Ｐ１３９等を参照） 

 

② 基盤排水層 

透水性が高い材料を用い、主に谷埋め盛土における法尻部及び谷底部、湧水等の顕著な箇所等を

対象に設置することを基本とする。 

（「盛土等防災マニュアルの解説（Ⅰ）」（盛土等防災研究会編集）Ｐ１４１等を参照） 
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【変更】 

 図番号 
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中央縦排水 

水平排水層 
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（法面保護工参照） 

基盤排水層 

雨水排水管 
暗渠排水工 
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旧 新 備 考 

 

第５章 擁壁に関する基準 

１ 基本事項 

開発事業等において、次のような「崖」が生じた場合には、崖面の崩壊を防ぐため、原則とし

て、その崖面を擁壁又は崖面崩壊防止施設で覆わなければならない。 

① 盛土をした土地の部分に生ずる高さが１メートルを超える「崖」 

② 切土をした土地の部分に生ずる高さが２メートルを超える「崖」 

③ 盛土と切土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが２メートルを超える「崖」 

（ただし、切土をした土地の部分に生ずることとなる崖の部分で、「表３－３－１ 切土のり面 

の勾配」の表に該当する崖面は除く。） 

 

（１）擁壁の種類及び構造は、原則として次のいずれかによること。 

① 鉄筋コンクリート造擁壁(Ｌ型擁壁・逆Ｌ型擁壁・逆Ｔ型擁壁等）（政令第９条） 

・設計基準に基づき設計する方法 

（第１編 第７章 鉄筋コンクリート造擁壁の設計基準 及び第２編 第１章 鉄筋コンクリート造擁 

壁の設計計算例 参照） 

・標準図を利用する方法 

（第２編第２章 鉄筋コンクリート造擁壁の適用条件と標準図 参照） 

② 間知石等練積み造擁壁（政令第１０条） 

・標準図を利用すること。 

（第２編第３章 間知ブロック積み擁壁の標準図 参照） 

③ 大臣認定擁壁（政令第１７条） 

構造材料又は構造方法が第８条第１項第２号及び第９条から第１２条までの規定によらない擁壁

で、国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものについては、

これらの規定は適用しない。なお、土質条件等が現地と適合すること。 

 

（２）擁壁の地上高は、５メートル以下とすること。なお、地形上やむを得ない場合、鉄筋コンクリー

ト造等擁壁の地上高は、この限りでない。 

 

（３）地上高２メートルを超える擁壁（間知石等練積み造擁壁を除く）については、第７章の設計基準

に加え、中地震時（設計水平震度 ０．２）、大地震時（設計水平震度 ０．２５）における擁壁の構

造計算を行うこと。 

なお、「盛土等防災マニュアルの解説の解説（Ⅰ）」（盛土等防災研究会編集）Ｐ４４１により計算を

行うこと。 
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第５章 擁壁に関する基準 

１ 基本事項 

開発事業等において、次のような「崖」が生じた場合には、崖面の崩壊を防ぐため、原則とし

て、その崖面を擁壁又は崖面崩壊防止施設で覆わなければならない。 

① 盛土をした土地の部分に生ずる高さが１メートルを超える「崖」 

② 切土をした土地の部分に生ずる高さが２メートルを超える「崖」 

③ 盛土と切土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが２メートルを超える「崖」 

（ただし、切土をした土地の部分に生ずることとなる崖の部分で、「表３－２－１ 切土法面の勾

配」の表に該当する崖面は除く。） 

 

（１）擁壁の種類及び構造は、原則として次のいずれかによること。 

① 鉄筋コンクリート造擁壁(Ｌ型擁壁・逆Ｌ型擁壁・逆Ｔ型擁壁等）（政令第９条） 

・設計基準に基づき設計する方法 

（第３編 第６章 鉄筋コンクリート造擁壁の設計基準 及び第４編 第１章 鉄筋コンクリート

造擁壁の設計計算例 参照） 

・標準図を利用する方法 

（第４編第２章 鉄筋コンクリート造擁壁の適用条件と標準図 参照） 

② 間知石等練積み造擁壁（政令第１０条） 

・標準図を利用すること。 

（第４編第３章 間知ブロック積み擁壁の標準図 参照） 

③ 大臣認定擁壁（政令第１７条） 

構造材料又は構造方法が政令第８条第１項第２号及び第９条から第１２条までの規定によら

ない擁壁で、国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものに

ついては、これらの規定は適用しない。なお、土質条件等が現地と適合すること。 

 

（２）擁壁の地上高は、５メートル以下とすること。なお、地形上やむを得ない場合、鉄筋コンクリート

造等擁壁の地上高は、この限りでない。 

 

（３）地上高２メートルを超える擁壁（間知石等練積み造擁壁を除く）については、第６章の設計基準に

加え、中地震時（設計水平震度 ０．２）、大地震時（設計水平震度 ０．２５）における擁壁の構造

計算を行うこと。 

 なお、「盛土等防災マニュアルの解説の解説（Ⅰ）」（盛土等防災研究会編集）Ｐ４４１により計算

を行うこと。 
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２ 間知石等練積み造擁壁の選定 

間知石等練積み造擁壁上部に斜面がある場合（図３－５－１）は、表３－５－２に示す土質に応

じた角度の勾配線を引き、擁壁背面の斜面との交点の垂直高さを崖高さと仮定し、その高さに応じ

た擁壁構造とすること。 

 

 

図３－５－１ 擁壁背面に土羽がある場合の間知石等練積み造擁壁のタイプ選定 

 

表３－５－１ 土質別角度（θ） 

地質・土質 軟岩 
風化の 

著しい岩 

関東ローム、硬質粘土 

その他これらに類するもの 

盛土または 

腐食土 

角度（θ） ６０° ４０° ３５° ２５° 

 

 

３ 擁壁の基礎地盤 

（１）擁壁の基礎地盤の許容応力度の算定は、地質調査を行い定めること。ただし、擁壁の地上高が５メ

ートル以下であって、計画する擁壁の必要地耐力が１００ｋＮ／ｍ２以下のものについては、現場の

施工の際に、現地の地盤の地耐力を測定し、設計上必要な地耐力が得られていることを確認するこ

と。（間知ブロック積み擁壁の場合は、第２編第３章２（２）によること。） 

（２）擁壁の基礎地盤の許容応力度が、計画する擁壁の必要地耐力を満たしていない場合は、地盤改良等

の計画を行うこと。 

（３）擁壁の基礎底面には、栗石等を２０ｃｍ以上の厚さに敷均し、目潰し材により十分に転圧すること。

また、鉄筋コンクリート造等擁壁は、厚さ５ｃｍ以上の均しコンクリートを打設した後、設置するこ

と。均しコンクリートは、表面を粗目にすること。 

（４）ローム層を基礎地盤とする場合は、地層を降雨にさらすと強度が低下することがあるので、掘削面

を防水シートで養生したり、滞水しないよう仮排水施設を設ける等十分注意すること。 
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図３－５－１ 擁壁背面に土羽がある場合の間知石等練積み造擁壁のタイプ選定 

 

表３－５－１ 土質別角度（θ） 

地質・土質 軟岩 
風化の 

著しい岩 

関東ローム、硬質粘土 

その他これらに類するもの 
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３ 擁壁の基礎地盤 

（１）擁壁の基礎地盤の許容応力度の算定は、地質調査を行い定めること。ただし、擁壁の地上高が５メ

ートル以下であって、計画する擁壁の必要地耐力が１００ｋＮ／ｍ２以下のものについては、現場の

施工の際に、現地の地盤の地耐力を測定し、設計上必要な地耐力が得られていることを確認するこ

と。（間知ブロック積み擁壁の場合は、第４編第３章２（２）によること。） 

（２）擁壁の基礎地盤の許容応力度が、計画する擁壁の必要地耐力を満たしていない場合は、地盤改良等

の計画を行うこと。 

（３）擁壁の基礎底面には、栗石等を２０ｃｍ以上の厚さに敷均し、目潰し材により十分に転圧すること。

また、鉄筋コンクリート造等擁壁は、厚さ５ｃｍ以上の均しコンクリートを打設した後、設置するこ

と。均しコンクリートは、表面を粗目にすること。 

（４）ローム層を基礎地盤とする場合は、地層を降雨にさらすと強度が低下することがあるので、掘削面

を防水シートで養生したり、滞水しないよう仮排水施設を設ける等十分注意すること。 
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５ 間知ブロック積擁壁の施工 

（１）背面土の処理 

① 盛土の場合 

背面の盛土は石積に先立って２０～３０ｃｍごとに良質土を入念に転圧して常に組積と並行して盛

土すること。 

② 切土の場合 

切土面と透水層の間に隙間を生じたときは、栗石、砂利又は、良質土で埋め戻すこと。 

（２）丁張りは、表丁張り、裏丁張りを設置すること。 

（３）谷積みを基本とし、芋目地等ができないように組積みすること。小口を設ける場合は、間知ブロッ

ク積擁壁の胴込コンクリートと同時に打設することとし、必要に応じて差し筋を入れ、構造体を一

体化すること。また、小口止めの幅は ３０ｃｍ程度とし、側面部の見え高が義務擁壁とならない

高さとすること。 

（４）施工積み高は、一日３～４段程度を目安に行うこと。 

（５）裏込めコンクリートが透水層内に流入してその機能を損なわないように抜型枠を使用すること。 

（６）水抜穴の保護 

① コンクリートで水抜穴を閉塞させないこと。 

② 水抜きパイプの長さは透水層に深く入り過ぎないこと。 

（７）胴込め及び裏込めコンクリート打設にあたっては、１８Ｎ／ｍｍ２以上とし、コンクリートと組積

材とが一体化するよう十分に締め固めること。 

（８）裏込めコンクリートは、打設後直ちに養生シートで覆い、十分に養生すること。 

 

 

６ 根入れ深さ 

（１）一般擁壁の場合 

擁壁の根入れ深さは、擁壁の地上高の０．１５倍以上かつ０．３５ｍ以上確保すること。 

 

図３－５－２ 根入れの深さ 

 

（２）斜面上に擁壁を設置する場合は、次のとおりとすること。 

① 擁壁の根入れ深さは、擁壁の地上高の０．１５倍以上かつ０．３５ｍ以上確保すること。 

② 斜面下端から表３－５－１に示す土質に応じた勾配線の内側に、①の高さから擁壁の高さの 

０． ４Ｈ以上かつ、１．５ｍ以上となる個所が収まること。 
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とが一体化するよう十分に締め固めること。 

（８）裏込めコンクリートは、打設後直ちに養生シートで覆い、十分に養生すること。 

 

 

６ 根入れ深さ 

（１）一般擁壁の場合 

擁壁の根入れ深さは、擁壁の地上高の０．１５倍以上かつ０．３５ｍ以上確保すること。 

 

図３－５－２ 根入れの深さ 

 

（改ページ） 

 

 

 

 

79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【削除】 

 本文 

 



51 

 

旧 新 備 考 

 

 

図３－５－３ 斜面上に擁壁を設置する場合 

 

（３）緩やかな斜面上に擁壁を設置する場合は、次のとおりとすること。 

① 擁壁の基礎底面の前端から０．４Ｈ以上かつ１．５ｍ以上離れた位置を基準として、仮想地盤面

ＧＬを設定すること。 

② 擁壁の根入れ深さｈは、仮想地盤面ＧＬを基準として、擁壁の地上高の０．１５倍以上かつ 

０．３５ｍ以上確保すること。 

 

 

図３－５－４ 緩やかな斜面上に擁壁を設置する場合 
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（２）斜面上に擁壁を設置する場合は、次のとおりとすること。 

① 擁壁の根入れ深さは、擁壁の地上高の０．１５倍以上かつ０．３５ｍ以上確保すること。 

② 斜面下端から表３－５－１に示す土質に応じた勾配線の内側に、①の高さから擁壁の高さの

０． ４Ｈ以上かつ、１．５ｍ以上となる個所が収まること。 

 

図３－５－３ 斜面上に擁壁を設置する場合 

 

（３）緩やかな斜面上に擁壁を設置する場合は、次のとおりとすること。 

① 擁壁の基礎底面の前端から０．４Ｈ以上かつ１．５ｍ以上離れた位置を基準として、仮想地

盤面ＧＬを設定すること。 

② 擁壁の根入れ深さｈは、仮想地盤面ＧＬを基準として、擁壁の地上高の０．１５倍以上かつ

０．３５ｍ以上確保すること。 

 

 

図３－５－４ 緩やかな斜面上に擁壁を設置する場合 
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８ 伸縮目地 

（１）原則として擁壁の長さ方向２０ｍ以内ごとに１箇所設置すること。 

特に床付け位置が変化する箇所、擁壁高さが著しく異なる箇所、擁壁の構造・工法を異にする箇所

には、必ず伸縮目地を設置すること。 

（２）伸縮目地は、厚さ１ｃｍ以上のエラスタイト板等を使用すること。 

（３）伸縮目地は、擁壁の底版又は基礎部分まで切断すること。 

（４）擁壁の屈曲部においては、伸縮目地の位置を擁壁のコーナー部から２．０ｍを超え、かつ擁壁の

地上高程度以上離した箇所とすること。 

 

 

９ 水抜穴（政令第１２条） 

（１）内径７．５ｃｍ 以上の硬質塩化ビニール管その他これに類する耐水材料を使用すること。 

（２）水抜穴は、壁面の面積３ｍ２に１箇所の割合で千鳥配置とすること。 

（３）水抜穴は、原則として最下段は地表面より１０ｃｍ以内に設置すること。 

（４）水抜穴の入り口には、砂利、砂、背面土が流出しないようにフィルターを設けること。 

（５）擁壁の下部及び湧水等のある箇所は、重点的に設置すること。 

（６）水抜穴は、排水方向に適当な勾配をとること。 

（７）コーナー補強部、ハンチには水抜穴を配置しないこと。 

（８）鉄筋コンクリート造擁壁においては、鉄筋とのかぶり厚さを４０ｍｍ以上とること。 

 

 

１０ 透水層 

（１）擁壁の天端から３０ｃｍ下がった位置から、擁壁の裏面全体に３０ｃｍ以上の裏込め材を設置す

ること。 

（２）透水マットを使用する場合は、透水マット協会の認定品を使うこと。施工にあたっては仕様書に

もとづいて施工すること。 

（３）最下段の水抜穴の底面の高さに合わせて、幅３０ｃｍ以上、厚さ５ｃｍ以上の止水コンクリート

を設置すること。なお、透水マットを使用する場合については、仕様書にもとづくものとする。 

 

 

（断面図） （側面図） 

 

図３－５－１１ 止水コンクリートの設置 
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８ 伸縮目地 

（１）原則として擁壁の長さ方向２０ｍ以内ごとに１箇所設置すること。 

特に床付け位置が変化する箇所、擁壁高さが著しく異なる箇所、擁壁の構造・工法を異にする箇

所には、必ず伸縮目地を設置すること。 

（２）伸縮目地は、厚さ１ｃｍ以上のエラスタイト板等を使用すること。 

（３）伸縮目地は、擁壁の底版又は基礎部分まで切断すること。 

（４）擁壁の屈曲部においては、伸縮目地の位置を擁壁のコーナー部から２．０ｍを超え、かつ擁壁の地

上高程度以上離した箇所とすること。 

 

 

９ 水抜穴（政令第１２条） 

（１）内径７．５ｃｍ 以上の硬質塩化ビニール管その他これに類する耐水材料を使用すること。 

（２）水抜穴は、壁面の面積３ｍ２に１箇所の割合で千鳥配置とすること。 

（３）水抜穴は、原則として最下段は地表面より１０ｃｍ以内に設置すること。 

（４）水抜穴の入り口には、砂利、砂、背面土が流出しないようにフィルターを設けること。 

（５）擁壁の下部及び湧水等のある箇所は、重点的に設置すること。 

（６）水抜穴は、排水方向に適当な勾配をとること。 

（７）コーナー補強部、ハンチには水抜穴を配置しないこと。 

 

 

１０ 透水層 

（１）擁壁の天端から３０ｃｍ下がった位置から、擁壁の裏面全体に３０ｃｍ以上の裏込め材を設置す

ること。 

（２）透水マットを使用する場合は、透水マット協会の認定品を使うこと。施工にあたっては仕様書に

もとづいて施工すること。 

（３）最下段の水抜穴の底面の高さに合わせて、幅３０ｃｍ以上、厚さ５ｃｍ以上の止水コンクリート

を設置すること。なお、透水マットを使用する場合については、仕様書にもとづくものとする。 

 

 

（断面図） （側面図） 

 

図３－５－１１ 止水コンクリートの設置 

 

 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【削除】 
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旧 新 備 考 

 

（２）土圧 

① 土圧算定に用いる土質定数 

背面土の土質定数は、原則土質試験により求めた数値によること。ただし、盛土の場合の土圧に 

ついては、盛土の土質に応じ、表３―６－２によること。 

また、土質試験を行わない場合で、背面土がローム若しくは砂の地山であることが明らかであ 

り、かつ、擁壁の裏込め土をローム若しくは砂とする場合は、表３－６－３に示す定数を用いる 

ことができる。 

なお、背面土の粘着力は考慮しないこと。 

 

表３－６－２ 土の単位体積重量及び土圧係数 

土質 
単位体積重量 

(kN/m3) 
土圧係数 

砂利又は砂 １８ ０．３５ 

砂質土 １７ ０．４０ 

シルト、粘土又はそれらを多様に含む土 １６ ０．５０ 

 

表３－６－３ 土圧算定に用いる土質定数 

擁壁の形式 Ｌ型擁壁等 

背 面 土 ローム 砂質土 

土の単位体積重量γs（kN/m3） １６ １７ 

内部摩擦角 φ（度） ２０ ２５ 

 

② 壁面摩擦角δは、表３－６－４によること。 

 

表３－６－４ 主働土圧の算定に用いる壁面摩擦角 

検討種類 摩擦角の種類 壁面摩擦角（δ） 

安定計算 土と土（仮想背面） β 

部材計算 土とコンクリート ２φ/３（※） 

※ 透水マットを使用した場合は、φ/２とする。 
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（２）土圧 

① 土圧算定に用いる土質定数 

背面土の土質定数は、原則土質試験により求めた数値によること。ただし、盛土の場合の土

圧については、盛土の土質に応じ、表３―６－２によること。 

また、土質試験を行わない場合で、背面土がローム若しくは砂の地山であることが明らかで

あり、かつ、擁壁の裏込め土をローム若しくは砂とする場合は、表３－６－３に示す定数を用

いることができる。 

なお、背面土の粘着力は考慮しないこと。 

 

表３－６－２ 土の単位体積重量及び土圧係数 

土質 
単位体積重量 

(kN/m3) 
土圧係数 

砂利又は砂 １８ ０．３５ 

砂質土 １７ ０．４０ 

シルト、粘土又はそれらを多様に含む土 １６ ０．５０ 

 

表３－６－３ 土圧算定に用いる土質定数 

擁壁の形式 Ｌ型擁壁等 

背 面 土 ローム 砂質土 

土の単位体積重量γs（kN/m3） １６ １７ 

内部摩擦角φ（度） ２０ ２５ 

 

② 壁面摩擦角 

壁面摩擦角 δ は、検討の種類及び摩擦角の種類に応じ、表３－６－４によること。 

 

表３－６－４ 主働土圧の算定に用いる壁面摩擦角 

検討種類 摩擦角の種類 壁面摩擦角（δ） 

安定計算 土と土（仮想背面） β 

部材計算 土とコンクリート ２φ/３（※） 

※ 透水マットを使用した場合は、φ/２とする。 
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【追加】 

 本文 
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旧 新 備 考 

 

（３）基礎の支持力に対する安定性 

① 土圧等によって擁壁基礎に作用する設置圧ｑｍａｘ、ｑｍｉｎ（kN/m2）は、基礎地盤の長期許容 

応力度ｑａ（kN/m2）を超えないこと。 

ｑｍａｘ、ｑｍｉｎ（kN/m2）≦ｑａ（kN/m2） 

 ｑ
ｍａｘ、

ｑ
ｍｉｎ

＝
Ｖ

Ｂ
(１±

６×ｅ

Ｂ
) 

ここに、qmax、qmin：擁壁の底面前部、後部で生じる地盤反力（kN/m2） 

 Ｂ：擁壁の底版幅（ｍ） 

 Ｖ：擁壁に作用する全鉛直成分（ｋＮ） 

 ｅ：偏心距離（ｍ） 

 

② 計画する擁壁の必要地耐力に応じて、表３－６－６による地盤調査及び土質試験を行い、許可申

請書に添付すること。基礎地盤の長期許容応力度ｑａ（kN/m2）は、第８章２により算定するこ

と。 

 

表３－６－６ 地質調査方法 

必要地耐力 (ｑｍａｘ)≦100 kN/m2 100 kN/m2＜(ｑｍａｘ) 

調査方法 
許可後に平板載荷試験 

（必要に応じてコーンペネトロメーター併用） 
許可前にボーリング調査 

（一軸圧縮試験又は三軸圧縮試験） 

 

※ 必要地耐力120kN/m2以下の場合は、スクリューウェイト貫入試験により、許容支持力を算

定してもよい。ただし、必要地耐力に満たなかった場合には、地盤改良の検討を行うための

ボーリング調査を行うこと。また、許可前に現況地盤にて調査した場合であっても、床付け

面における必要地耐力の確認を平板載荷試験により行うこと。 

 

③ 基礎の許容支持力が不足する場合は、第８章３、４によること。 
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（３）基礎の支持力に対する安定性 

① 土圧等によって擁壁基礎に作用する設置圧ｑｍａｘ、ｑｍｉｎ（kN/m2）は、基礎地盤の長期許容

応力度ｑａ（kN/m2）を超えないこと。 

ｑｍａｘ、ｑｍｉｎ（kN/m2）≦ｑａ（kN/m2） 

      ｑ
ｍａｘ、

ｑ
ｍｉｎ

＝
Ｖ

Ｂ
(１ ±

６×ｅ

Ｂ
) 

ここに、ｑｍａｘ、ｑｍｉｎ： 擁壁の底面前部、後部で生じる地盤反力（kN/m2） 

Ｂ ： 擁壁の底版幅（ｍ） 

Ｖ ： 擁壁に作用する全鉛直成分（ｋＮ） 

ｅ ： 偏心距離（ｍ） 

 

② 計画する擁壁の必要地耐力に応じて、表３－６－６による地盤調査及び土質試験を行い、許

可申請書に添付すること。基礎地盤の長期許容応力度ｑａ（kN/m2）は、第７章２により算定す

ること。 

 

表３－６－６ 地質調査方法 

必要地耐力 (ｑｍａｘ)≦100 kN/m2 100 kN/m2＜(ｑｍａｘ) 

調査方法 
許可後に平板載荷試験 

（必要に応じてコーンペネトロメーター併用） 

許可前にボーリング調査 

（一軸圧縮試験又は三軸圧縮試験） 

 

※ 必要地耐力120kN/m2以下の場合は、スクリューウェイト貫入試験により、許容支持力を算

定してもよい。ただし、必要地耐力に満たなかった場合には、地盤改良の検討を行うためのボ

ーリング調査を行うこと。また、許可前に現況地盤にて調査した場合であっても、床付け面に

おける必要地耐力の確認を平板載荷試験により行うこと。 

 

③ 基礎の許容支持力が不足する場合は、第７章３、４によること。 
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【変更】 

 本文 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【変更】 

 本文 
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旧 新 備 考 

 

４ 擁壁本体の設計 

土圧等によって擁壁各部に生ずる応力度が擁壁の材料である鋼材又はコンクリートの許容応力度を超え

ないこと。また、断面力の計算に当たっては、縦壁及び底版を片持ちスラブとして設計すること。 

 

（１）使用材料の許容応力度 

① コンクリートの設計基準強度、許容圧縮応力度及び許容せん断応力度は、第１編第６章４ 

（２）によること。 

② 鉄筋は異形とし、ＳＤ２９５以上のものを使用し、異形鉄筋とコンクリートの許容付着応力度 

は、建築基準法施工令第９１条によること。 

 

（２）配筋方法等 

① 主鉄筋および配力筋の径はＤ１３以上とし、最大鉄筋間隔は主鉄筋で３０cm以下、配力鉄筋 

・用心鉄筋で４０cm以下とする。 

② 鉄筋のかぶりは、底版及び竪壁の背面側は６cm以上、それ以外の部分は４cm以上とする。 

③ 鉄筋の段落としは、段落とし前の全鉄筋量の１/２までとし、段落としをしない鉄筋は、継手を 

設けず天端まで延ばして配筋すること。 

④ 竪壁の背面側付根にハンチ（壁厚程度以上）を設けること。 

⑤ 配筋は、配力鉄筋及び用心鉄筋を配置するとともに複鉄筋とすること。 
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４ 擁壁本体の設計 

土圧等によって擁壁各部に生ずる応力度が擁壁の材料である鋼材又はコンクリートの許容応力度

を超えないこと。また、断面力の計算に当たっては、縦壁及び底版を片持ちスラブとして設計する

こと。 

 

（１）使用材料の許容応力度 

① コンクリートの設計基準強度、許容圧縮応力度及び許容せん断応力度は、第３編第５章４（２）

によること。 

② 鉄筋は異形とし、ＳＤ２９５以上のものを使用し、異形鉄筋とコンクリートの許容付着応力

度は、建築基準法施工令第９１条によること。 

 

（２）配筋方法等 

① 主鉄筋および配力筋の径はＤ１３以上とし、最大鉄筋間隔は主鉄筋で３０cm 以下、配力鉄筋・

用心鉄筋で４０cm 以下とする。 

② 鉄筋のかぶりは、底版及び竪壁の背面側は６cm 以上、それ以外の部分は４cm 以上とする。 

③ 鉄筋の段落としは、段落とし前の全鉄筋量の１/２までとし、段落としをしない鉄筋は、継手

を設けず天端まで延ばして配筋すること。 

④ 竪壁の背面側付根にハンチ（壁厚程度以上）を設けること。 

⑤ 配筋は、配力鉄筋及び用心鉄筋を配置するとともに複鉄筋とすること。 
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【変更】 

 本文 
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旧 新 備 考 

 

３ 原地盤の処理（政令第１９条第１項第２号） 

土石の堆積にあたっては、現地踏査及び土質調査等により、土石を堆積するに当たって必要な処

理事項を確認する。土石の堆積を行うことによって、地表水等による地盤の緩み、沈下、崩壊又は

滑りが生ずるおそれがあるときは、土石の堆積を行う土地について必要な措置を講ずること。 

 

① 伐開除根及び除草 

原地盤に草木や切株を残したまま土石を堆積すると、これらが堆積後腐植することにより、

堆積した土石に緩みや有害な沈下を生じる恐れがあるため、樹木の伐開、除根、除草等の必要

な処置を行うこと。 

② 排水溝、サンドマット 

地表水等の浸透による緩みが生じないよう、土石の堆積に先立ち、堆積部に透水性の高い砂

や砂礫を敷く又は溝等により堆積箇所の外に適切に排水を行い、堆積箇所の乾燥を図ること。 

③ 極端な凹凸の除去 

原地盤に極端な凹凸や段差がある場合には、段差付近での不安定化を抑制するため、堆積に

先駆けてできるだけ平坦にかき均し、均一な堆積に仕上がるようにすること。 

 

 

４ 土石の堆積方法 （政令第１９条第１項第３号） 

以下の条件に応じ、堆積した土石の周囲に、適切な空地（勾配が１０分の１（５．７度）以下で

あるもの）を設けること。 

① 堆積する土石の高さが５メートル以下である場合 当該高さを超える幅の空地 

② 堆積する土石の高さが５メートルを超える場合 当該高さの２倍を超える幅の空地 

 

 

 

図３－９－１ 土石の堆積に係る技術的基準（政令）全般の概念図 

 

なお保全対象との離隔の確保が困難な場合は、堆積した土石の崩壊やそれに伴う流出を防止する

ため、堆積した土石の周囲にその高さを超え、土石の最大堆積時に発生する土圧に耐えうる鋼矢板

を設置する、堆積した土石の斜面の勾配を土質に応じた安定を保つことができる角度とし、堆積し

た土石を防水性のシートで覆うこと等により雨水その他の地表水が浸入することを防ぐなど、主務

省令で定める措置を講ずること。（政令第１９条第２項） 
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３ 原地盤の処理（政令第１９条第１項第２号） 

土石の堆積にあたっては、現地踏査及び土質調査等により、土石を堆積するに当たって必要な処理

事項を確認する。土石の堆積を行うことによって、地表水等による地盤の緩み、沈下、崩壊又は滑り

が生ずるおそれがあるときは、土石の堆積を行う土地について必要な措置を講ずること。 

 

① 伐開除根及び除草 

原地盤に草木や切株を残したまま土石を堆積すると、これらが堆積後腐植することにより、堆

積した土石に緩みや有害な沈下を生じる恐れがあるため、樹木の伐開、除根、除草等の必要な処

置を行うこと。 

② 排水溝、サンドマット 

地表水等の浸透による緩みが生じないよう、土石の堆積に先立ち、堆積部に透水性の高い砂や

砂礫を敷く又は溝等により堆積箇所の外に適切に排水を行い、堆積箇所の乾燥を図ること。 

③ 極端な凹凸の除去 

原地盤に極端な凹凸や段差がある場合には、段差付近での不安定化を抑制するため、堆積に先

駆けてできるだけ平坦にかき均し、均一な堆積に仕上がるようにすること。 

 

 

４ 土石の堆積方法 （政令第１９条第１項第３号） 

以下の条件に応じ、堆積した土石の周囲に、適切な空地（勾配が１０分の１（５．７度）以下であ

るもの）を設けること。 

① 堆積する土石の高さが５メートル以下である場合 当該高さを超える幅の空地 

② 堆積する土石の高さが５メートルを超える場合 当該高さの２倍を超える幅の空地 

 

 

 

図３－９－１ 土石の堆積に係る技術的基準（政令）全般の概念図 

 

５ 堆積した土石の崩壊やそれに伴う流出を防止する措置 （省令第３２条、３４条） 

土石の堆積は地盤の勾配が１０分の１以下の場所で「４ 土石の堆積方法」に示す空地を設置す

る措置を行うことを基本とするが、それらの措置が困難な場合、堆積した土石の崩壊やそれに伴う

流出の防止を目的に省令で定める措置を講ずること。 
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【追加】 

 章節 

【変更】 

 本文 

 

土地の勾配θ（1/10 以下） 

土石の堆積を行う区域 空地 

地表水を排除する措置 

堆積する土石の高さＨ 

空地 

地表水等による地盤の緩み等が生じない措置 

地表水を排除する措置 

H≦5m の場合 H を超える幅の確保 

H＞5m の場合 2H を超える幅の確保 

柵等 柵等 

搬入・搬出により高さが変化 

土地の勾配θ（1/10 以下） 

土石の堆積を行う区域 空地 

地表水を排除する措置 

堆積する土石の高さＨ 

空地 

地表水等による地盤の緩み等が生じない措置 

地表水を排除する措置 

H≦5m の場合 H を超える幅の確保 

H＞5m の場合 2H を超える幅の確保 

柵等 柵等 

搬入・搬出により高さが変化 
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旧 新 備 考 

 

① 鋼矢板等の設置 

 

 

② 構台等の設置 

 

 

③ 堆積勾配の規制及び防水性シート等による保護 

 

 

図３－９－２ 堆積した土石の崩壊やそれに伴う流出を防止する措置の概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 保全対策（政令第１９条第１項第４号、省令第３３条） 

堆積した土石の周囲には、主務省令で定めるところにより、柵その他これに類するものおよび工事標識

を設けること。 

柵その他これに類するものは、土石の堆積に関する工事が施工される土地の区域内に人がみだりに立ち

入らないよう、見やすい箇所に関係者以外の者の立ち入りを禁止する旨の表示を掲示して設ける。 
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① 構台等の設置（省令第３２条） 

  土石を堆積する土地（空地を含む）の地盤の勾配が１０分の１を超える場合において、堆積部

（空地を含む）の勾配を１０分の１以下とし、土石の流出を防止するために、構台等の土石の堆

積を行う面を有する堅固な構造物を設置する。 

  想定される最大堆積高さの際に発生する土圧、水圧、自重のほか必要に応じて重機による積載

荷重に耐えうる構造で設計する必要がある。 

 

図３－９－２ 構台等の設置の概念図 

② 鋼矢板等の設置（省令第３４条第１項第１号） 

  十分な空地の設置が困難な場合、堆積した土石の崩壊及び流出を防ぐため、当該高さを超える

土石の堆積を土留めするもので、鋼矢板や擁壁に類するものを設置する。 

  想定される最大堆積高さの際に発生する土圧、水圧、自重のほか必要に応じて重機による積載

荷重に耐えうる構造で設計する必要がある。 

 

図３－９－３ 鋼矢板等の設置の概念図 

③ 堆積勾配の規制及び防水性シート等による保護（省令第３４条第１項第２号） 

  十分な空地の設置が困難な場合、土石の崩壊を防ぐため、堆積した土石の土質に応じた緩やか

な勾配で土石を堆積し、降雨等による浸食を防ぐために堆積した土石を防水性のシート等で覆い

表面を保護する。 

 

図３－９－４ 堆積勾配の規制及び防水性シート等による保護の概念図 

 

（改ページ） 
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【変更・追加】 

 本文 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【追加】 

 図番号・タイトル 

 

【変更・追加】 

 本文 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【追加】 

 図番号・タイトル 

 

【変更・追加】 

 本文 

 

 

 

 

 

 

 

【変更】 

 図番号・タイトル 

【削除】 

 章節、本文 

 

土地の勾配θ（1/10 以下） 

土石の堆積を行う区域 

地表水を排除する措置 

堆積する土石の高さＨ 

地表水等による地盤の緩み等が生じない措置 

地表水を排除する措置 

勾配（１：２．０以下） 

柵等 柵等 

搬入・搬出に 

より高さが変化 

表面シート養生 

土石の堆積を行う区域 空地 

地表水を排除する措置 

堆積する土石 

の高さＨ 

空地 

地表水等による地盤の緩み等が生じない措置 
地表水を排除する措置 

H≦5m の場合 H を超える幅の確保 

H＞5m の場合 2H を超える幅の確保 

柵等 

柵等 搬入・搬出により高さが変化 

人口構造物により基礎勾配を 

1/10 以下で確保 

土地の勾配θ（1/10 以下） 

土石の堆積を行う区域 空地 

地表水を排除する措置 

堆積する土石の高さＨ 

地表水等による地盤の緩み等が生じない措置 

地表水を排除する措置 

H≦5m の場合 H を超える幅の確保 

H＞5m の場合 2H を超える幅の確保 

柵等 柵等 

搬入・搬出により高さが変化 

倒壊等しないよう十分な 

構造耐力を有する鋼矢板 

等を設置（地上高 H 超） 

土地の勾配θ（1/10 以下） 

土石の堆積を行う区域 

地表水を排除する措置 

堆積する土石の高さＨ 

地表水等による地盤の緩み等が生じない措置 

地表水を排除する措置 

勾配（１：２．０以下） 

柵等 柵等 

搬入・搬出に 

より高さが変化 

表面シート養生 

土地の勾配θ（1/10 以下） 

土石の堆積を行う区域 空地 

地表水を排除する措置 

堆積する土石の高さＨ 

地表水等による地盤の緩み等が生じない措置 

地表水を排除する措置 

H≦5m の場合 H を超える幅の確保 

H＞5m の場合 2H を超える幅の確保 

柵等 柵等 

搬入・搬出により高さが変化 

倒壊等しないよう十分な 

構造耐力を有する鋼矢板 

等を設置（地上高 H 超） 

土石の堆積を行う区域 空地 

地表水を排除する措置 

堆積する土石 

の高さＨ 

空地 

地表水等による地盤の緩み等が生じない措置 
地表水を排除する措置 

H≦5m の場合 H を超える幅の確保 

H＞5m の場合 2H を超える幅の確保 

柵等 

柵等 搬入・搬出により高さが変化 

人口構造物により基礎勾配を 

1/10 以下で確保 
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旧 新 備 考 

 

６ 排水設備 （政令第１９条第１項第５号） 

雨水その他の地表水により堆積した土石の崩壊が生ずるおそれがあるときは、当該地表水を有効に排除

することができるよう、堆積した土石の周囲に側溝を設置することその他の必要な措置を講ずること。 

なお表流水等の浸透量が多いことが想定される場合は、堆積箇所に設置した溝に砂又はクラッシャーラ

ン等を充填し、必要に応じて有効管等を埋設する等、暗渠排水の機能を確保すること。 

 

７ 土石の堆積に伴う排水施設について 

土石の堆積に関する基準については、「第９章 土石の堆積」によるものとする。 

土石の堆積範囲の周囲には排水溝を設置し、これを適切に維持管理することにより、降雨によって工事

範囲外に土石や濁水が流出しないよう適切な措置を講じることとする。 

 

 

図３－９－３ 土石の堆積における排水概要図 

 

（１）排水溝の仕様 

排水溝の規模及び構造は、土石の堆積の期間中、その機能を保てるものとする。なお排水機能が十分で

あれば素掘り側溝でも良いこととするが、流水により過度な洗掘が生じないよう対処すること。 

 

（２）排水溝の撤去 

土石の堆積期間後は、土石の堆積に伴い設置した排水溝を撤去し、地表面に後日沈下等が生じないよう

適切に埋戻すことを基本とする。 
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６ 保全対策（政令第１９条第１項第４号、省令第３３条） 

堆積した土石の周囲には、主務省令で定めるところにより、柵その他これに類するものおよび工事

標識を設けること。 

柵その他これに類するものは、土石の堆積に関する工事が施工される土地の区域内に人がみだり

に立ち入らないよう、見やすい箇所に関係者以外の者の立ち入りを禁止する旨の表示を掲示して設

ける。 

 

７ 排水設備 （政令第１９条第１項第５号） 

雨水その他の地表水により堆積した土石の崩壊が生ずるおそれがあるときは、当該地表水を有効

に排除することができるよう、堆積した土石の周囲に側溝を設置することその他の必要な措置を講

ずること。 

なお表流水等の浸透量が多いことが想定される場合は、堆積箇所に設置した溝に砂又はクラッシ

ャーラン等を充填し、必要に応じて有効管等を埋設する等、暗渠排水の機能を確保すること。 

 

８ 土石の堆積に伴う排水施設について 

土石の堆積範囲の周囲には排水溝を設置し、これを適切に維持管理することにより、降雨によって

工事範囲外に土石や濁水が流出しないよう適切な措置を講じることとする。 

 

 

図３－９－３ 土石の堆積における排水概要図 

 

（１）排水溝の仕様 

排水溝の規模及び構造は、土石の堆積の期間中、その機能を保てるものとする。なお排水機能が

十分であれば素掘り側溝でも良いこととするが、流水により過度な洗掘が生じないよう対処するこ

と。 

 

（２）排水溝の撤去 

土石の堆積期間後は、土石の堆積に伴い設置した排水溝を撤去し、地表面に後日沈下等が生じない

よう適切に埋戻すことを基本とする。 
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【追加】 

 章節、本文 

 

土石の堆積を行う区域 空地 

排水溝 

堆積する土石の高さＨ 

空地 

地表水等による地盤の緩み等が生じない措置 

排水溝 

H≦5m の場合 H を超える幅の確保 

H＞5m の場合 2H を超える幅の確保 

柵等 柵等 

搬入・搬出により高さが変化 

土地の勾配θ（1/10 以下） 

土石の堆積を行う区域 空地 

排水溝 

堆積する土石の高さＨ 

空地 

地表水等による地盤の緩み等が生じない措置 

排水溝 

H≦5m の場合 H を超える幅の確保 

H＞5m の場合 2H を超える幅の確保 

柵等 柵等 

搬入・搬出により高さが変化 

土地の勾配θ（1/10 以下） 
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旧 新 備 考 

 

土地の保全等について 
 

１ 宅地の維持管理 

宅地造成工事等規制区域内の土地の土地所有者、管理者又は占有者は、許可を取得した宅地造成

等（宅地造成等工事規制区域の指定前に行われたものを含む。）であるか否かに関わらず、災害が

生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持すること。（法第２２条第１項） 

なお災害のおそれがあると認められるときは、市長は、その土地の所有者、管理者、占有者、工

事主又は工事施行者に対し、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成等に伴う災害の防止のため必要

な措置をとるよう勧告することができる。（法第２２条第２項） 

 

２ 不適合擁壁 

法の許可を得て検査済証を取得した擁壁であっても、次のような行為をした場合は、法の技術基

準に適合しないものとなるため、検査済証の効力を失うものとして扱う。 

 

（１）増積み擁壁 

擁壁の上部にブロック等を積み、その部分に土圧が生じているもの。 

 

 

増積み擁壁のイメージ図（我が家のチェックシート（案）から引用） 

 

 

196 

 

土地の保全等について 

１ 宅地の維持管理 

宅地造成工事等規制区域内の土地の土地所有者、管理者又は占有者は、許可を取得した宅地造成

等（宅地造成等工事規制区域の指定前に行われたものを含む。）であるか否かに関わらず、災害が

生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持すること。（法第２２条第１項） 

なお災害のおそれがあると認められるときは、市長は、その土地の所有者、管理者、占有者、工

事主又は工事施行者に対し、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成等に伴う災害の防止のため必要

な措置をとるよう勧告することができる。（法第２２条第２項） 

 

２ 不適合擁壁 

法の許可を得て検査済証を取得した擁壁であっても、次のような行為をした場合は、法の技術基

準に適合しないものとなるため、検査済証の効力を失うものとして扱う。 

 

（１）増積み擁壁 

擁壁の上部にブロック等を積み、その部分に土圧が生じているもの。 

 

 

図５―１―１ 増積み擁壁のイメージ図（我が家のチェックシート（案）から引用） 
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【追加】 

 図番号 
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旧 新 備 考 

 

（２）二段擁壁（第３編第５章１２の検討を行っていないもの）  

下部擁壁に対して、上部擁壁の荷重がかかっているもの。 

 

 

二段擁壁のイメージ図（我が家のチェックシート（案）から引用） 

 

 

（３）張出し床版付擁壁 

張出し床版の支柱を擁壁の天端や基礎に据え、想定外の荷重をかけているもの。 

 

 

張出し床版付擁壁イメージ図（我が家のチェックシート（案）から引用） 

 

３ 擁壁の状態確認 

擁壁は、時間の経過とともに老朽化したり、雨や地震によりひびが入ったり、傾いたりしますが、その

危険度の程度は市民の方が容易に判断するのは困難です。専門家等に依頼し、詳細な調査をしてもらうよ

う努めてください。 

また、おおまかな危険度のチェックができるよう、国土交通省から『我が家の擁壁チェックシート

（案）』（https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000067.html）がインターネットよりダウンロ

ードできますので、ご自分の住宅地の擁壁の安全性について、関心を持っていただき、宅地の保全等に努

めてください。 
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（２）二段擁壁（第３編第５章１２の検討を行っていないもの）  

下部擁壁に対して、上部擁壁の荷重がかかっているもの。 

 

 

図５―１―２ 二段擁壁のイメージ図（我が家のチェックシート（案）から引用） 

 

 

（３）張出し床版付擁壁 

張出し床版の支柱を擁壁の天端や基礎に据え、想定外の荷重をかけているもの。 

 

 

図５―１―３ 張出し床版付擁壁イメージ図（我が家のチェックシート（案）から引用） 

 

３ 擁壁の状態確認 

擁壁は、時間の経過とともに老朽化したり、雨や地震によりひびが入ったり、傾いたりしますが、

その危険度の程度は市民の方が容易に判断するのは困難です。専門家等に依頼し、詳細な調査をして

もらうよう努めてください。 

また、おおまかな危険度のチェックができるよう、国土交通省から『我が家の擁壁チェックシート

（案）』（https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000067.html）がインターネットよりダウ

ンロードできますので、ご自分の住宅地の擁壁の安全性について、関心を持っていただき、宅地の保

全等に努めてください。 
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【追加】 

 図番号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【追加】 

図番号 
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旧 新 備 考 

 

 

２１ 様式第８号   軽微な変更の届出書 

 

２２ 様式第８号の２ 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更協議申出書 

         

２３ 様式第８号の３ 土石の堆積に関する工事の変更協議申出書 

 

２４ 様式第９号   宅地造成又は特定盛土等（中止・再開・廃止）届 

 

２５ 様式第１０号  定期報告書 

 

２６ 様式      隣接同意書 

 

２７ 様式      暴力団等に該当しないことの誓約書 
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２１ 様式第８号   軽微な変更の届出書 

 

２２ 様式第８号の２ 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更協議申出書 

         

２３ 様式第８号の３ 土石の堆積に関する工事の変更協議申出書 

 

２４ 様式第９号   宅地造成又は特定盛土等（中止・再開・廃止）届 

 

２５ 様式第１０号  定期報告書 

 

２６ 様式      隣接同意書 

 

２７ 様式      暴力団等に該当しないことの誓約書 

 

２８  記載例     宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請書 

 

２９ 記載例     土石の堆積に関する工事の許可申請書 

 

３０ 記載例     工事施行同意書 

 

３１ 記載例     隣接同意書 
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【追加】 

 記載例 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

旧 新 備 考 

 

様式 

 

隣接同意書 

 

年  月  日 

住所 

工事主 

氏名          様 

 

住所 

同意者 

氏名            ㊞ 

（同意者が自署してください。） 

 

工事主が行う宅地造成等工事において、私の所有する土地の隣地に申請書のとおり工事が 

行われることについて、下記のとおり同意します。 

 

記 

 

土 地 の 所 在 及 び 地 番   

盛土若しくは切土の高さ又は 

土石の堆積の最大堆積高さ 
メートル 

所 有 者 の 所 在 及 び 地 番   
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様式 

 

隣接同意書 

 

年  月  日 

住所 

工事主 

氏名          様 

 

住所 

同意者 

氏名             

（同意者が自署してください。） 

 

工事主が行う宅地造成等工事において、私の所有する土地の隣地に申請書のとおり工事が 

行われることについて、下記のとおり同意します。 

 

記 

 

⑴  
宅 地 造 成 等 に 関 す る 工 事 が  

施 行 さ れ る 土 地 の 所 在 地 及 び 地 番  
 

⑵ 

盛土若しくは切土の高さ 

又は 

土石の堆積の最大堆積高さ 

メートル 

⑶  
同 意 者 の 所 有 す る 土 地  

（ ⑴ の 隣 地 ） の 所 在 地 及 び 地 番  
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【削除】 

 押印（㊞） 

 

 

 

 

 

 

【変更】 

 表項目 

 



63 

 

旧 新 備 考 

 

（該当ページ無し） 

 

 

 

記載例 

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請書 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法         の規定により、許可を申請します。 

 

令和○年○○月〇〇日 

 

千葉市長 殿 

                   千葉市中央区千葉港○番○号 

申請者 氏名  株式会社〇〇 代表取締役 ○○ ○○ 

※手数料欄 

1 

工事主住所氏名 

（法人役員住所氏名） 

千葉市中央区千葉港○番○号 

株式会社○○ 代表取締役 ○○ ○○ 

【担当者：■■ ■■ 電話 XXX―XXXX―XXXX】 

（  別紙のとおり  ） 

2 

設計者住所氏名 千葉市中央区千葉港×番×号 

株式会社○○設計事務所 代表取締役 ○○ ○○ 

【担当者：■■ ■■ 電話 XXX―XXXX―XXXX】 

3 

工事施行者住所氏名 千葉市中央区千葉港△番△号 

株式会社○○建設 代表取締役 ○○ ○○ 

【担当者：■■ ■■ 電話 XXX―XXXX―XXXX】 

4 

土地の所在地及び地番 

（代表地点の緯度経度） 

千葉市○○区〇〇町〇〇番 

（緯度：   ３５度   〇〇分 〇〇.〇〇秒、 

経度：  １４０度   〇〇分 〇〇.〇〇秒） 

5 土地の面積 ○○○○．○○平方メートル（小数点３位以下切り捨て） 

6 工事着手前の土地利用状況 ※ 宅地、農地又は公共施設用地のうち該当するものを記入 

7 工事完了後の土地利用 宅地（住宅建築あり） 

8 盛土のタイプ 平地盛土 ・ 腹付け盛土 ・ 谷埋め盛土 

9 土地の地形 渓流等への該当  有 ・ 無 

 イ 盛土又は切土の高さ ○○．○○メートル（小数点３位以下切り捨て） 

ロ 盛土又は切土をする土地の面積 ○○○○．○○平方メートル（小数点３位以下切り捨て） 

ハ 盛土又は切土の土量 
盛 土 〇〇〇立方メートル（小数点以下切り捨て） 

切 土 〇〇〇立方メートル（小数点以下切り捨て） 

10 

ニ 擁壁 

番 号 構 造 高 さ 延 長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

工 
 

事 
 

の 
 

概 
 

要 

1 RC 型擁壁 
○．○○～
○．○○ｍ 

○．○○ｍ 

2 
間知積み
擁壁 

○．○○～
○．○○ｍ 

○．○○ｍ 

3 
大臣認定
擁壁 

○．○○～
○．○○ｍ 

○．○○ｍ 

ホ 崖面崩壊防止施設 

番 号 種 類 高 さ 延 長 

1 鋼製枠 
○．○○～
○．○○ｍ 

○．○○ｍ 

2 大型かご枠 
○．○○～
○．○○ｍ 

○．○○ｍ 

3 
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ
補強土壁 

○．○○～
○．○○ｍ 

○．○○ｍ 

ヘ 排水施設 

番 号 種 類 内法寸法 延 長 

1 U 字溝 ○×○ｃｍ ○○．○ｍ 

2 集水桝 ○×○×○ ｃｍ ○ 箇所 

3 塩ビ管 内径○○ ｃｍ ○．○ｍ 

ト 崖面の保護の方法 切土面については張芝 盛土面については筋芝 

チ 崖面以外の地表面の保護の方法 切土面については張芝 盛土面については筋芝 

リ 工事中の危害防止のための措置 

①工事中は仮囲いを設け工事関係者以外の進入を制限する。 

②仮排水施設を設け、土砂などの地区外への流出を防止する。 

③安全確保のため、警備員を配置する。 

 ヌ その他の措置 騒音対策として低騒音・低振動型建設機械を使用する。等 

ル 工事着手予定年月日 令和○年○○月〇〇日 

ヲ 工事完了予定年月日 令和○年○○月〇〇日 

ワ 工程の概要 準備工○日、擁壁工○日、土工○日、片づけ○日、計○日 

11 その他必要な事項 中間検査 有・無    定期報告 有・無 
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【追加】 

 記載例 

 

第 12 条第 1 項 
第 30 条第 1 項 
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旧 新 備 考 

 

（該当ページ無し） 

 

 

 

記載例 

土石の堆積に関する工事の許可申請書 

 

宅地造成及び特定盛土等規制法         の規定により、許可を申請します。 

 

令和○年○○月〇〇日 

 

千葉市長 殿 

                     千葉市中央区千葉港○番○号 

申請者 氏名  株式会社〇〇 代表取締役 ○○ ○○ 

※手数料欄 

1 

工 事 主 住 所 氏 名 

（ 法 人 役 員 住 所 氏 名 ） 

千葉市中央区千葉港○番○号 

株式会社○○ 代表取締役 ○○ ○○ 

【担当者：■■ ■■ 電話 XXX―XXXX―XXXX】 

（  別紙のとおり  ） 

2 

設 計 者 住 所 氏 名 千葉市中央区千葉港×番×号 

株式会社○○設計事務所 代表取締役 ○○ ○○ 

【担当者：■■ ■■ 電話 XXX―XXXX―XXXX】 

3 

工 事 施 行 者 住 所 氏 名 千葉市中央区千葉港△番△号 

株式会社○○建設 代表取締役 ○○ ○○ 

【担当者：■■ ■■ 電話 XXX―XXXX―XXXX】 

4 

土 地 の 所 在 地 及 び 地 番 

（ 代 表 地 点 の 緯 度 経 度 ） 

 

千葉市○○区〇〇町〇〇番 

（緯度：   ３５度   〇〇分 〇〇.〇〇秒、 

経度：  １４０度   〇〇分 〇〇.〇〇秒） 

5 土 地 の 面 積 ○○○○．○○平方メートル（小数点３位以下切り捨て） 

6 工 事 の 目 的 ストックヤード 等 

 イ 土 石 の 堆 積 の 最 大 堆 積 高 さ ○○○○．○○メートル（小数点３位以下切り捨て） 

ロ 土石の堆積を行う土地の面積 ○○○○．○○平方メートル（小数点３位以下切り捨て） 

ハ 土 石 の 堆 積 の 最 大 堆 積 土 量 ○○○○．○○立方メートル（小数点３位以下切り捨て） 

ニ 
土石の堆積を行う土地の最大
勾配 

○/○○（又は〇〇°） 

7 ホ 

勾配が十分の一を超える土地に 

おける堆積した土石の崩壊を防止 

するための措置 

[堆積をする土地の地盤の勾配が１/１０以下の場合] 

土石を堆積する土地の地盤の勾配が１/１０以下のため無し。 

[堆積をする土地の地盤の勾配が１/１０以上の場合] 

構台等の設置 等 

工 

事 

の 

概 

要 

ヘ 
土石の堆積を行う土地における 

地盤の改良その他の必要な措置 

[土質調査等により、地盤改良等の措置が必要な場合] 

〇〇工法 等 

[それ以外の場合] 

軟弱地盤については地盤改良を行う 

ト 空 地 の 設 置 

番 号 空 地 の 幅 

１ ○.○○メートル 

２  

３  

チ 
雨水その他の地表水を有効に排除 

する措置 
堆積箇所の周辺に側溝を設置する 等 

リ 
堆積した土石の崩壊に伴う土砂の 

流出を防止する措置 

[空地が確保されている場合] 

空地が確保されているため措置なし 

[空地が確保できない場合] 

①鋼矢板等の設置 

②堆積勾配の規制及び防水性シート等による保護 等 

 

ヌ 工事中の危害防止のための措置 

①進入防止柵をを設け、工事関係者以外の進入を制限する。。 

②仮排水施設を設け、土砂などの地区外への流出を防止する。 

③安全確保のため、警備員を配置する。 

ル そ の 他 の 措 置 騒音対策として低騒音・低振動型建設機械を使用する。等 

ヲ 工 事 着 手 予 定 年 月 日 令和○年○○月〇〇日 

ワ 工 事 完 了 予 定 年 月 日 令和○年○○月〇〇日 

カ 工 程 の 概 要 準備工○日、土石の搬入・搬出○日、片づけ○日、計○日 

8 そ の 他 必 要 な 事 項 定期報告 有・無 
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【追加】 

 記載例 

 

第 12 条第 1 項 
第 30 条第 1 項 
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旧 新 備 考 

 

（該当ページ無し） 

 

 

 

記載例 

 

工事施行同意書  

 

令和○年○月〇〇日 

（あて先）千葉市長  

 

住所 千葉市中央区千葉港○番○号 

工事主 

氏名  株式会社○○ 代表取締役 ○○ ○○ 

 

千葉市中央区千葉港×番×号、同番△号 及び □番□号において行う宅地造成等工事に関し

て、次のとおり権利者の同意を得ましたので提出します。 

 

同  意  書  

私が所有する次の土地について、工事主が申請書のとおり宅地造成等工事を行う 

ことに同意します。 

 

所在地及び地番 ※１ 面 積 同意年月日 同意者の住所・氏名 ※２ 印 

千葉市中央区千葉港×番×号 ○．〇〇㎡ 令和○年○月○日 

千葉市○○区○○町〇〇番 

千 葉 太 郎 

実印 

千葉市中央区千葉港×番×号 ○．〇〇㎡ 令和○年○月○日 

千葉市○○区××町××番 

千 葉 一 郎 

実印 

千葉市中央区千葉港×番△号 ○．〇〇㎡ 令和○年○月○日 

千葉市○○区○○町〇〇番 

千 葉 太 郎 

実印 

千葉市中央区千葉港□番□号 ○．〇〇㎡ 令和○年○月○日 

千葉市○○区□□町□□番 

千 葉 二 郎 

実印 
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【追加】 

 記載例 
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旧 新 備 考 

 

（該当ページ無し） 

 

 

 

記載例 

 

隣接同意書 

 

令和○年○月〇〇日 

住所 千葉市中央区千葉港○番○号 

工事主 

氏名 株式会社○○ 代表取締役 ○○ ○○様 

 

住所 千葉市中央区千葉港×番×号 

同意者 

氏名  千 葉 太 郎       

（同意者が自署してください。） 

 

工事主が行う宅地造成等工事において、私の所有する土地の隣地に申請書のとおり工事が 

行われることについて、下記のとおり同意します。 

 

記 

 

⑴  
宅 地 造 成 等 に 関 す る 工 事 が  

施 行 さ れ る 土 地 の 所 在 地 及 び 地 番  
千葉市○○区〇〇町〇〇番 

⑵ 

盛土若しくは切土の高さ 

又は 

土石の堆積の最大堆積高さ 

○. ○○ メートル 

⑶  
同 意 者 の 所 有 す る 土 地  

（ ⑴ の 隣 地 ） の 所 在 地 及 び 地 番  
千葉市○○区〇〇町××番 
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【追加】 

 記載例 

 



67 

 

旧 新 備 考 

 

参考文献 「構造図集 擁壁」 社団法人・日本建築士会連合会 

 「盛土等防災マニュアルの解説の解説（Ⅰ）（Ⅱ）」 盛土等防災研究会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宅 地 造 成 工 事 等 技 術 指 針 

 

平成１０年 ７月１５日   初版発行 

平成１３年 １月 ６日   改  訂 

平成１４年 ４月 １日   改  訂 

平成１４年 ９月 １日   改  訂 

平成１７年 ４月 １日   改  訂 

平成２０年 ４月 １日   改  訂 

平成２１年 ４月 １日   改  訂 

平成２３年 ４月 １日   改  訂 

平成２４年１０月 １日   改  訂 

平成２８年 ４月 １日   改  訂 

令和 ２年 ４月 １日   改  訂 

令和 ７年 ５月２６日   改  訂 

 

 

編集 千葉市中央区千葉港１－１ 

 千葉市都市局建築部宅地課 

 

 

 

 

 

参考文献 

「建築物のための改良地盤の設計及び品質管理指針－セメント系固化材を用いた深層・浅層混合  

処理工法－」 一般財団法人 日本建築センター、一般財団法人 ベターリビング 

「構造図集 擁壁」 社団法人 日本建築士会連合会 

「道路橋示方書・同解説Ⅳ下部構造編」社団法人 日本道路協会 

「道路土工-切土工・斜面安定工指針」社団法人 日本道路協会 

「盛土等防災マニュアルの解説の解説（Ⅰ）（Ⅱ）」 盛土等防災研究会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宅 地 造 成 工 事 等 技 術 指 針 

 

平成１０年 ７月１５日   初版発行 

平成１３年 １月 ６日   改  訂 

平成１４年 ４月 １日   改  訂 

平成１４年 ９月 １日   改  訂 

平成１７年 ４月 １日   改  訂 

平成２０年 ４月 １日   改  訂 

平成２１年 ４月 １日   改  訂 

平成２３年 ４月 １日   改  訂 

平成２４年１０月 １日   改  訂 

平成２８年 ４月 １日   改  訂 

令和 ２年 ４月 １日   改  訂 

令和 ７年 ５月２６日   改  訂 

令和 ８年 ４月 １日   改  訂 

 

 

編集 千葉市中央区千葉港１－１ 

 千葉市都市局建築部宅地課 

 

 

 

 

 

【追加】 

 参考文献 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【追加】 

 改訂年月日 

 


